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＜表紙デザイン協力／大阪公立大学美術部 青桃会・翠陵会＞

CONCEPT
　中百舌鳥門の奥で学生を出迎える、赤いラインが目を引く近代的な
印象の建物。豊かな芝生の先にある、杉本キャンパスの歴史を感じる白
い館。阿倍野で勉学に励む学生を見守る、智仁勇の女神像。「大阪公立大
学」となった3つのキャンパスを、元市大・府大の美術部員が個性豊か
に描き上げました。
　敷地内を歩く学生の足音が聞こえてきそうな中百舌鳥キャンパスの
絵からは大学の面白さや楽しさを、画面内を3人の部員が各々の技法
で塗り分けた杉本キャンパスの絵からは大学の多様性を、それぞれ感
じて頂ければ幸いです。

当ガイドブックは、大阪公立大学の学生の皆さまはもちろんのこ

と、引き続き在籍する大阪市立大学・大阪府立大学の学生の皆さま

にも活用いただける内容となっています。是非、学生生活の手引き

としてご参照ください。



大阪公立大学 学長　　辰巳砂　昌弘

新入生の皆さんへ

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。全学を代表して、皆さんを心より歓迎し
ます。

　大阪公立大学は学生数約１万６千人の全国最大規模の公立総合大学です。多様な学問領域
を擁する本学にご入学された皆さんにお伝えしたいことは、大学生活の中で興味・関心のあ
ることに対してはどんどん挑戦し、さまざまな経験を積んでいただきたいということです。
教職員一丸となって皆さんの挑戦を応援します。学生生活は長いようで短いものです。自ら
学び自ら考えチャレンジし、後悔のないよう学生生活を謳歌してください。

　本学では、１年次全学生が必修科目としてさまざまな分野やテーマから興味・関心に応じ
て内容を選択し、グループワークやディスカッション、フィールドワークなどを行う「初年
次ゼミナール」を履修します。そこに学域・学部の垣根を超えたつながりが生まれることを
期待しています。大学での学びでは、受動的に知識を受け入れるだけでなく、自らが主体的
に行動し考え、探求し続ける姿勢が重要です。本学には皆さんの学習意欲や知的好奇心に十
分応えられるだけの教育研究環境がありますので、これから始まる大学生活を充実したもの
にしていただけると信じています。

　学生生活では、学問分野の知的活動ばかりでなく、クラブやサークル活動、ボランティア
活動、国際交流といった課外活動でも積極的にチャレンジしてください。こういった活動を
通じて仲間や教職員、卒業生、地域の人々との交流など、人や地域とつながる経験も充実さ
せることで、皆さんの大学生活はさらに輝き、よりかけがえのないものとなることでしょう。
　さらに本学は、杉本キャンパス、中百舌鳥キャンパス、阿倍野キャンパス、羽曳野キャン
パス、りんくうキャンパスなど、多彩なキャンパスがあります。2025年には森之宮キャン
パスが開設予定です。是非ともキャンパスを超えた交流を積極的に図ってください。
　本学の持つ様々な「知」の拠点を活用し、様々な経験を重ねながら、地域や世界へのつな
がりを創造していきましょう。皆さんの活躍に期待しています。
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Ⅰ
学生生活のはじめに

1. 学生生活を送る上で
（1）学事日程
（2）各種手続一覧（こんな場合はここへ）
  ①相談
  ②課外活動
  ③－１　施設の利用（杉本キャンパス）
  ③－２　施設・備品の利用（中百舌鳥キャンパス）
  ④各種届出・願
（3）学内のシステム利用について
（4）掲示板
（5）防災マニュアル
（6）学生証について
（7）各種証明書の発行
（8）通学証明書・通学定期券について
（9）学割について
2. 授業時間・欠席・警報時等取扱い
（1）授業時間
（2）授業欠席時の取扱いについて
（3）気象条件の悪化・交通機関の運行停止等に伴う 
  授業の取扱いについて
  ①気象条件の悪化による授業の休講について
  ②交通機関の運休による授業の休講について
  ③ 遠隔授業（同時双方向型に限る）において授業支援シス

テム（Moodle）が停止した場合の休講について
  ④その他注意事項
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1. 学生生活を送る上で
（1）学事日程

 授業実施日　  振替休講日　  授業調整休講日 

期
別 月 曜　　日 主　な　行　事日 月 火 水 木 金 土

前
　
　
　
　
　
期

4

1 　4/1～4/7 春季休業　　4/2 新入生カリキュラムオリエンテーション
2 3 4 5 6 7 8 　4/5 入学式　　4/5,6 健康診断【羽】　　4/7,11～14 健康診断【杉】
9 10 11 12 13 14 15 　4/10 前期授業開始　　4/10 健康診断【阿】
16 17 18 19 20 21 22 　4/7,18～21 健康診断【中】　　4月中 ふたば祭【杉】（土日開催）
23 24 25 26 27 28 29 ※履修登録期間：4/2～4/5（新入生）　　※履修登録修正期間：4/10～4/14

5

30 1 2 3 4 5 6 ☆5/2 授業調整休講日
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 ■5/20 授業調整日（補講日）
21 22 23 24 25 26 27 　5/27,28 友好祭【中】
28 29 30 31 1 2 3 　5/29,30 健康診断【り】

6

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 ■6/24 授業調整日（補講日）
25 26 27 28 29 30 1 　7/1,2 東京都立大学総合競技大会（於：東京都立大学）

7

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 ■7/15 授業調整日（補講日）
16 17 18 19 20 21 22 ■7/22 授業調整日（補講日）
23 24 25 26 27 28 29 　7/24～8/4 前期試験（授業）期間
30 31 1 2 3 4 5 　（羽曳野キャンパスは7/31～8/4）

8

6 7 8 9 10 11 12 　8/7,8 前期試験予備日　　8/10～9/23 夏季休業
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2 　8/30 成績開示日

9

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 　9/11～9/15 履修登録期間
17 18 19 20 21 22 23 　9/22 秋季学位記授与式（卒業式）
24 25 26 27 28 29 30 　9/25 後期授業開始　　9/25～9/29 履修登録修正期間

後
　
　
　
　
　
期

10

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 ★10/9 祝日等授業実施日
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 　10/24 防火防災総合訓練【杉・中・り】　　10/28,29 杏樹祭【羽】
29 30 31 1 2 3 4 　11/3～5 銀杏祭【杉】　　11/4～5 白鷺祭【中】

11

5 6 7 8 9 10 11 　11/11,12 関西六公立大学総合競技大会（於：兵庫県立大学）
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 ☆11/21～22 授業調整休講日　　■11/25 授業調整日（補講日）
26 27 28 29 30 1 2

12

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 　12/16～17 計画停電（中百舌鳥キャンパス）（予定）
17 18 19 20 21 22 23 ■12/23 授業調整日（補講日）
24 25 26 27 28 29 30 　12/24～1/7 冬季休業

1

31 1 2 3 4 5 6 ★1/5 冬季休業中授業実施日
7 8 9 10 11 12 13 ●1/12 大学入学共通テスト（1/13～14）に伴う休講
14 15 16 17 18 19 20 ■1/20 授業調整日（補講日）
21 22 23 24 25 26 27 　1/22～2/2 後期試験（授業）期間
28 29 30 31 1 2 3 　（羽曳野キャンパスは1/29～2/2）

2

4 5 6 7 8 9 10 　2/5,6 後期試験予備日
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2 　2/26 成績開示日

3

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 　3/20～ 春季休業　　3/22 学位記授与式
24 25 26 27 28 29 30
31

注： 上記に記載のないものを含め、日程変更や開催中止になることがありますので、学生ポータル（UNIPA）・大学Webサイトをこまめに確認してください。 
この学事日程によらない学部・研究科等がありますので、その場合は学部・研究科等からの案内を確認してください。

★：祝日等授業実施日  ☆：振替休講日・授業調整休講日
■：授業調整日（補講日）  ●：行事等開催に伴う休講日
【杉】杉本キャンパス、【中】中百舌鳥キャンパス、【阿】阿倍野キャンパス
【羽】羽曳野キャンパス、【り】りんくうキャンパス

※ 大阪公立大学、大阪府立大学、大阪市立大学共通の
学事日程です。
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（2）各種手続一覧（こんな場合はここへ）

　皆さんが学生生活を送る上で、いろいろな問題にぶつかったとき、どの窓口にいけばよいのか下記の一覧表を参
考にしてください。各項目の参照ページ、または学生なんでも相談窓口（Web）からお問い合わせください（詳細は
P.26～27）。なお、履修・授業関係については「各学部・学域・研究科要覧」・「授業時間割表」・「履修登録の手引」等を
参照してください。

困ったとき・どこへ行けばいいのか分からないときなどは、学生なんでも相談窓口へ

①相談

事項 概要
担　当　窓　口

頁
杉本C 中百舌鳥C 阿倍野C 羽曳野C りんくうC

授業料等の
納付方法

授業料等の納付時期、納付方法、引落
口座（登録・変更）について案内します。

学生課
（杉本Ｃ／中百舌鳥Ｃ）

18

授業料の納付が
困難なとき

高等教育の修学支援新制度
大阪公立大学等授業料等支援制度
大学独自の授業料減免制度

19
奨学金を
受けたいとき

日本学生支援機構貸与奨学金
民間団体等奨学金
大学独自の奨学金

正課・課外活動・
通学中等のケガ
で通院・入院し
たとき等の補償

【看護学部・看護学研究科以外】
学生教育研究災害傷害保険（略称「学
研災」）／学研災付帯賠償責任保険
（略称「付帯賠責」）／法科大学院生教
育研究賠償責任保険（略称「法科賠」）
【看護学部・看護学研究科】
総合補償制度「Will」

学生課

学務課 事務所
学生G

事務所
学生・教務
担当

25

何か困ったとき
の相談

質問・困り事・悩み事など、お気軽に
ご相談ください。先ずお話を伺い、必
要に応じて窓口紹介・面談などを行
い、解決に導きます。

学生なんでも
相談窓口

26

～

32

心の悩みなど
学生生活全般の
相談

心の悩みや友人関係での悩みなど、
学生生活全般についての相談に応じ
ます。

学生アドバイザー
学生なんでも相談窓口
カウンセリングルーム

障がい等のある
学生の修学上の
相談

障がいなど困り事のある学生や周り
の学生からの相談に応じ、修学上の
支援を行います。

アクセシビリティセンター

健康相談

健康に関する問題の相談に応じます。
応急処置を行います。
症状により病院を案内します。

健康管理センター

事務所
学生G

事務所
学生・教務
担当

20

～

24

正課・課外活動
中にケガをした
とき
体調不良を感じ
たとき

感染症（学校感
染症の疑い又は
診断されたと
き）

【医療・保健関連】
集団発生の可能性がある感染症（食
中毒を含む）は、すぐに右記まで連絡
してください。
学校感染症に罹患した際は、授業支
援システム（Moodle）により報告し
てください。

【授業関連】
欠席届・追試験の願い出

教育推進課
各学部

教務担当／
基幹教育担当

教育推進課
各学域・学部
教務担当／
基幹教育担当

学務課
15

～

16
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事項 概要
担　当　窓　口

頁
杉本C 中百舌鳥C 阿倍野C 羽曳野C りんくうC

健康診断
（健康診断証明書）

年1回全学生を対象に定期健康診断
（4月）を実施しています。定期健康診
断を受けていないと証明書の発行は
できません。
健康診断証明書は定期健康診断受診
約1か月後に、証明書自動発行機より
入手できます。また、年度が変わると
前年度のものは発行できません。

証明書自動発行機

20
健康管理センター 事務所

学生G
事務所
学生・教務
担当

就職相談・
キャリア相談

就職情報、就職準備その他キャリア
支援全般について相談に応じます。

就職担当教員
56

～

59キャリア支援室
学務課 事務所

学生G
事務所
学生・教務
担当

履修・授業関係
各種資格
転学部（学域）・
転学科（学類）

詳しくは「各学部・学域要覧」・「授業
時間割表」・「履修登録の手引」を参照
してください。
右記の各取扱窓口で相談に応じます。

教育推進課
各学部教務
担当

教育推進課
各学域・学部
教務担当

学務課 事務所
学生G

事務所
学生・教務
担当

－単位互換
教育推進課
基幹教育
担当

教育推進課
教務調整
担当

教員免許
詳しくは「教職課程の手引」を参照し
てください。
右記の各取扱窓口で相談に応じます。

教育推進課
教職担当

海外留学の相談 海外留学に関する相談 国際交流課 33

留学生の相談 外国人留学生の学生生活に係る相談 学生課 学務課 事務所
学生Ｇ

事務所
学生・教務
担当

62

～

83

②課外活動

事項 概要
担　当　窓　口

頁
杉本C 中百舌鳥C 阿倍野C 羽曳野C りんくうC

課外活動上の
諸問題

入・退部や練習・合宿など課外活動に
関する諸問題は、キャプテン、先輩、
同級生等に相談してください。
先輩などに相談できない場合は、部
長、顧問の先生又は学生課へ相談し
てください。

顧問教員

48
学生課 学務課 事務所

学生G
事務所
学生・教務
担当

課外活動
関係書類

課外活動ポータルサイトよりご確認
ください。
※ 担当窓口が異なる場合があります
ので注意してください。
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③－１　施設の利用（杉本キャンパス）
事項 概要 担当窓口

まえにわ
1号館前の「まえにわ」は、芝生の広場です。
ランチや読書など、皆さんの憩いの空間として
自由にご利用ください。

施設課

サポニワ

学生サポートセンター中庭「サポニワ」は屋外にある開放
的な空間です。
　利用可能時間　平日9：00～17：00
　申請し承認されれば専有利用が可能です。
　申請先：教育推進課　06-6605-3503

教育推進課

ツクルマ

学術情報総合センター1階「ツクルマ」は学部・領域横断
の人的・知的交流を生み出す空間として開放しています。
　利用可能時間　 杉本図書館の開館時間（P.34参照）　

に準じます。
　問合せ先：学術情報課　06-6605-3211

学術情報課

③－２　施設・備品の利用（中百舌鳥キャンパス）
事項 概要 担当窓口

物品貸出 各種催し物などのための機材や各種スポーツ用具、行事
用テントなどの貸出を行っています。

学生会館
事務室

くすのき広場
NExST

B1棟とB12棟の間の広場は、ランチや読書など、皆さん
の憩いの空間として原則自由に使用できます。また、イベ
ントなどで専有して使用する場合は、事前にA3棟学生課
で申込みをしてください。

学生課

シエル
（生協第2食堂）

ベーカリーカフェの営業時間外であればシエルが使用で
きます。使用できるのは、責任のある教職員が参加して 
行う活動に限られます。使用申し込みは、A3棟学生課で
空き状況を確認のうえ「シエル使用願」を提出してくだ 
さい。

ひらめき広場

池周辺広場の区域は、ランチや読書など、皆さんの憩いの
空間として原則自由に使用できます。また、イベントなど
で専有して使用する場合は、事前にA3棟学生課で申込み
をしてください。使用の際は、周囲の通行人の危険となら
ないように注意してください。

A2棟跡
芝生広場

原則自由に使用することができますが、イベントなどで
専有して使用する場合は、事前にA3棟学生課で申込みを
してください。使用の際は、周囲の通行人の危険とならな
いように注意してください。バットやゴルフクラブの使
用は禁止とします。

談話室 B13棟1階には談話室を設けています。憩いの空間とし
て原則自由に使用できます。
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④各種届出・願

事項 概要
担　当　窓　口

杉本C 中百舌鳥C 阿倍野C 羽曳野C りんくうC

欠席届

◦ 授業を欠席する場合、原則として欠席
届を授業担当教員に提出してくださ
い。様式については、学生ポータル
（UNIPA）より各自ダウンロードしてく
ださい。

教育推進課
各学部
教務担当・
基幹教育
担当

教育推進課
各学域・学部
教務担当・
基幹教育
担当

学務課 事務所
学生G

事務所
学生・教務
担当

仮受験票 ◦ 試験を受験する際、学生証を持参しな
かった場合一時的に発行します。

治癒証明書
◦ 学校保健安全法施行規則第19条に基づ
く出席停止者については、P.21を参照
してください。

＊1
休学

◦ 病気その他の理由で、引き続き2か月以
上修学ができない場合は、指導教員等
に事前に相談のうえ、担当窓口で申請
し、「休学願」を提出してください。（事
由の確認ができる書類も併せて提出し
てください）

教育推進課
各学部
教務担当

教育推進課
学籍担当

＊１
復学

◦ 休学期間の途中で復学を希望するとき
は、指導教員等に事前に相談のうえ、担
当窓口で申請し「復学願」を提出してく
ださい。

＊1
退学

◦ 病気その他の理由で、退学する場合は、
指導教員等に事前に相談のうえ、担当
窓口で申請し「退学願」を提出してくだ
さい。

＊1
留学

◦ 本学との間に学術交流協定を締結して
いる大学・大学院等への留学を希望す
る者は、指導教員等に事前に相談のう
え、担当窓口で申請し「留学願」を提出
してください。

改姓名等 ◦担当窓口までお問合せください。

＊1
再入学

◦ 退学、除籍の日から2年以内の者で同一
学域・学部・研究科に入学を志願する者は
「再入学願」を提出してください。

教育推進課
各学域・学部
教務担当

＊2
住所の変更

◦ 学生ポータル（UNIPA）から変更入力し
てください。

教育推進課
学籍担当

＊2
家族等指定連
絡人の変更

◦ 学生ポータル（UNIPA）から変更入力し
てください。

＊2
家族等指定連絡
人の住所変更

◦ 学生ポータル（UNIPA）から変更入力し
てください。

落し物・忘れ物
をしたとき、拾
ったとき

◦ 学内で落し物、忘れ物をしたときは、右
記の窓口に届けてください。窓口で「遺
失物届出書」に必要事項を記載してく
ださい。遺失物が判明した場合は持ち
主の方に連絡いたします。

◦ 学内で遺失物等を拾得された場合は、
右記の窓口又は守衛室、最寄りの学域
支援室等へ届けてください。届出の際
は、窓口で「拾得物件預書」に必要事項
の記載をお願いします。

学生課
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事項 概要
担　当　窓　口

杉本C 中百舌鳥C 阿倍野C 羽曳野C りんくうC

盗難、事故、災害
にあったとき

◦ 盗難、事故・災害に遭った場合は届け出
てください。（課外活動の場合は事故届
の様式があります。）

学生課 学務課 事務所
学生G

事務所
学生・教務
担当

夜間、休日等の場合は
各キャンパスの守衛室へ

自転車を利用
するとき

◦ キャンパス内で自転車を利用する場合
は（羽曳野Ｃ除く）、必ず自転車の申請
登録をしてください。申請手続きの詳
細については、担当までご確認くださ
い。

学生課・施設課
（申請手続は生協） 学務課 ―

事務所
学生・教務
担当

＊１　 事後申請が認められませんので、必ず事前に申請してください。授業料等にも影響しますので、注意してく
ださい。

■OMUID（利用者ID）について
　学内の各種情報システムを利用する際にはOMUID（利用者ID）とパスワードが必要となります。OMUIDは学
内の様々な情報システムを利用できる便利なIDである反面、パスワードが漏れた場合のリスクを踏まえ、パスワ
ードを他人に知られないようしっかりと管理してください。
　（学内システムの使用を開始する前に、OMUIDの利用開始手続きが必要です。）

■OMUIDで利用できる主なシステム

（3） 学内のシステム利用について

■学生ポータル（UNIPA）
　（履修登録、成績確認、休講情報、お知らせなど）

■教育学習支援基盤（てぃら・みす）
　（日常的な学びのサポート、ポートフォリオなど）

■学生Navi
　（学生生活に必要となる各種情報の掲載）

■授業支援システム（Moodle）
　（Webを利用した授業、課題提出など）

■無線LAN（OMUNET Wi-Fi ／eduroam）
　（学内でのWi-Fi利用）

■OMUメール
　（大学が貸与するメールアドレス）

■Microsoft365
　（Officeのインストール／Web版Officeの利用）

■情報処理教育システム
　（PC教室の自習利用（P.37参照））

上記の他にも、学内で利用する様々なシステムにおいて、利用時にOMUIDが必要となります。

※ 利用開始手続きの方法、学内で利用できる各種情報システムに関する情報などは、下記のWebサイトをご確認
ください。

【情報環境利用ガイド（Webサイト）】
　URL：https://www.omu.ac.jp/cii/info-guide/

　　　　　　　　　

■就職支援ナビ（P.56参照）
　（求人検索、学内イベントの案内・予約など）
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■学生ポータル（UNIPA）

　UNIPAは、履修登録、成績確認、個人時間割、休講情報、各種連絡事項の通知等、学内の
情報を総合的に取り扱っています。このサイトは大学と皆さんを結ぶ情報手段です。必ず
一日一回は、チェックしてください。

注）システム利用可能時間　6：00～25：00

■教育学習支援基盤（てぃら・みす）

　教育学習支援基盤「てぃら・みす」は、大学での皆さんの日常的な学びをサポートするために作られたサイト
です。次のような場合に、活用してください。
◦履修中の科目について、シラバス閲覧と授業支援システム（Moodle）でのオンライン学習
◦半期ごとのポートフォリオ（学修記録）への記入（学習目標、ふり返り）
◦ポートフォリオ上での各種学修履歴データ（GPA、成績分布、学修自己評価等）の閲覧
◦学修成果物ショーケースへの成果物（課題レポート等）の登録
◦Englishポートフォリオを活用した自律的英語学習　等
　「てぃら・みす」へは、学生ポータル（UNIPA）からアクセスしてください。

注）てぃら・みす：ティーチングとラーニングを「みす」（「見せる」の古語）に由来

■授業支援システム（Moodle）

　一部授業は、授業支援システム（Moodle）によりオンラインで行うことがあります。また対面の授業でも、
Moodleで資料配付や課題提出、連絡等を行うことがあります。
　授業支援システム（Moodle）の利用は、学生ポータル（UNIPA）、または、教育学習支援基盤（てぃら・みす）
からアクセスしてください。

■各種システムへのアクセス方法
　①大阪公立大学Webサイト（https://www.omu.ac.jp）メニューから「学内システム」をクリック。
　　　　↓
　②開いたページから「学生」をクリック
　　※ システム障害等が発生した際には、このページに障害情報を掲載しますので、このページをブックマークし

ておくようにしてください。
　　※ OMUIDとパスワードの入力を求める画面が出たら、OMUIDとパスワードを入力してください。
　　　　↓
　③学生ポータル（UNIPA）にアクセス
　　※ 学生の皆さんにお知らせしたい各種情報はUNIPAに掲示されますので、必ず毎日UNIPAに掲出されてい

るお知らせを確認してください。
　　　　↓
　④学生ポータル（UNIPA）に記載されたリンクから各種システムへアクセス
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■学外からのシステム利用時の２要素認証について
　セキュリティを確保するため、学外からシステムを利用する際には２要素認証が必要となります。通常の
OMUIDとパスワードの他に、スマートフォンなどにインストールしたアプリに表示されるワンタイムパスワー
ドが必要となります。

★ 情報システムの利用に関する各種情報やマニュアルなどは下記のWebサイトから確認することが可能です。情
報システムの利用にあたって必要となる情報が掲載されていますので、必ず内容を確認してください。

【情報環境利用ガイド（Webサイト）】
　URL：https://www.omu.ac.jp/cii/info-guide/

　　　　　　　　　

★情報システムの利用に関して分からないことがあれば・・・

◇学生向けPC利用サポート窓口
　学生スタッフが学内のPC利用方法に関する各種の相談に対応します。
　対応時間：授業期間中の平日昼間（休暇中は開設していません）
　対応場所： 杉本キャンパス（学術情報総合センター（図書館）５階ラーニングコモンズ）   

中百舌鳥キャンパス（B2棟１階ラーニングコモンズ）

◇ヘルプデスク
　専門スタッフが学内の各種システム利用に関する質問等に対応します。
　対応時間：平日の9:00～19:00
　対応場所：情報環境利用ガイド（Webサイト）の問い合わせフォームからお問い合わせください。

　学生生活を送る上で、学生の皆さんに対する連絡事項は、所定の掲示板を利用しますので、見落とさないよう注
意してください。登下校時には、必ず掲示を見る習慣をつけてください。
●掲示内容
　大学行事に関すること
　学生生活に関すること（各種奨学金、授業料減免等）
　学業に関すること（授業関係など）
　各種催し物の紹介
　その他連絡事項

（4）掲示板

！！大学の掲示板を日々チェックする習慣をつけましょう！！
　大学内には、３種類の掲示板があります。学生生活や学校行事など重要なことを発信していま
す。常にチェックし、見落とさないように注意してください。

【電子掲示板】
　学生ポータル（UNIPA）に「お知らせ」を掲載しています。学外からもアクセスできますので、“い
つでもどこでも”こまめに確認してください。
【掲示板】
　キャンパス内の所定位置に掲示板を設置しています。通学時等に確認してください。
【電子情報掲示板】
　図書館や食堂等に大型モニターを設置しています（P.27参照）。随時確認してください。
また、学生の利用も学生なんでも相談窓口で受け付けています。
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◆地震が発生したら
Ａ．学内にいる時
1．屋内の場合
◇揺れ始めたら
① あわてて外に飛び出さず、揺れがおさまるまで机
の下などにもぐり込んで身を守る

② 周りに身を守るものがない場合、棚や照明など転
倒・落下・移動してくるものから遠ざかり、身を低
くしてバッグや衣類で頭部を守る

③ ドアは開けて出口を確保する。また、ガラスが飛び
散る恐れがあるため、窓からは遠ざかる

④廊下、体育館などでは中央部でしゃがむ
⑤ エレベーターに乗っている場合は、全ての階のボ
タンを押し、停止した階ですぐに降りる

◇揺れがおさまったら　
①授業中の場合は教職員の指示に従い避難する
②すぐに飛び出さず、周囲の安全を確認する
③ 火の元はガス栓を締めるなどして火災が発生しな
いようにする

④既に火災が発生している場合は早急に避難する
⑤ 落下物やガラスに注意して避難場所へ避難する
⑥ エレベーターは使用せずに、できるだけグループ
で固まって行動する

　2.屋外の場合
◇揺れ始めたら
① 建物や高い塀、送電線などから遠ざかり、身を低く
して頭部を守る

② 車に乗っている場合は鍵をさしたままにして、ド
アをロックしないで窓を閉めて降りる

◇揺れがおさまったら
① 安全が確認できるまで動か
ない

② その後、周辺の建物や壁、地
面の亀裂に近づかないよう
に避難する

※ 学内で地震が発生し、建物倒壊の危険があると判
断される場合はグラウンドなどの広い場所に避難
する

Ｂ．学外にいる時
　①周囲の状況を確認し、安全な場所に避難する
②避難中は警察や消防の指示に従う
③ その他、下記の防災マニュアル等に従い避難する
こと

（5）防災マニュアル
参考：消防庁　防災マニュアル
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_
manual/index.html

※ 各自のキャンパスや居住地市町村の防災情報を日
ごろから確認しておく

◆火災が発生したら
①逃げながら大声で周囲に知らせる
②近くの非常ベルを押す
③ 避難する時は、ハンカチで鼻と口を押さえ、煙を吸
わないように姿勢を低くして避難する

④ エレベーターは使用しない
⑤ 出口に殺到しないよう、整   
然と避難する

⑥ 停電した場合、誘導灯を目   
印に避難する

◆普段から気をつけておくこと　
①近隣の避難場所を把握しておく
② 避難に必要な持ち物リストを参考にして非常袋を
用意しておく

③ 家族との連絡方法および集合場所を事前に確認し
ておく

④ 帰宅ルートおよび所要時間を
確認しておく

⑤ 災害伝言板サービスへの登録
をしておく

◆安否確認システムについて

　大阪府内で震度5強以上の地震が発生した場合等
には、「安否確認システム」で大学貸与のOMUメー
ルに安否確認メールを配信します。安否状態を入力
して返信してください。

〇 「安否確認システム」の安否確認メールの送信先に
は、個人メールアドレス（スマートフォン・PC等）等
緊急時にも使用できるアドレスも追加して登録して
ください。
〇 迷惑メール設定や受信拒否設定などの影響で、安否
確認システムからのメールが届かないケースがあり
ます。必ず受信できることを確認しておきましょう。
※ アドレス追加登録方法等安否確認システムのマニュ
アルは、学生ポータル（UNIPA）＞学生Navi＞健康・
安全に掲載しています。
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◆大阪公立大学生である証！ 肌身離さず、大切に
　学生証は、本学の学生であることを証明するだけで
なく、図書館の利用者カードにもなっています。
　また、出席や入退館、大学での各種手続き時など、学
生生活を送る上で、しばしば提示を求められますので、
常に携帯し大切に扱うように心がけてください。

★学生証を受け取ったら…
　 　氏名・生年月日などの記載事項を確認。万一、間違
っている場合は、直ちに担当窓口へ。

★再交付について
　学生証を紛失、破損した場合には速やかに担当窓口
に申し出て、再交付の手続をとってください。

紛失・破損等による再交付…1,000円

（6）学生証について

学籍番号

A
学生
区分

◎◎
入学
年度

A A
学部・学科・
学域・学類・
研究科・専攻

◎◎◎
（↑３桁の数字）

※窓口などで氏名と一緒に記入すること
　が多くあります。自分の学籍番号は、
　必ず記憶しておきましょう。

◆各種証明書は自動発行機で!!
　証明書の自動発行の際には、必ず学生証と学内シス
テムを使用する際のパスワード（OMU認証パスワー
ド）が必要です。

①各種証明書
　下記の各種証明書の発行が可能です。
　◦在学証明書（英文も可）
　◦成績証明書（英文も可）
　◦卒業見込証明書（英文も可）
　◦修了見込証明書（英文も可）

（7）各種証明書の発行

②設置場所・利用時間等  2023.4.1. 現在
設置場所 利用時間 問合せ先

杉本キャンパス 学術情報総合センター1階 平日  8:45～21:30

教育推進課証明書担当
TEL 06-6605-2960

学生サポートセンター1階 平日  9:00～17:00
阿倍野キャンパス 医学部学舎1階 平日  9:00～17:00

梅田サテライト 大阪駅前第2ビル6階
エントランスホール

平日14:00～21:20
土曜  9:15～17:20

中百舌鳥キャンパス A3棟1階ロビー 平日  9:00～17:00 教育推進課証明書担当
TEL 072-254-9770

羽曳野キャンパス L棟（管理講堂棟）内1階
学生グループカウンター前 平日  9:00～17:00 学生グループ証明書発行窓口

TEL 072-950-2942

りんくうキャンパス 1階学生ロビー 平日  9:00～17:00 学生・教務担当
TEL 072-463-5923

※全在学生が全てのキャンパスで発行できます。
※ 施設の都合やメンテナンス等により利用できない場合もありますのでご了承ください。   
なお、杉本キャンパス学術情報総合センター設置の発行機は、休館日には使用できません。

※状況によって利用時間が変更になる場合があります。詳細は大阪公立大学Webサイトをご確認ください。

　◦学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）
　◦健康診断証明書（当該年度実施分のみ）
　　※在学生は手数料が無料です。
　　※ 卒業後は1通500円になります。ただし、内部 

進学者は、証明書自動発行機にて既卒分の証明
書（成績証明書・卒業証明書）を無料で取得でき
ます。

　　※ 健康診断を受診したにも関わらず健康診断証明
書が画面上で選択できない場合がありますが、
この場合は健康管理センターに問い合わせてく
ださい。
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◆乗車区間を変えるとき、必ず大学に届け出よう
　通学定期券を購入する場合は、「通学証明書」が必要
となります。
　「通学証明書」に必要事項を記入し、各担当窓口に届
け出てください。なお、通学区間を変更する場合も各担
当窓口に申し出て、手続きを行ってください。
　通学区間は、自宅から大学の最寄駅までの合理的な
経路で教育・研究等の正課活動での目的に限られます。
（クラブ・サークル・アルバイト等のための利用は認め
られません）
※担当窓口は各種連絡先一覧を参照してください。

☆通学定期を買う!!

定期券を購入するとき
各鉄道会社の定期券販
売窓口で学生証と共に
提示。

通学定期券３カ月

20XX.6.30

現住所

コウダイ　ハナコ　18歳　女

大学

 

（8）通学証明書・通学定期券について （9）学割について
☆遠距離の帰省・就職活動などで学割を利用したい!!
　JR各社の片道100kmを超える区間に乗車（乗船）す
る場合は、学割証（有効期限3か月）により運賃が2割引
きとなりますので、帰省・就職活動などで遠距離の移動
をするときは、証明書自動発行機で取得してください。
（学生証及びパスワードが必要です）
　クラブ・サークルなどの団体旅行で、学割を利用する
場合は各担当窓口へ申し出てください。
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2. 授業時間・欠席・警報時等取扱い
（1）授業時間

時　限 時　間
1時限   9：00～10：30
2時限 10：45～12：15
3時限 13：15～14：45
4時限 15：00～16：30
5時限 16：45～18：15

集中講義は、夏季・冬季休業時などに、集
中して開講します。

　授業を欠席する場合、欠席理由（病気、各種実習、介護
等体験、クラブ活動、忌引等）の如何を問わず原則として
「欠席届」を授業担当教員に提出してください。授業科
目の成績評価等の配慮については、授業担当教員の裁
量によります。「欠席届」は、学生ポータル（UNIPA）＞
学生Navi＞「授業・履修」からダウンロードできます。
　なお、学校保健安全法施行規則第19条に基づく出席
停止者については、P.21の手順に則り大学へ報告が必
要です。定期試験期間に学校指定感染症に罹患または
その疑いがある場合は、追試験の対象となるため、追試
験願の提出など、所定の手続きをとってください。

（2）授業欠席時の取扱いについて

（3） 気象条件の悪化・交通機関の運行停
止等に伴う授業の取扱いについて

①気象条件の悪化による授業の休講について
　大阪市、堺市、羽曳野市、泉佐野市のいずれかまたは
これらの市を含む地域に暴風警報、または特別警報が
発令されているときは原則として全ての授業を休講と
します（定期試験を含みます）。ただし、別表のとおり 
警報解除の時刻により、全部または一部の授業を行い
ます。
　授業中または試験中に、暴風警報または特別警報が
発令された場合は、原則として、実施中の授業・試験に
ついてはそのまま行い、その次の時限から授業は休講
とします。
　また、学外実習などは、前記事項を踏まえ担当教員の
指示により授業を行わないことがあります。（実習施設
の所在地を含む地域に暴風警報または特別警報が発令
されたときは実習を行いません）
　なお、気象条件の悪化による授業の休講は、対面授業
においてのみ適用されるものであり、遠隔授業におい
てはこの限りではありません。

（注意事項）
　上記にかかわらず、暴風警報、特別警報が発令された
ときや居住地域に避難勧告が発令されたときは、自ら
の身の安全を最優先に行動してください。

②交通機関の運休による授業の休講について
　次の交通機関のいずれかが運休（事故等による一時
的な運行停止を除きます）を行った場合の授業は原則
として休講とします（定期試験を含みます）。ただし、別
表のとおり運行再開の時刻により、全部または一部の
授業を行います。
　なお、交通機関の運休による授業の休講は、対面授業
においてのみ適用されるものであり、遠隔授業におい
てはこの限りではありません。

■杉本キャンパス
　◦JR阪和線全線
　◦ JR大阪環状線全線およびOsaka Metro御堂筋線

全線が同時
■中百舌鳥キャンパス
　◦南海高野線全線
　◦JR阪和線全線および南海本線全線が同時
　◦ JR大阪環状線全線およびOsaka Metro御堂筋線

全線が同時
■阿倍野キャンパス
　◦JR阪和線全線と南海本線全線が同時
　◦JR大阪環状線全線とOsaka Metro全線が同時
　◦JR大和路線全線と近鉄南大阪線全線が同時
　◦JR学研都市線全線と京阪本線全線が同時
　◦ JR神戸線・京都線全線と阪神本線・阪急神戸線・京

都本線全線が同時
■羽曳野キャンパス
　◦近鉄南大阪線全線
　◦ 近鉄バスの藤井寺駅前～府立医療センター間と古

市駅前～大阪府立大学羽曳野キャンパス・府立医
療センター間の両方が同時

　◦JR大阪環状線全線とOsaka Metro全線が同時
■りんくうキャンパス
　◦JR阪和線全線と南海本線全線が同時
　◦JR大阪環状線全線とOsaka Metro全線が同時
■梅田サテライト
　◦ 代替交通機関があることから、交通機関の運休に

よる休講の措置については行いません。
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③ 遠隔授業（同時双方向型に限る）において授業支援シ
ステム（Moodle）が停止した場合の休講について

　授業支援システムが停止した場合は同時双方向型の
授業に限り、原則として休講とします（授業担当教員か
ら履修者へ個別の連絡がある場合は除きます）。ただ
し、別表のとおり授業支援システムの復旧の時刻によ
り、全部または一部の授業を行います。また、遠隔授業
（オンデマンド型）については休講の措置を行いません。

（別表）
■ 杉本、中百舌鳥、阿倍野（医学部医学科・医学研究科を
除く）、羽曳野、りんくうキャンパス
運行再開・警報解除

授業支援システムの復旧の時刻
休講となる
授業

実施する
授業

午前7時以前 － 全授業

午前11時以前 午前開始の
授業

午後開始の
授業

午前11時を過ぎても
解除されない場合 全授業 －

■阿倍野キャンパス（医学部医学科・医学研究科）
運行再開・警報解除

授業支援システムの復旧の時刻
休講となる
授業

実施する
授業

午前7時以前 － 全授業

午前10時以前 午前開始の
授業

午後開始の
授業

午前10時を過ぎても
解除されない場合 全授業 －

※ 医学研究科の授業については、学務課にお問い合わ
せください。

■梅田サテライト（月～金）

警報解除
授業支援システムの復旧の時刻

休講となる
授業

実施する
授業

午後3時以前 － 全授業
午後3時を過ぎても
解除されない場合 全授業 －

■梅田サテライト（土）
警報解除

授業支援システムの復旧の時刻
休講となる
授業

実施する
授業

午前7時以前 － 全授業

午前10時以前 午前開始の
授業

午後開始の
授業

午前10時を過ぎても
解除されない場合 全授業 －

④その他注意事項
　対面授業をオンライン中継する授業の取り扱いにつ
いては、対面授業を行っているキャンパスの授業が休
講される場合にも同様に休講とします。
　上記に挙げる理由以外にも、自然災害が発生した際
は休講にする場合があります。
　なお、午前9時以降における授業の実施については、
上記の取扱いを原則としつつ、状況に応じて例外の判
断をする場合があります。その際には、学生ポータル
（UNIPA）により周知します。
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Ⅱ
学生生活のサポート

1. 授業料等の納付
（1）学域生・学部生・大学院生
（2）研究生・科目等履修生
2. 経済支援制度について
3. 健康管理
（1）健康管理センター
（2） 「学校において予防すべき感染症」における

出席停止と手続きについて
（3）AEDを使用した救命処置の流れ
（4） 学内で傷害事故が発生した場合   

－療養費の一部補助に関する制度－
4. 保険制度
（1） 学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）

／学研災付帯賠償責任保険（略称「付帯賠
責」）／法科大学院生教育研究賠償責任保険
（略称「法科賠」）＜看護学部・看護学研究科
以外の学生向け＞

（2） 総合補償制度「Will」   
＜看護学部・看護学研究科の学生向け＞

5. 学生なんでも相談窓口
（1） カウンセリングルーム
（2）公益通報受付・相談窓口について
（3）ハラスメントのない大学をめざして

6. 障がい等のある学生への支援
（1） アクセシビリティセンター   
（相談・支援の窓口）

（2）アクセシビリティセンターの役割
（3）身近な場面での手助け
（4）相談から支援の流れ
7. 海外留学の支援
8. 勉学のために
（1）図書館 
（2）情報処理教育システムの利用
（3）貸出PC利用について
（4） OMUラーニングセンター   
（教育学修支援室　学修支援部門）

（5）学修相談・自学自習用教材
9. 学生の活動を支援
（1）大阪公立大学校友会
（2）大阪公立大学教育後援会
10. 福利厚生施設
（1）生活協同組合（生協）CO-OP
（2）その他の施設
（3）白馬セミナーハウス
（4）学内保育園の利用について
（5）キャンパスメンバーズ制度について
11. アルバイトの紹介
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1. 授業料等の納付
（1）学域生・学部生・大学院生

学期 授業料 引落日
前期 267，900円   5月27日
後期 267，900円 10月27日

学期 授業料 引落日
前期 402，000円   5月27日
後期 402，000円 10月27日

　学域生、学部生及び大学院生の授業料等は、年額の
1/2を半期毎に、ご登録いただく口座からの引落によ
り納付していただきます。
（前期：４月１日～９月23日、後期：９月24日～３月31日）
■各期の授業料及び引落日

＊ 修学支援新制度等の授業料減免申請者や長期履修学
生は、当該年度の授業料金額及び引落日が上記と異
なることがあります。

＊ 獣医学部の学生は、実験機器充実負担金及び実習充
実負担金を授業料と共に、前期と後期に分けて納付
していただきます。

■各期の負担金額及び引落日
区分 学期 実験機器充実負担金 実習充実負担金 引落日

獣医学部
前期 42，500円 50，000円   5月27日
後期 42，500円 50，000円 10月27日

区分 金額
納付期限

前期 後期

研究生　※１
公大生

29，700円（月額）
  4月25日 10月25日

市大生   4月15日 10月15日
府大生   5月28日 10月28日

科目等履修生　※２
市大生

14，800円（単位）
  4月15日 10月15日

府大生   5月28日 10月28日
※１…入学月が、4月、10月ではない場合は、入学月の25日が納付期限です。
※２…2023年度科目等履修生は、登録手続きをした大学で、納付期限が異なりますので注意してください。

（2）研究生・科目等履修生
　振込依頼書により金融機関での振込となります。授業料は、半期毎（前期・後期）に納付していただきます。各区分
の授業料・納付期限は下記のとおりです。
　納付期限が金融機関の休日等にあたる場合は、前営業日までにお振込ください。
　なお、納付期限までに納付しない場合は、督促状が届くことがあります。また納付期限を経過し、督促後も未納の
場合は除籍の対象となります。

＊在学中に授業料等の改定が行われる場合は、改定後の授業料等が適用されます。
＊ 引落日が金融機関の休日等にあたる場合は、その翌営業日を引落日とします。
＊ 残高不足等の理由で引落日に引落できなかった場合は、督促状が届くことがあります。また、納付期限を経過し、
督促後も未納の場合は除籍の対象となります。

＊ 大阪公立大学授業料等に関する規程第９条により、休学者は授業料等を納付する必要はありません。ただし、休
学した日の前日及び復学した日の属する学期の授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金は納付が必要
になります。

【 学域・学部・大学院（大学院法学研究科 法曹養成専攻除く）】

【大学院法学研究科 法曹養成専攻】

■各区分の授業料及び納付期限
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2. 経済支援制度について
経済支援制度（奨学金・授業料等減免）一覧

学域・学部生

大学院生
博士前期課程
修士課程

法曹養成専攻
博士後期課程
博士課程

授業料等減免
いずれか1制度に 
限り申請可。但し、 
学域・学部生は申請
要件に該当する場
合※1と※2の2制
度に申請可。

【国の支援】
国の高等教育の修学支援新制度※1 
（授業料等減免＋給付奨学金）

【大阪府の支援】
大阪公立大学等授業料等支援制度※2

【大学独自の制度】
大阪公立大学独自の授業料減免制度

奨励金

【大学独自の制度】
研究奨励金制度

【大学独自の制度】
特別研究奨励金制度

大学独自奨学金 
（給付）

グローバルリーダー育成奨学金　河村孝夫記念奨学金
有恒会奨学金　野瀬健三奨学金　菅富士夫奨学金
楊大鵬奨学金　大学院浦上奨学金　山本正治郎奨学金

貸与奨学金 日本学生支援機構奨学金（JASSO）

民間団体等奨学金（貸与・給付）

　大阪公立大学には、授業料減免制度や奨学金などの学生が利用できる経済支援制度があります。各種制度に関す
る詳細や申請方法については、本学のWebサイトに掲載しています。
　大阪公立大学 Webサイト：教育・学生生活＞授業料等・入学料・経済支援＞経済支援ページに掲載

  お問い合わせ先：大阪公立大学 Webサイト経済支援ページに掲載の窓口まで
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3. 健康管理
（1）健康管理センター
　学校保健安全法に基づいて、健康診断・健康相談・応
急処置を行うため、各キャンパスに健康管理センター
を設置しています。
　「ころんでけがをした」「急に気分が悪くなった」「近
頃、体の調子がおかしい」「病院に行きたいが、何科を受
診したらよいかわからない」など、健康上のことなら何
でも相談してください。

＜健康診断＞
①定期健康診断
　毎年４月に実施します。詳細は、学生ポータル（UNIPA）
にて案内しますので確認してください。
　健康の維持・促進こそ充実した学生生活を送るため
の第一条件となります。また、感染防止の観点からも重
要になります。必ず受診してください。
　なお、結果は5月中旬ごろから学生ポータル（UNIPA）
で閲覧可能となります。詳細は学生ポータル（UNIPA）
でお知らせします。
②特殊健康診断
　研究などにより放射線使用施設に立ち入る学生、有
機溶剤・特定化学物質を取り扱う学生、遺伝子組み換え
実験を行う学生、病原体などを取り扱う学生に対して
特殊健康診断を実施します。対象者には学部を通じて
連絡しますので、必ず受診するようにしてください。

＜健康相談＞
　学校医による健康相談を実施しています。日程につ
いては、学生ポータル（UNIPA）で確認してください。

＜応急処置＞
　通学中や大学構内で起きた負傷や、急病に対して、応
急処置を行います。必要に応じて、外部医療機関を案内
します。
　なお、健康管理センターでは、頭痛などの鎮痛剤や風
邪薬等の一般用薬品は置いていません。常備薬の必要
な方は自分で準備するようにしてください。

＜健康診断証明書の発行＞
　定期健康診断を受診した結果、異常のなかった学生
には、「健康診断証明書」の自動発行が可能になります。
就職活動、奨学金の申込み、留学の申請手続きには「健
康診断証明書」が必要になりますので、証明書自動発行
機から取得してください。在学生の皆さんは料金無料
です。
　発行時期は５月下旬を予定しており、詳細は学生ポ
ータル（UNIPA）でお知らせします。
　ただし、治療中の疾患がある場合や、再検査の途中の
場合は、自動発行機から取得できませんので、健康管理
センターまで相談してください。
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（2）「学校において予防すべき感染症」における出席停止と手続きについて
　「学校において予防すべき感染症（注１）に罹患、または罹患した疑いがある場合、大学内での感染拡大を予防す
るため出席停止とします。

【学校において予防すべき感染症に罹患または疑わしい症状がある場合の手続き】
１．体調不良の症状が出現する

発熱・関節痛・発疹・腹痛・下痢・咳が続くなどの症状が出現

２．医療機関を受診する

①速やかに医療機関を受診
②該当の感染症であることの診断を受ける⇒この時点で出席停止となります
③ 医療機関で必要な治療を受け医師に「『学校において予防すべき感染症』罹患証明」（注2）に記載しても
らう

３．大学へ連絡する（授業支援システム Moodle から提出）

添付書類：「『学校において予防すべき感染症』罹患証明」（注2）

※ 定期試験期間中の場合は、罹患証明書とともに追試験願を提出することができます。   
詳細は、授業支援システム（Moodle）の「各学部・研究科　学校予防感染症罹患時報告」を確認し、所定の手
続きを行ってください。

（注1）  対象となる疾患は、学校保健安全法施行規則第十八条に定めるインフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、流行
性耳下腺炎などの感染症です。

（注2） 診断名と出席停止期間が明記されていれば、医師による診断書で代用することが可能です。
（注3）  出席停止期間における授業・試験などの取り扱いについては、各所属や研究科により異なりますのでご注

意ください。 

４． お問い合わせ先
　◦授業に関すること
　　各学部・研究科教務担当（P.104、105　各種連絡先一覧参照）
　◦医療・保健に関すること

　　 ※ 新型コロナ感染症に関する授業の欠席などは、Webサイト・学生ポータル（UNIPA）に掲載のフローを
ご確認ください。（ ）

　　【杉本キャンパス】 　　健康管理センター　　　　　06-6605-2108
　　【中百舌鳥キャンパス】 健康管理センター　　　　　072-254-9985
　　【阿倍野キャンパス】 　学務課　　　　　　　　　　06-6645-3611
　　【羽曳野キャンパス】 　事務所学生グループ　　　　072-950-2120
　　【りんくうキャンパス】 事務所学生・教務担当 　　　072-463-5748
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＊ 出席停止となる主な学校感染症
種別 病　　　　名 出席停止期間（判断はすべて医師の診断による。）

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、指定感染
症など 治癒するまで

第二種

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザおよび新
型インフルエンザを除く）

発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過す
るまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌
性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん（はしか） 解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふく） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5
日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風しん（三日はしか） 発しんがすべて消失するまで
水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮（かさぶた）化するまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状（発熱、結膜の炎症、咽頭の痛み）が消退し
た後2日を経過するまで

結核 感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染の恐れがないと認められるまで

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸
チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性
結膜炎、その他の感染症（溶連菌感染症、ウイルス
性肝炎、りんご病、手足口病、マイコプラズマ感染
症、感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症）など）

感染の恐れがないと認められるまで
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（3）AEDを使用した救命処置の流れ

学内のAED設置マップについては大学Webサイトを確認してください。

【お問い合わせ先】
健康管理センター　 杉本キャンパス　　　06-6605-2108   

中百舌鳥キャンパス　072-254-9985   
阿倍野キャンパス　　06-6645-3611   
羽曳野キャンパス　　072-950-2120   
りんくうキャンパス　072-463-5748
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（4）学内で傷害事故が発生した場合－療養費の一部補助に関する制度－
※ 授業や課外活動、大学行事中に事故が起き、医療機関で処置を受けた場合、支払った診療費の
一部を負担します。

授業中に起きた事故の場合

　授業中の事故については、治癒するまで医療費を大学が負担します。ただし、上限２万円までとし、大学を通じて
加入している保険支払いの金額を超える部分について負担します。
　担当教員の、事故確認書（第３号様式）の提出が必要になります。

課外活動中、大学行事中に起きた事故の場合

　課外活動中、大学行事中の事故については、医療機関にて処置を受けた場合、支払った初日分の医療費を大学が
負担します。ただし、上限１万円までとし、大学で加入している保険支払いの金額を超える部分について負担しま
す。
　傷害事故認定学生取扱願（第１号様式）に学生課職員または顧問の確認が必要になります。

【学生の対応】
（1） 授業中（実験・実習等を含む）に傷害事故が発生した場合は、担当教員にその旨を報告します。   

課外活動中、大学行事中に傷害事故が発生した場合は、学生課及び顧問にその旨を報告します。
（2） 杉本キャンパス・中百舌鳥キャンパス・阿倍野キャンパスは健康管理センター、羽曳野キャンパス・りんくうキ

ャンパスは事務所学生グループへの連絡をして指示を受けてください。
（3） 下記の書類を受け取った上で指定医療機関の紹介を受け、該当の病院で診察を受けます。医療費を支払い、医

療機関発行の領収書を受け取る。
①傷害事故認定学生取扱願（第１号様式）　　②治癒報告書（第２号様式）

（4） 上記「傷害事故認定学生取扱願（第１号様式）」、「治癒報告書（第２号様式）」、「医療機関発行の領収書」を合わせ
て杉本キャンパス・中百舌鳥キャンパス・阿倍野キャンパスは健康管理センター、羽曳野キャンパス・りんくう
キャンパスは事務所学生グループへ提出します。

※事故確認書（第３号様式）については、大学より教員に提出を依頼します。
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4. 保険制度
　次のような傷害及び賠償責任の制度があります。
　入学時に全員が加入することとしています。

（1） 学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）／学研災付帯賠償責任保険（略称「付帯賠責」）／   
法科大学院生教育研究賠償責任保険（略称「法科賠」）＜看護学部・看護学研究科以外の学生向け＞

　この保険は、（公財）日本国際教育支援協会が契約者となり、東京海上日動を幹事保険会社とする国内複数の損害
保険会社との間で締結される共同保険です。
　学研災は、学生が教育研究活動中急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合の災害を救済する
ための全国的災害補償制度です。付帯賠責は、正課・学校行事およびその往復等で万が一他人の身体に傷害（傷害に
起因する死亡を含む）を負わせ、または他人の財物を損壊（滅失、破損もしくは汚損）させたこと等に起因して、学生
が法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害に対して保険金が支払われる賠償責任保険です。法科賠は法曹
養成専攻生の賠償責任保険です。

■加入期間について
　入学時から所定の卒業年次の最終日までとなり、入学時に所定の卒業年次までの加入手続を行います。9月入
学の方は入学日により加入期間が異なりますので、各キャンパスの担当窓口までお問い合わせください。
■保険料について
　学部・学域、研究科ごとに付帯賠責のコースや特約等の設定が異なります。保険料の詳細は入学時に配付してい
る「入学手続のしおり」を確認してください。
■詳しい補償内容、保険金請求手続について
　入学時に配付している「加入者のしおり」を確認してください。各キャンパスの担当窓口で配付しています。ま
た、（公財）日本国際教育支援協会HPでも確認が可能です。
■（公財）日本国際教育支援協会HP
　※制度の概要について　　http://www.jees.or.jp/gakkensai/index.htm
　※事故通知方法のご案内（学研災・付帯賠責）　　http://www.jees.or.jp/gakkensai/inform.htm

　この保険は、日本看護学校協議会共済会が運営主体となっているもので、カリキュラム上、臨地実習が必要不可
欠な看護学生の、実習中の思わぬ傷害･賠償･感染事故への補償や、大学生活や日常生活での傷害･賠償事故の補償
にも対応できる、保険契約と共済制度で構成された補償制度です。
　看護学部・看護学研究科ではWill2を推奨しており、入学時に全員が加入することとしています。詳しい補償内
容についてはWill資料をご確認ください。
　保険請求の際は、大学から「事故報告書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、速やかに提出してください。

（2）総合補償制度「Will」 ＜看護学部・看護学研究科の学生向け＞
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5. 学生なんでも相談窓口
どこに相談すればよいかわからないときは、まずここへ

困ったときは気軽に相談してください。
　学生生活をより豊かなものにするために、あらゆる疑問や悩み、困りごとなど気軽に相談できる体制を設けてい
ます。解決に向け、支援する関連部署と連携し、お手伝いするための窓口です。まずは問い合わせてみてください。
相談内容は秘密厳守しています。
　相談・問い合わせは、窓口対面やWeb、メール、オンラインを利用できます。

■支援の連携

学生なんでも相談窓口

杉本キャンパス窓口

Webサイト窓口
https://www.omu.ac.jp/nandemosoudan

中百舌鳥キャンパス窓口

26



■問合せ窓口
＜学内窓口＞
学生なんでも相談窓口
　杉本キャンパス　学生サポートセンター1階
　中百舌鳥キャンパス　Ａ3棟1階（学生センター）

＜Webサイト窓口＞
　https://www.omu.ac.jp/nandemosoudan　　

　サイトでは、メール（入力フォーム）での問い合わせなどの受付応対や様々なサービスを提供していますので、ぜ
ひご利用ください。上記QRコードや学生ポータル（UNIPA）＞学生Naviのメニューより選択するか、大学Webサ
イトの「学生なんでも相談窓口」よりアクセスしてください。
　下記の業務を行っていますので、ぜひご利用ください。
①問い合わせ
　学生なんでも相談窓口サイトから「大学に関する問い合わせ」がメールでできます。
②相談
　学生なんでも相談窓口サイトから「相談」がメール（入力フォーム）できます。相談員が対応し、相談内容や個人の
プライバシーに関する秘密は厳守されます。
　中百舌鳥キャンパスB16棟にも「学生なんでも相談窓口（面談室）」があります。
　（開室日時等はお問い合わせください）
③Web提案箱
　学生なんでも相談窓口サイトから「大学に対する意見・提案」をお寄せください。寄せられた意見・提案及び対応
内容は、随時サイト上で公開します。また、学生向けの情報提供も行っています。
④電子情報掲示板
　学生の皆さん向けの情報を発信しています。学部、学域、研究科等が開催する各種セミナーや講演会の情報、受講
申請・奨学金申請等の手続きなど学内の掲示板情報もお知らせします。また、クラブ活動や試合・発表会情報なども
発信しますので、ぜひ情報を提供してください。

《電子情報掲示板　設置場所》

キャンパス 設置場所（全18台）

中百舌鳥

A3棟（学生センター）１階／１台  A13棟（サイエンス棟）１階／１台

B3棟（教育棟）１階／２台  B12棟（学生会館食堂）／２台

B13棟（シュライク）１階／２台  B12棟（学生会館１階）／１台

B17棟（国際交流会館 I-wingなかもず）／１台  B15棟（シエル）／１台

C5棟（学術情報センター）１階／１台  C10棟（先端科学研究センター）１階／１台

羽曳野 Ｂ棟１階／１台　　Ｌ棟（管理講堂棟）１階／１台　　Ｎ棟（図書厚生棟）地下２階／１台

りんくう １階ロビー／１台　　２階カフェテリア／１台
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（1） カウンセリングルーム
　カウンセラー（臨床心理士）が、対面でこころの相談にお応えします。
　カウンセリングルームは学生の皆さんが大学生活をよりよく過ごすためのお手伝いをするところです。相談内
容（プライバシー）は厳重に守られますので、ご安心ください。
　カウンセリングは予約制で、1回45分。相談は無料です。
①問い合わせ・申し込み方法
　◦ 大学Webサイトから、申込フォームに入力し、送信する。
　◦キャンパス内のカウンセリングルームに電話もしくは来室での問い合わせ

（2）公益通報受付・相談窓口について
　公立大学法人大阪における不正行為等の早期発見及
び是正を図るとともに、公益通報者の保護を図ること
をもって、法令遵守の強化及び法人の健全な発展に資
することを目的として、公益通報及び公益通報に関す
る相談への対応窓口を設置しています。

１　公益通報窓口とは
　法人の役員、教職員等の法人の業務に係る犯罪行為
や不正行為について、通報や相談をする窓口です。
　学生からの通報や相談も可能です。

２　公益通報窓口の設置
　法人の内外に次のとおり公益通報窓口を設置してい
ます。
　　内部窓口　監査室
　　外部窓口　宇佐美法律事務所　弁護士　森戸一男

３　その他詳細について
　通報又は相談の方法やその他詳細については以下に
掲載していますので、ご覧ください。
「公立大学法人大阪Webサイト」＞「コンプライアン
ス」＞「公益通報について」

②キャンパスの案内

キャンパス 相談場所 連絡先 相談時間

杉本 メンタルヘルスセンター 06-6605-2111 月～金曜日
10：00～17：00

中百舌鳥 B16棟
メンタルヘルスセンター 072-254-8381 月～金曜日

10：00～17：00

阿倍野 看護学部学舎
1階事務室向かい 06-6605-2111 火曜日

9：00～11：00

羽曳野 N棟（図書厚生棟）
地下1階N208 072-950-2948 金曜日

9：00～16：45

りんくう 1階D-135号室
（臨床センター1階） 072-463-5748 金曜日

10：00～16：45

＊詳しくは大学Webサイトを参照してください。
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　ハラスメント（セクハラ、アカハラ、パワハラなど）を
人権侵害と捉え、防止対策に取り組んでいます。

○ハラスメントって何？
◆セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）とは？
　相手を不快にさせる性的言動・行動をセクシュ
アル・ハラスメントといいます。また、男女の特性・
役割分担の固定化した言動なども含まれます。

◆アカデミック・ハラスメント（アカハラ）とは？
　教育研究の場で、権力や地位を利用して正当な
理由なく相手方に不利益を与えることをアカデミ
ック・ハラスメントといいます。

◆パワー・ハラスメント（パワハラ）とは？
　職場で、職務権限などの力を利用して行う嫌が
らせをパワー・ハラスメントといいます。

○ もしあなたが「ハラスメントでは？」と思われる行為
にあったら・・・
◆ 自分を責めるのはやめましょう！　自分にも落ち
度があったとか、NOと言えなかった自分がいけ
ないと考えがちです。あなたが悪いのではありま
せん。

◆ 勇気を出して相談員にすぐ連絡しましょう！相談
員はあなたの味方です。

◆ すこしでも言葉と態度で自分はそのような行為を
「望んでいない」「受け入れられない」「不快だ」とい
うことを伝えましょう。

◆ 「いつ、何があったか」きちんと記録をつけておき
ましょう。

～例えば次のようなケースが、ハラスメントにな
ります～
◇ケース１◇
　講義中に先生が卑猥な冗談を言ったが、私が
笑わないでいると「冗談が通じない」とからかわ
れた。
　私は不快に感じているため抗議したいが、自
分の成績に響くのではないかと思って我慢して
います。

◇ケース２◇
　かなり重い実験機材を一所懸命運んでいたと
ころ、「男のくせに。さっさと運べよ。」と言われ
かなり頭にきました。

◇ケース３◇
　先生の都合で実験が突然中止され、明日に行
うと一方的に言われました。
　明日は都合がつかないと伝えたところ、以後
は実験メンバーからはずされてしまいました。

◇ケース４◇
　先生に、「君はゼミの発表をしなくてもいい
よ」と言われました。
　他の学生には熱心に指導しています。学生ご
とに指導に著しい差があるのはおかしいと思い
ます。

○ もしあなたが「ハラスメントでは？」と思われる行為
を見たら・・・
◆見過ごさないで助けてあげましょう。
◆できればすぐに注意してあげましょう。
◆相談にのり、精神的に支えてあげましょう。
◆相談窓口に行くよう勧め、同行してあげましょう。
◆ 本人が相談できない時は、代わりに相談員に連絡
しましょう。

○相談方法は
　ハラスメントについての相談員及び連絡先は学生
ポータル（UNIPA）＞学生Navi＞学生向け掲載情報
に掲載しています。
　本学の構成員であれば、だれでも相談できます。所
属等に関係なく、あなたが一番相談しやすい相談員
に相談してください。一人で相談しにくい場合には
親しい友人などに付き添いや代理をしてもらっても
構いません。
◆ 相談員は相談者のプライバシーを守り、相談内容
については、秘密を厳守し、相談に訪れたことによ
って不利益を受けることがないように配慮しなが
ら、問題を適切かつ迅速に解決するよう努めます。
なお、相談者が相談員の対応に納得がいかない場
合は、別の相談員に相談することもできます。

◆相談したいときは、相談員に電話等で連絡を。

～あなた自身は大丈夫？チェックしてみましょう～
　自分がそのつもりではなくても、相手にとって
は不快な場合、あるいは立場の利用としか受け取
れない場合があります。
　拒否できない弱い立場の人を思いやることが大
切です。
　まして、地位や権力を利用した性的な嫌がらせ
は許されるものではありません。

◦CHECK1☑
自分の言動に対する相手の反応が、なんとなく
否定的だったり嫌がられたりしていませんか。
そのような場合には、「この言動は相手に歓迎さ
れていない」と思わなくてはいけません。
相手の気持ちや態度を読み取る力を養いましょう。
◦CHECK2☑
自分の言動によって他の人が大学に来づらくな
る状況を生み出していませんか。
陰口、誹謗中傷など、思い当たることがあったら
すぐにやめましょう。

◦CHECK3☑
「自分の言動はもしかしてハラスメント？」「い
や違うかな？」と迷っていませんか。
その時は、同じ事を誰かが自分の親しい人にし
たとしたら、自分はどう感じるか考えてみまし
ょう。

◦CHECK4☑
自分の行動がハラスメントかどうか、わからな
いことがあれば、相談員に聞いてみましょう。

STOP！HARASSMENT　OSAKA　METROPOLITAN　UNIVERSITY
相談員の氏名と連絡先は、学生ポータル（UNIPA）＞学生Navi＞学生向け掲載情報に掲載しております。

事務局総務部人事課

（3）ハラスメントのない大学をめざして
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6. 障がい等のある学生への支援
（1） アクセシビリティセンター   
（相談・支援の窓口）

　アクセシビリティセンターは、障がい、性的指向や性
自認（SOGI）等を理由として支援を必要とする学生の
ための相談・支援窓口です。アクセシビリティセンター
では、障がいのある学生や、性的指向や性自認（SOGI）
に関連した困難さのある学生にとっての社会的障壁を
可能な限り除去し、学生が持ちうる能力を最大限に発
揮できる環境を整えるため、修学における相談・支援方
法の提案・支援者の派遣などを行い、支援のコーディネ
ートを行っています。

（2）アクセシビリティセンターの役割
　■修学相談

　障がいのある学生やSOGI等を理由に修学上何
らかの困難さのある学生の困難の状況やその理
由、要望をお聞きします。コ―ディネーターと学生
が面談を重ねる中でご本人のニーズを明確にし、
支援について検討します。
　障がいのある学生に対しては、必要に応じて 
合理的配慮の申請の提案を行います。また、提供さ
れた合理的配慮（注１）の状況について学生と定期
的に面談を行うことで、「支援が適切に行われてい
るか」「支援状況に問題はないか」を把握（モニタリ
ング）します。一連の流れはP.32を参照してくだ 
さい。

注１ 大学における合理的配慮とは？：「障害のある
者が、他の者と平等に『教育を受ける権利』を
享有・行使することを確保するために大学等
が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であ
り、「障害のある学生に対しその状況に応じ
て、大学等において教育を受ける場合に個別

に必要とされるもの」であり、「大学等が体制
面、財政面において、均衡を失した又は過度の
負担を課さないもの」である。（文部科学省「障
がいのある学生の修学支援に関する検討会報
告（第一次まとめ、第二次まとめ）」より抜粋）

　■支援者のコーディネート
　授業での人的支援（ノートテイク、代筆、移動支
援等）を必要とする在籍学生に対し、学生サポート
スタッフの派遣を行います。支援を受ける学生や
学生サポートスタッフからのフィードバックをも
とにして、質の高い支援ができるように随時調整
を行います。

　■ 学生サポートスタッフの養成・派遣
　合理的配慮を必要とする学生に対してサポート
活動を行う学生を「学生サポートスタッフ」と呼び
ます。学生サポートスタッフは、ノートテイク、代
筆、移動（教室間）等の支援を行います。活動にご協
力くださる方は、アクセシビリティセンターまで
申し出てください。

　■教員への支援
　教員に対し、障がい等のある学生への配慮の方
法や有効な環境整備などに関する提案・情報提供
をします。また、授業で使用する視聴覚教材の文字
起こしなどの補助的な支援を提供し、授業の運営
をサポートします。要請に応じて、FD研修・講師派
遣も行っております。

　■各種セミナー、研修、シンポジウムの開催
　障がいのある学生への支援や、SOGI等に関わ
る理解・啓発を進めるために、アクセシビリティセ
ンターでは学内セミナーや研修会を開催していま
す。セミナー等の開催については、学生ポータル
（UNIPA）やアクセシビリティセンターWebサイ
トで情報を発信しています。

　■ バリアフリーに向けたキャンパス・施設の環境整
備への提言
　学生が教育・研究、学内での活動に支障がないよ
う、アクセシビリティセンターを利用する学生か
らの要望をうけて、キャンパス内における物理面・
ソフト面での社会的障壁（バリア）を除去できるよ
う提案を行います。（例：押し引き戸からスライド
ドアへの改修、講義棟前の段差に視認性を高める
蛍光テープ貼付を行う、バリアフリートイレの設
置など多様な学生が利用可能な設備の充実など）

　＜養成研修＞
• ノートテイク等の支援活動についての技法や知識
を学ぶことができる研修を受講していただきます。
• 修了後、希望者は学生サポートスタッフとして登
録を行い、支援活動に従事できるようになります。

　＜サポート活動＞
• 授業の空き時間を利用して活動していただきます。
• 学生サポートスタッフに対し、大学から所定の謝
金が支払われます。

【問い合わせ先】
Webサイト　URL：
https://www.omu.ac.jp/accessibilitycenter/

杉本キャンパス
◦場所  学生サポートセンター１階
◦電話番号  06-6605-3650（直）　内線3650
中百舌鳥キャンパス
◦場所  A3棟1階
◦電話番号  072-254-9867（直）　内線5123
※ 阿倍野キャンパスについては杉本キャンパスへお問
い合わせください。

　 羽曳野キャンパス、りんくうキャンパスについては、
中百舌鳥キャンパスへお問い合わせください。
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　キャンパス内で不便に感じる点がありましたら
お知らせください。

（3）身近な場面での手助け
　＜基本的なこと＞　
　その人が何をしてほしいのかを聞いて、それから
行動することが大切です。状況に応じて、例えば耳が
不自由な人に対して“顔を向けゆっくりはっきり話
す”“筆談をする（携帯電話の文字入力画面を使う）”
といったように、コミュニケーションをとるにあたり
心配りをすることが望ましい場面もあるでしょう。
　また、もし何か困っている様子の人を見かけたら、
まずは「何かお手伝いできることはありますか？」と
声をかけることが大切です。時には「大丈夫です。」と
断られるかも知れませんが、手助けをする気持ちが
あると示すことが支え合いの第一歩になります。

　【日頃からの心がけ】
　例えば、歩道に敷かれている点字ブロックの上に
物を置いたり自転車を停めたりすると、点字ブロッ
クを頼りにして移動する人が困ります。自転車の駐
輪については、所定の自転車置場以外の場所やスロ
ープへの導線となるスペースに停めてしまうと、目
の不自由な人や車いすを使用している人たちにとっ
て大きな障害物となります。このような事態を引き
起こさないようにするためには、日頃からの個々人
の心がけ、互いの声のかけ合いが大切です。
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（4）相談から支援の流れ
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7. 海外留学の支援
　本学では、海外留学を推進するために、語学研修や交換留学制度、海外留学のサポートなどを積極的に行ってい
ます。海外留学の相談は国際交流課（杉本キャンパス：学生サポートセンター2階、中百舌鳥キャンパス：B17棟）ま
で、お気軽にお問合せください。

■留学の種類
　大阪公立大学の海外留学制度は、「交換留学」、「認定
留学」、「語学研修・短期留学プログラム」の3種類があ
ります。最新の情報は学生ポータル（UNIPA）をご確認
ください。

◦交換留学制度
　 　交換留学とは、本学の学術交流協定締結校に1学
期間または1年間留学するプログラムです。本学に
在学したまま海外留学でき、留学先で取得した成績
は、審査を経て本学の単位として認定される場合が
あります。留学中は本学に授業料を納入し、留学先大
学の授業料は免除されます。

◦認定留学制度
　 　交換留学以外の形態で海外留学をする場合、一定
の条件を満たすことにより、在学しながら留学する
ことが認められる制度です。留学先で取得した成績
は、審査を経て本学の単位として認定される場合が
あります。留学中は本学及び留学先大学への学費の
納入が必要です。

◦語学研修・短期留学プログラム
　 　夏休みや春休みを利用した「語学研修・短期留学プ
ログラム」を実施しています。本学の単位として認定
されるプログラムもあります。

■海外留学にかかる助成制度
　海外留学のための奨学金等の募集案内は学生ポータ
ル（UNIPA）に随時掲載します。学内の海外留学奨励制
度については以下のとおりです。

◦中長期海外留学奨励制度
　  　1ヶ月以上1年以内の期間で交換留学、認定留学、
研究目的での留学をする学生のための奨学金です。
助成金額（給付）は渡航先及び留学期間により5～42
万円。

◦短期海外留学プログラム奨励制度
　 　本学が提供する語学留学、海外短期プログラムに
参加する学生のための奨励金です。助成金額（給付）
は渡航先により2～6万円、オンラインプログラムの
場合はプログラム費用の20％。

■学生ポータル（UNIPA）への情報掲載
　学生ポータル（UNIPA）に掲載する情報は主に「海外
留学に関する情報」、「国際交流イベント情報」の2種類
です。こまめにチェックしてください。

◦海外留学に関する情報
　 　国際交流課で実施する留学説明会の案内をはじめ
として、留学制度、留学プログラム、語学試験関係、留
学のための奨学金などの情報を掲載しています。ま
た、学外団体からの情報も掲載します。

◦国際交流イベント情報
　 　留学生との研修や文化紹介イベントに参加した
り、大阪にいながら世界に触れる機会があります。大
小さまざまな交流行事が行われ、留学情報が集まる
Global Villageや、留学生と日本人学生が共同生活
する国際交流会館I-wingなかもずでは、異文化交流
のチャンスが満載！
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8. 勉学のために
（1）図書館 
　それぞれのキャンパスに図書館があり、所蔵資料の閲覧・
貸出などのほか、電子ジャーナル等を含む資料の利用や、各
種サービスについての相談を受け付けています。本学の学
生は、下記のすべての図書館を利用できます。
　なお、図書館利用の詳細はLIBRARY GUIDEまたは図書
館Webサイトをご覧ください。

　https://www.omu.ac.jp/library/　　

名称 開館時間 休館日 場所

杉本図書館
☎06-6605-3240

月～金
授業のある日   8:30～22:00 ※1

授業のない期間の
日曜日、
授業のない祝日、
年末年始

杉本キャンパス
学術情報総合センター

授業のない日   9:00～22:00

土 10:00～19:00

日 授業のある期間 10:00～17:00

中百舌鳥図書館
☎072-254-9152
※2

月～金
授業のある日   8:30～21:00 授業のない期間の

土・日曜日、
授業のない祝日、
年末年始

中百舌鳥キャンパス
C5棟授業のない日   9:00～19:00

土・日 授業のある期間 10:00～17:00

阿倍野医学図書館
☎06-6645-3491

月～金   9:00～21:00 日曜日、祝日、
年末年始

阿倍野キャンパス
あべのメディックス
8-9階土 10:00～19:00

羽曳野図書センター
☎072-950-2956

月～金
授業のある日   8:30～21:00

日曜日、
授業のない祝日、
年末年始

羽曳野キャンパス
N棟1-2階授業のない日   9:00～19:00

土 10:30～19:00

りんくう図書室
☎072-463-5763 月～土※3   7:00～24:00

日曜日、
授業のない祝日、
年末年始

りんくうキャンパス
B214室

■大阪公立大学図書館一覧

◎施設により利用できるサービスが異なります。詳細は各施設にお問合せください。
※１　8：30～9：00のカウンターサービスは貸出・返却受付のみ
※２　分室ごとに開室時間が異なります。
※３　職員対応可能時間：月～金の9：00～17:30

■図書館利用者カード
　学生証（ICカード）は、図書館利用者カードを兼ねています。入館及び図書の貸出など各種サービス利用に必要
ですので、必ず携帯してください。
　科目等履修生、研究生、研修生の方は図書館カウンターで利用者カードを発行します。手続きの詳細はカウン 
ターでおたずねください。
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自宅からでも利用可能なサービス

貸出冊数
貸出期間

開架 書庫

杉本図書館
学生（1-3年生） 10冊 2週間
学生（4年生以上）、大学院生 20冊 2週間 2か月

中百舌鳥図書館
学生（1-3年生） 10冊 2週間
学生（4年生以上）、大学院生 20冊 4週間

阿倍野医学図書館 学生、大学院生 10冊 2週間 2か月

羽曳野図書センター
学生（1-3年生） 10冊 2週間
学生（4年生以上） 10冊 4週間
大学院生 20冊 4週間

りんくう図書室 5冊 2週間

■図書の貸出

◎長期休業中は、貸出期間の延長等を行っています。
◎貸出中図書の予約、他キャンパスの図書の取り寄せなどができます。

■蔵書検索システムOPAC（オパック）
OPACとは、オンライン蔵書目録のことです。学内全

キャンパスの蔵書を検索することができます。Web
で公開していますので、どなたでも、どこからでも利用
できます。図書館WebサイトからOPACにアクセスし
てください。また、図書館内には専用端末を設置してい
ます。

■電子ブック・電子ジャーナル・データベース
図書館では紙の図書・雑誌だけでなく、電子ブックを
はじめ、雑誌論文が読める電子ジャーナルや学術情報
を探すためのデータベースなど、多数の電子リソース
を提供しています。キャンパスネットワークに接続し
てご利用ください。利用できる電子リソースは、図書館
Webサイトで確認できます。

■ Webサービス（各種手続き）
図書の予約や貸出期限の延長、文献取り寄せの申込

などの各種手続きと、利用中サービスの状況照会を
Web上で簡単に行えます。

■レファレンスサービス
資料の探し方、学外資料の利用方法など、図書館を利

用する上でわからないことがある時や困った時は、各
図書館のカウンターで質問してください。図書館Web
サイト上のフォームから相談することもできます。
たとえば、
◦蔵書検索の方法がわからない
◦インターネットやデータベースで情報検索したい
◦特定のテーマについての情報を調べたい
◦ 本学以外の図書館や情報機関の利用方法を知り
たい

■講習会
データベースの利用講習会などを実施しています。

開催日時、内容は図書館Webサイト、ポスター等でお
知らせしますので、自由にご参加ください。Webで自
学自習できるコンテンツも用意しています。
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開室時間 休室日

杉本キャンパス
学術情報総合センター5階  ※１

月～金   9:00～21:45
授業のない期間の日曜日、
授業のない祝日、年末年始土 10:00～18:45

日 授業のある期間 10:00～16:45

中百舌鳥キャンパス
C5棟1階  ※１

月～金
授業のある日   8:30～21:00

授業のない期間の土・日曜日
授業のない祝日、年末年始授業のない日   9:00～19:00

土・日 授業のある期間 10:00～17:00
中百舌鳥キャンパス
B2棟1階  ※１ 月～金

授業のある日   8:30～21:00 土・日曜日、授業のない祝日、
年末年始授業のない日   9:00～17:00

阿倍野キャンパス
あべのメディックス8階  ※１

月～金   9:00～21:00
日曜日、祝日、年末年始

土 10:00～19:00

羽曳野キャンパス
N棟地下１階  ※２

月～金
授業のある日   8:30～21:00

日曜日、授業のない祝日、
年末年始授業のない日   9:00～19:00

土 10:30～19:00

りんくうキャンパス
2階

学生会室
月～土   9:00～21:00 年末年始

（カフェテリア営業時間は食
堂として利用）

日・祝   9:00～17:00
カフェテリア 月～日   7:00～24:00

施設
■ラーニングコモンズ
　ラーニングコモンズは、学生の自主的な学習＝アク
ティブ・ラーニングを支援するためのスペースで、各キ
ャンパスに設置されています。室内は無線LANを完備
しており、備え付けのホワイトボードやプロジェクタ
も利用できます。なお、入退室時には図書館利用者カー
ド（ICカード）が必要です。

※１　入退室時に図書館利用者カード（ICカード）が必要
※２　プロジェクタ設置なし
◎ 羽曳野キャンパス、りんくうキャンパスのラーニングコモンズ利用詳細については、各キャンパス事務所へおた
ずねください。

■学生選書
　学生の皆さんが図書館に置く本を選ぶ「学生選書」を
実施しています。学生選書委員は年１回募集していま
す。詳細な情報は、図書館Webサイト、ポスター等でお
知らせします。
※ 大学教育後援会のご協力により実施しているイベン
トです。

その他のサービス・イベント
■相互利用サービス
　利用したい資料が学内にない場合は、他の図書館の
資料を利用することができます。
　手続きの詳細は、各図書館カウンターでおたずねく
ださい。
◦ 学外文献複写（有料）：論文のコピーを郵送で取り寄
せる

◦ 学外図書借受（有料）：図書を郵送で借り受ける
◦ 訪問利用（事前申込制）：他大学などの図書館へ行っ
て資料を利用する

◦ 関西大学図書館の利用：大学間の包括連携協定に基
づき、正規学生（院生含む）は利用登録が可能
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■注意事項
○長期休暇期間等授業のない期間など、利用時間が変更になることがあります。
○台風などで警報等が発令された等の緊急事態発生時には、急遽、利用を停止する場合があります。
　その際は教職員の指示に従い、速やかにシャットダウンしてください。
○詳細は、情報基盤センターWebサイトをご覧ください。
　https://www.omu.ac.jp/cii/ecs/　　

■プリンタ・印刷サービスについて
　大阪公立大学に所属している学生は学内のプリンタを利用することができます。
※ 学内のプリンタは、あくまで教育目的で設置されたものです。クラブやサークルの宣伝用チラシなどの印刷は禁
止します。

〇情報教育PCの設置場所にプリンタが設置されています。
〇 個人用ノートパソコンもしくは情報教育PCから印刷できます。個人用ノートパソコンから印刷する場合は、端
末を学内ネットワークに接続してください。

〇情報処理教育システムでは、紙資源の過剰な消費を防ぐために印刷枚数の制限があります。
〇プリンタ利用方法・注意事項については、情報基盤センターWebサイトをご覧ください。
　https://www.omu.ac.jp/cii/ecs/printer/　　

（2）情報処理教育システムの利用
　キャンパス内の数箇所に情報処理教育システムのPCが設置されています。本学のOMUID（利用者ID）を持つ学
生は、どの所属であっても、同じIDとパスワードですべての設置場所の情報教育PCを利用できます。

※自習利用について、教室によりルールが異なりますのでご注意ください。
　　A…授業で使用している時間以外は利用可能です。
　　B…建物に入館可能な時間はいつでも利用可能です。
※ 杉本キャンパスと中百舌鳥・羽曳野・りんくうキャンパスは別システムのため、ファイル領域などは共有されま
せん。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用を制限することがあります。
※その他、学域・学部・研究科によっては、自習等で利用できるパソコン教室が用意されている場合があります。

■情報教育PCの設置場所と利用時間
キャンパス 設置場所 端末台数 利用時間 自習利用

杉本
キャンパス

学術情報総合センター5階
情報教育PCルーム 100

月～金    9：00～20：45
土  10：00～18：30
日  10：00～16：30

B

中百舌鳥
キャンパス

C5棟3階
情報教育教室（実習室1） 155 月～金    9：00～21：00 A

オープンスペース   61 月～金    9：00～21：00 B
C5棟1階
図書閲覧室   20 図書館開館日時に準ずる B

B3棟3階311 100 月～金    9：00～18：00 A
B5棟2階2B40   50 月～金    9：00～21：00 A
A13棟2階209   48 月～金    9：00～21：00 A

羽曳野
キャンパス

L棟202   50 月～金    9：00～21：00 A
L棟203   34 月～日    9：00～21：00 A
N棟N204
ラーニングコモンズ     5 羽曳野図書センター

開館日時に準ずる B

りんくう
キャンパス 2階B213   50 月～土    7：00～24：00 A
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（3）貸出PC利用について
　以下のキャンパスでは、ノートPCの貸出サービスを行っています。
　無線LAN（OMUNET Wi-Fi）が整備されている場所では、インターネットも利用できます。
＜貸出PC設置場所と利用時間＞

名称 貸出場所 利用時間 貸出期間 台数
杉本
キャンパス

学術情報総合センター（図書館）5階
ラーニングコモンズ 図書館開館中 当日のみ 20

中百舌鳥
キャンパス

C5棟（学術情報センター）1階
図書館カウンター 図書館開館中 当日のみ 35

羽曳野
キャンパス N棟2階図書センターカウンター 図書センター開館中 当日のみ 10

りんくう
キャンパス 事務所学生・教務担当 事務所開室時間中 翌営業日まで   5

○詳細は、情報基盤センターWebサイトをご覧ください。

　https://www.omu.ac.jp/cii/ecs/rental/　　

（4）OMUラーニングセンター（教育学修支援室　学修支援部門）
　学生の皆さんの自主的・能動的な学びをサポートします。専属スタッフによる一般学修相談・英語学修支援・数学
学修相談の実施の他、大学での学びに役立つイベントも行っていますので、ぜひ積極的にOMUラーニングセンター
の学修支援をご活用ください。（各種相談の詳細は以下の（5）学修相談・自学自習用教材でご確認ください。）

■OMUラーニングセンター　Webサイト：https://www.omu.ac.jp/las/tlc
※ 各種相談・イベントはオンラインでも実施中ですので、通学するキャンパスに関わら
ずご利用いただけます。

■OMUラーニングセンター自習室：杉本キャンパス　共通教育棟１階　815教室隣
　杉本キャンパス共通教育棟１階にはOMUラーニングセンターが運営する自習室が
あり、グループディスカッションやグループワークの練習が行えるスペースも併設し
ています。憩いながら学びを深める場としても、ご利用お待ちしております。
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②自学自習用教材
名称 時間 内容 場所／アクセスURL

理数基礎
e-Learning

月～金
9：00～17：15
（予定）

基礎教育科目(数学・物理学・化学・生物学・地学）の学
習をサポートするための自習用e-learning教材です。

中百舌鳥キャンパス
SEL教室

（B3棟2階213教室）

英語
e-Learning －

レベルや目的に合わせて、自分のペースで英語を学べ
る自学自習用e-learing教材、Academic Express3が
提供されています。ご自身のPC、スマートフォン、タ
ブレットからOMU IDとパスワードを使って、いつ
でもアクセスできます。

https://acexp.ecs.
osaka-cu.ac.jp/
student/main/login

学びのTips －
学生の皆さんの要望から生まれた、自律的な自学自習
を促す学修教材です。テーマごとに様々な学びのポイ
ントがコンパクトにまとめられており、自分に必要な
Tipsを見つけて活用することができます。

https://www.omu.
ac.jp/las/tlc/for_
student/materials/
tips.html

（5）学修相談・自学自習用教材
①学修相談

名称 時間 内容 場所／アクセスURL

一般学修相談

月～金（予定）
10：50～18：00
※ 詳細はWebサ
イトでご確認
ください。

レポートやプレゼン、学修計画など学び全般をサポート。
大学での学びについて、なんでもご相談ください。

杉本キャンパス
共適教育棟
1階815教室隣
教育学修支援室
(OMUラーニングセンター）

相談予約受付は
以下から
https://www.omu.
ac.jp/las/tlc/
contact/reserve.html

英語学修支援 内容欄に記載

国際基幹教育機構の英語教育担当の先生による 
チュータリング形式の学修支援。曜日ごとに異なる、
3種類の支援を実施しています。
① 日本人教員による学修支援。英語自主学修に関する
さまざまな相談を受け付けます。
　前期：水　15：00～16：30
　後期：月　15：00～16：30
② ネイティブ教員による学修支援。英語自主学修に関
するさまざまな相談を受け付けます。
　前期：火　16：45～18：15
　後期：火　14：30～16：00
③ ネイティブ教員によるWriting支援。月替わりの課
題の添削指導、弱点克服のアドバイスを行います。
　前期：水　13:15～14:45
　後期：水　14：00～15：30

数学学修相談

水・木
13：30～17：30

数学科目に関する相談、その他授業や教科書の質問、
ステップアップのための相談のほか、ご自身に合わせ
た学修計画の策定（課題＆添削を定期的に実施）など、
数学に関する自学自習を様々な形で支援します。

月～金
12：20～13：10
14：50～16：10
16：35～17：55

基礎教育科目等、数学の授業内容に関する質問・学習
相談です。

中百舌鳥キャンパス
数学相談室
（B3棟2階216）

週2回程度
※ 詳細はWebサ
イトでご確認く
ださい。

本学数学研究所と理学部数学科の協働で独自の「数学
相談室」を開設しています。主に若手の数学研究所特
任教員2名が担当して、全学の学生を対象に授業に関
連する基礎的な数学の学びを、熱意をもってきめ細か
にサポートしています。

杉本キャンパス
数学研究所
数学相談室
（理学部F棟 F401）
https://sites.google.
com/site/
mathhelpocu/

※開室時間は変更となる可能性があります。最新の情報はWebサイト等でご確認ください。
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9. 学生の活動を支援

（2）大阪公立大学教育後援会

　教育後援会は、大阪公立大学の教育・人材育成活動を支援するとともに、会員相互の親睦・交流を深め、大学の発
展に寄与することを目的とし、保護者会員を中心に大学の各学域・学部・研究科、学務関係部署との連携・協力の下
に運営される大学支援組織です。在学生に実りある学生生活を送っていただくため、様々な支援を行います。多く
の優れた人材が輩出されることを願って、優秀な学生の表彰やTOEIC等の検定試験の受験料補助などの勉学支
援、就職支援、クラブ・サークル等の課外活動への助成、教育環境整備支援など、様々な支援事業を推進します。
　・教育後援会事務局   杉本キャンパス　　　TEL：06-6605-3420 

中百舌鳥キャンパス　TEL：072-254-9205
　・教育後援会Webサイト  https://www.omu-esa.org

教 育 後 援 会 は 学 生 生 活 を 全 力 で サ ポ ー ト し ま す

（1）大阪公立大学校友会

●大阪公立大学校友会
　大阪公立大学校友会は、大学と会員との連携・交流ならびに会員相互の親睦と交流を図るとともに、大学および
地域や社会の発展に寄与することを目的としており、前身校を含む卒業生をはじめ、在学生・教職員等を会員とし
た全学同窓会組織です。
　校友会では、大学と連携・協同して実施するキャリア支援等の在学生サポートをはじめ、大学と学生に対してさ
まざまな協力・支援活動を行います。卒業後についても、卒業生間の親睦を深める事業や、Webサイト・会報などを
介した各種情報提供を行います。
　・校友会事務局　　　　 杉本キャンパス（田中記念館3階） 

TEL：06-6605-2544、2545 
中百舌鳥キャンパス（学術交流会館1階） 
TEL：072-254-8143

　・校友会Webサイト　  https：//www.omu-alumni.com/

就 活 ～ 卒 業 後 ､ 社 会 人 に な っ て か ら も 役 立 つ 卒 業 生 ネ ッ ト ワ ー ク
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10. 福利厚生施設

　大阪公立大学生活協同組合は、本学の学生、教職員を組合員とし、組合員に購買、食堂等の福利・厚生に係るサー
ビスの提供を行っています。組合員へのサービス提供は、組合員からの出資金を基に運営しています。

（1）生活協同組合（生協）CO-OP

②施設詳細

①提供しているサービス
■総　務 ： 生協・共済の加入・組合員情報（住所・連絡先）の変更などを受付しています。
■購　買 ：  学生生活で必要となる文房具、パソコン等を組合員価格で販売しています。
　　　　　その他、大学オリジナルグッズ等も販売しています。
■食　堂 ： 生協食堂では、「安全」「安心」にこだわったメニューを提供しています。
■書　籍 ： 大学における授業等で必要な教科書、参考書、専門書を組合員価格で販売しています。
■住まい ： 安心して学生生活が送れるよう、住まい紹介事業を行っています。
■その他 ： 資格取得や、公務員試験対策講座、就職活動に関するサポート、教習所の受付も行っています。
※各種サービスの詳細は、下記のWebサイトよりご確認ください。

施　設　名 場　所

中百舌鳥
キャンパス

書籍購買
POCO

コンビニ
B14棟1F

カウンター受付

fu･dining（食堂）
B12棟
（学生会館）1Fセリーゼ

（テイクアウト販売）
シュライク
（休業中）

B13棟
（第2学生会館）1F

ミナーレ
（レストラン）
（休業中）

C1棟
（学術交流会館）1F

ベーカリーカフェ B15棟（シエル）1F

総　務 B14棟1F

羽曳野
キャンパス

購　買 N棟
（図書厚生棟）B1F

食　堂 N棟
（図書厚生棟）B2F

りんくう
キャンパス

書籍購買 2F

食　堂 2F

施　設　名 場　所

杉本
キャンパス

シェリー

コンビニ 本館地区
第3学生ホール1階

書籍購買 本館地区
第3学生ホール2階

旅行サービス 本館地区
第2学生ホール1階

南食堂 本館地区
第2学生ホール1階

北食堂 旧教養地区
第1学生ホール1階

プチシェリー 旧教養地区
第1学生ホール1階

総　務 旧教養地区
第1学生ホール 隣

阿倍野
キャンパス

書籍購買リンク 医学部学舎3階

食堂アゼリア 医学部学舎3階

（2）その他の施設

施　設　名 場　所
営　業　時　間

平　日 土曜日
中百舌鳥キャンパス 理容室 B12棟（学生会館）1F   8：40～18：00   8：40～18：00
羽曳野キャンパス 書　店 N棟（図書厚生棟）B1F   9：00～17：00 －
　　　※大学休業期間中は、営業時間が変わります。

各店営業時間

https://omucoop.jp/

41

Ⅰ
学
生
生
活
の
は
じ
め
に
Ⅱ
学
生
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
Ⅲ
課
外
活
動

Ⅳ
進
路

Ⅴ
留
学
生
支
援

Ⅵ
学
生
生
活
で
の
諸
注
意
Ⅶ
資
料
編



　本学の学生、及び教職員等が利用できる学外施設として白馬セミナーハウスがあります。

概要
所在地 長野県北安曇郡白馬村神城22203（JR大糸線　神城駅より徒歩10分）
収容人数等 24名：宿泊室5室・ミーティングルーム1室

部屋内訳 ◦2段ベッド×2（定員4名）　◦2段ベッド×4（定員8名）
◦12畳和室（定員6名）　◦4.5畳和室（定員2名）　◦6畳和室（定員４名）

利用料金
本学の学生及び教職員 1泊　1,500円（食事なし）
同伴するその家族及び同行者 1泊　2,200円（食事なし）

申込期日
予約開始日 利用日の2か月前の属する初日
予約締切日 使用日の5日前まで（土日祝除く）　※年末年始・年度末を除く

お問い合わせ

学生課 Mail：gr-gks-kagai-sg@omu.ac.jp
電話：06-6605-2103

（3）白馬セミナーハウス
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　勉学と育児の両立にあたり、市区町村の認可保育園等では受入れが困難な場合や、一時的に保育を必要とする場
合においても、安心して勉学が続けられるよう支援します。

（4）学内保育園の利用について

●つばさ保育園（中百舌鳥キャンパス）
１　保育対象  0歳（生後57日）から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児
２　利用対象者  本学の教職員及び学生
３　保育定員  10名（一時保育は、定員に空きがある範囲内で実施）
４　保育日  月～金曜日（土日祝、年末年始（12/29～1/3）は休み）
５　保育時間  ①基本保育　  8：30～18：15（変更の可能性あり）
  ②一時保育　  8：30～18：15（変更の可能性あり）
  ③延長保育　  8：00～  8：30、および
  　　　　　　18：15～19：00（変更の可能性あり）

●杉の子保育園（杉本キャンパス）
１　保育対象  0歳（生後57日）から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児
２　利用対象者  本学の教職員及び学生
３　保育定員  月極保育（定員20名のうち原則15名まで）
  一日（半日）保育（定員に空きがある範囲内で実施（5名程度は確保）
４　保育日  月～金曜日（土日祝、年末年始（12/29～1/3）は休み）
５　保育時間  ①基本保育（一日）　　　　8：15～18：00
  　　　　　（半日）《午前》　8：15～13：15
  　　　　　　　　《午後》 13：15～18：00
  ②延長保育　　　　　　 18：00～19：00

※ 利用料金（保育料）、その他条件等の詳細については、大学Webサイトまたは上記の各問い合わせ先までお問い
合わせください。

問い合わせ先
事務局　総務部　人事課
 　TEL：072-254-9105

問い合わせ先
事務局　総務部　人事課
 　TEL：072-254-9105
杉の子保育園
 　TEL：06-6605-3610
　 FAX：06-6605-3610
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（5）キャンパスメンバーズ制度について

■無料で利用できる施設・利用範囲
　◦大阪歴史博物館…常設展示
　◦大阪市立自然史博物館…常設展
　◦大阪市立科学館…展示場（プラネタリウム・全天周映像を除く）
　◦大阪城天守閣…特別展を含む全展示
　◦大阪くらしの今昔館… 常設展
　※大阪市立美術館は2025年春頃、大阪市立東洋陶磁美術館は2024年春頃まで休館（いずれも予定）

■常設展の観覧
　上記対象施設の常設展を期間中、何度でも無料で観覧できます。
　（大阪市立科学館のプラネタリウム・全天周映像は対象外です）

■特別展の割引
　上記対象施設が主催する特別展や企画展のチケットを割引料金で購入できます。
　◦大阪市博物館機構Webサイトの展覧会スケジュールも参照してください。
　　https://ocm.osaka/education/351/

【お問い合わせ】
地域連携センター事務局　　TEL 06-6605-3504

★下記の学生証・職員証をお持ちの方が対象です。
＜学生証見本＞

＜職員証見本＞
※ 表面右上に「職員証」と記載があり、
緑色の帯のもの

本学の学生および教職員は、学生証・職員証の提示で、
下記の各施設の常設展・所蔵品展を無料で何度でも観覧できます。
特別展・企画展も割引料金で観覧可能です。
ぜひ活用し、大阪の文化・歴史・自然・科学について広く深く学びましょう！

☞利用できる方
◆ 本学に在籍する学域生・学部生と大学院生
　 （ただし研究生・研修生・科目等履修生・
特別履修生等を除く）

◆ 公立大学法人大阪に勤務する教職員   
（職員証を持っている方）

☞利用方法
◆ 各館受付などにおいて、キャンパスメンバーズ
制度を利用することを申し出たうえで、学生証
または職員証を提示してください。

◆ 開館状況を確認の上、各施設の指示に従ってく
ださい。
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　本学の学生アルバイトの紹介および情報提供（家 
庭教師募集求人を含む）は、学生アルバイト情報ネット
ワークを通じて行っています。
　アルバイトをすることで、学業を維持するために必
要な経費を補うことができたり、社会的経験が将来の
職業選択の参考になることもあるでしょう。しかし皆
さんは、勉学・研究のために本学に入学したのですか
ら、学生の本分である学業に支障が出ることのないよ
う十分注意して就労するようにしてください。

学生アルバイト紹介システム
https://baitonet.jp/omu/
　このネットワークに登録することでパソコンや携 
帯のオンライン環境での求人閲覧ができるようになり
ます。
①登録
　学生アルバイト紹介システムにアクセスして、「新規
登録」を行い、「ID・パスワード」を取得する。
②閲覧
　取得した「ID・パスワード」によりログインして求人
情報を閲覧する 。
③申し込み
　求人先に各自連絡し、指示を受ける。（求人先を訪問
の際、学生証を必ず携帯すること）
※ 本学では、審査を経たうえで危険を伴うものや教育
的に好ましくないものなどを「制限職種」として、こ
のサービスではこれに指定されたアルバイト求人情
報は提供していません。

■注意事項
◦ 学業を優先し、健康管理を行い、無理のない範囲で就
労する。
◦ 労働条件（仕事内容、就労場所、賃金、労働時間など）
をきちんと確認する。
◦ 時間厳守し、無断欠勤のないよう責任をもって就労
する。
※ 賃金未払い、過度の重労働、危険を伴う、人体に有害
があると判断されるとき、アルバイト中に事故が発生
したときなど、何かトラブルが発生した場合は、速や
かに学生アルバイト情報ネットワーク事務局及び学
生課キャリア支援室に相談するようにしてください。

【学生アルバイト情報ネットワーク事務局】
株式会社 学生情報センター　TEL：06-4806-0551
学生課キャリア支援室
　　（杉本）　　　TEL：06-6605-2104
　　（中百舌鳥）　TEL：072-254-9115

11. アルバイトの紹介
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Ⅲ
課外活動

1.充実した学生生活を
（1）課外活動のルール
（2）ボランティア・市民活動センターV-station
2.大学行事紹介
（1）ふたば祭
（2）ボート祭
（3）友好祭
（4）三大学体育大会
（5）東京都立大学総合競技大会（都立大戦）
（6）杏樹祭
（7）銀杏祭
（8）白鷺祭
（9）関西六公立大学総合競技大会（六公立戦）
3.課外活動団体紹介
（1）学生団体
（2）課外活動団体一覧
4.課外活動のための施設
（1）学内の課外活動関係施設
（2） 学外の課外活動関係施設 I-siteなんば
5.課外活動のための貸出物品
（1）課外活動団体用貸出備品
（2）一般学生用貸出備品（課外活動団体含む）
6.課外活動時の事故被災直後の対応フロー図
連絡先
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■課外活動（クラブ・サークル等）のルール
① 課外活動は、共通のルールの他、活動を行うキャンパスルールに従い活動してください。
② 大学入学共通テストや入学試験等により、活動を禁止する場合があります。
③ 授業中の教室・研究室近くや屋外での楽器練習、集団での声出し・掛け声は、音が大きく迷惑となる場合があ
ります。時間帯を考え、音量を調節するなど、近隣住民にも配慮するよう心がけてください。

④ 合宿や試合、発表会等、学外で活動する場合は、事前に各キャンパス窓口にて承認を受けてください。万一、
承認を受けないで学外で活動中に事故が発生しても、保険が適用されませんのでご注意ください。

⑤ 万一、事故が発生した場合は、クラブ代表者等を通じて、速やかに各キャンパス窓口に報告してください。

● 課外活動団体への案内は主に学生課Twitter・課外活動ポータルサイトで行っています。各団体は通知内容
の周知徹底をお願いします。

　課外活動　学生課Twitter　Twitterアカウント
　https://twitter.com/OMU__gakusei

　学生課課外活動ポータルサイト
　https://omunet.sharepoint.com/sites/kagai

　皆さん一人ひとりが自覚を持って、決められたルール、マナーを正しく守り、楽しい学生生活を送るため、お
互い協力し合いましょう。

＜各キャンパス窓口＞
　杉本キャンパス　　　　学生課
　中百舌鳥キャンパス　　学生課
　阿倍野キャンパス　　　学務課
　羽曳野キャンパス　　　事務所学生グループ
　りんくうキャンパス　　事務所教務・学生担当

1. 充実した学生生活を

　豊かで学びがいのある学生生活を築くために、それぞれ専門分野の知識を深め研究するとともに、魅力あふれる
幅広い人間としての成長をめざし、学生生活への希望にあふれていることと思います。大学での学問は、自身の積
極的・自発的な意思に基づく主体的・能動的な働きによって知識や技能が修得されるとともに、人格が磨かれ形成
されていきます。
　また、尊敬できる教師や先輩、仲間とめぐりあい、親しい友人を得たいと願っていることでしょう。
　大学では正課の授業に出席することはもちろん、貴重な時間を有効に活用し、課外の分野で文化・スポーツ、ボラ
ンティアなどの諸活動に積極的に取り組むことが大切です。本学では学生団体及び多くのクラブを始め様々な自
主的な団体が組織されています。
　皆さんには、自分の性格、能力、関心に応じた自身に適したクラブ・サークルを発見し、積極的に参加するよう期
待しています。

（1）課外活動のルール

Twitter ポータルサイト
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#子ども食堂 #多世代 #被災地 #復興 #お祭り #文化体験 #途上国 #国際協力 #田舎暮らし #農業

（2） ボランティア・市民活動センターV-station
　大阪公立大学には、ボランティア活動に取り組む学生を応援するための｢ボランティア・市民活動センター
（V-station）｣があります。同じ学生の目線から活動を応援する学生スタッフと、専門のコーディネーター 
がボランティア活動の紹介から相談まで受け付けています。
　ボランティア活動は、自分のペースで自由な時間に取り組めることがひとつの特徴です。｢ボランティアしてみ
たいな｣｢興味はあるけど、どうしたらいいかわからない｣｢どんなボランティアがあるのかな？｣など、いつでも気
軽にご相談ください。

■どんなボランティア活動があるの？
　お年寄り、障がい者、子どもなど人との交流が中心の活動もあれば、まちづくり、貧困解決、国際支援などの活動
もあり、非常に多様な分野があります。また、1日だけの単発ボランティアから、プロジェクト型のもの、長期のも
のなど関わり方も多様です。活動に参加することで、身の周りの社会に目を向けるきっかけとなり、新しい価値観
との出会い、社会人や地域住民との出会いなど、新鮮な体験をすることができるかもしれません。また、一から活動
を作ることもサポートしています。

■どうやって活動を始められるの？
　定期的にボランティア説明会が開催されるのでご参加ください。
　説明会やボランティア募集のお知らせなどを公式LINEで配信するので、手軽に情報を受け取り
たい方は右のQRコードからご登録ください。
※ 登録の際、個人を特定する情報は配信側に伝わりません。

中百舌鳥キャンパスの相談窓口の場所

Webサイト Twitter

■相談窓口はこちら
　●場所： 中百舌鳥キャンパス B12棟（学生会館）2階  

杉本キャンパス 学生サポートセンター（※）
　●TEL：072-254-7484（直通）
　●WEB：https://www.omu.ac.jp/volunteer/
　●Twitter：https://twitter.com/victorykamen
　※ 杉本キャンパスの相談窓口は不定期開室のため、
詳細は学生サポートセンター1階の学生課をお訪
ねください。 
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2. 大学行事紹介（日程は2023年度学事日程に基づくもので、日程変更や開催中止になることがあります。）

（1） ふたば祭 
 〔4月15日（土）、16日（日）〕 ＠杉本キャンパス

　新入生の皆さんが1日も早く大学での生活になじ
み、また先輩との交流を深めるために、新入生歓迎祭と
して先輩が企画・立案し運営するものです。春の大学祭
としても親しまれ、今年で第18回目を迎えます。クラ
ブ・サークルの発表を通して、クラブ・サークル探しに
是非活用してください。

（3） 友好祭 
 〔5月27日（土）、28日（日）〕 ＠中百舌鳥キャンパス

　2005年度に大阪府立大学、大阪女子大学、大阪府立
看護大学の府立の3大学が統合されるまで、3大学の友
好と連帯を図るために始められた祭典で大阪公立大学
でもその意思を引き継いで開催されます。現在では地
域との連携をより一層強めるとともに、新入生も参加
できる大きなイベントとして定着しています。毎年、ク
ラブ・サークルなど数多くの学生だけでなく、地域の方
も参加されています。

（2） ボート祭
　1889年（明治22年）、市立大阪商業学校時代の「堂島
川の水上運動会」を原点とし、大阪の初夏の風物詩とし
て親しまれている伝統行事です。学生のみならず、教職
員、一般の方々も参加し、学外で水の都大阪を満喫しな
がら、交流を深める行事となっています。

（9） 関西六公立大学総合競技大会 
（六公立戦）  
〔11月11日（土）、12日（日）〕

　大阪・京都・兵庫の3府県の公立大学による定期戦
です。今年は第54回となり、兵庫で開催されます。こ
の大会は、他の対抗戦と違い、男子、女子、総合と3つ
の部門で争われます。男子、女子、総合で圧倒的な強
さを誇っており、３部門全てで完全優勝し連覇する
ことを目指しています。
　また、この大会が、本学と京都府立大学、兵庫県立大
学の3大学による競技大会にもかかわらず六公立戦と
なっているのは、第29回大会まで参加していた姫路短
期大学、第34回まで参加していた神戸商科大学と姫路
工業大学、第35回まで参加していた大阪女子大学の軌
跡と貢献を残すためです。

（4） 三大学体育大会 〔6月～12月〕
　本学、一橋大学、神戸大学の三大学間では、明治40年
代のはじめの旧制商科大学時代から「三商大戦」として
各種の対抗競技が行われてきました。昭和36年に大会
規定を定め、第1回三大学体育大会を開催し、現在も多
くの対抗戦競技が伝統を受け継ぎ、三大学間の交流を
深めています。

（5） 東京都立大学総合競技大会 
（都立大戦） 〔7月1日（土）、2日（日）〕

　1947年に始まった東京と大阪を代表する公立大学
による定期戦です。例年、約30種目の競技が行われ、延
べ約1,000名が参加する大きな大会です。今年は第71
回となり、東京で開催されます。
　近年、ホームチームが有利な展開をすることもこの
大会の特徴となっており、ホーム開催では圧倒的にリ
ードしていますが、アウェイ開催では逆に大きく負け
越しています。各クラブとも勝利に向けて練習に励ん
でいますので、皆さんの応援をお願いします。

（7） 銀杏祭 
 〔11月3日（金）、4日（土）、5日（日）〕 ＠杉本キャンパス

　例年11月初旬に開催される大阪市立大学から流れ
を受ける大学祭です。今年で第73回目を迎え、演奏会
や講演会、各種模擬店など多彩な企画が行われていま
す。クラブ・サークルの日々の活動成果の発表の場とし
ても重要なイベントとなっています。

（6） 杏樹祭  
 〔10月28日（土）、29日（日）〕 ＠羽曳野キャンパス

　羽曳野キャンパスで実施する学生行事で、今年で第
30回を迎えます。
　期間中は学生間の交流を目的とし、杏樹祭実行委員
が中心となって様々な催しを行います。

（8） 白鷺祭 
 〔11月4日（土）、5日（日）〕 ＠中百舌鳥キャンパス

　今年で第75回目を迎える例年11月初旬に開催され
る大阪府立大学からの流れを受けるイベントです。数
多くの企画が実行委員会を中心に取り組まれており、
今から楽しみで待ちきれないといった声も聞かれま
す。期間中は地域の住民も多数訪れ、研究室が開放され
るOpenLab.企画など様々な交流が図られています。
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3. 課外活動団体紹介
（1）学生団体
　本学における学生団体は学生自治活動の一環として
構成されています。また、文化系・体育系の様々なクラ
ブ活動等が展開されています。これらの活動への参加
は、全て個人の自由です。

　本学では学生団体・クラブ活動の自主的運営を基本
としながら、各種の助言、施設・設備の支援などを行っ
ています。活動上の疑問や相談ごとの場合は各キャン
パスの窓口に気軽にお立ち寄りください。

■学生団体紹介
①自治会
自治会では「学生とともによりよい学生生活を実現

する」という目的のもと、様々な活動を行っています。
各キャンパスから集約した学生の要望、意見をもとに、
大学との交渉の窓口となり学生への要望の実現につな
げています。
②体育会（体育会所属公認団体含む）
会員のスポーツに対する理解を深め、スポーツを通

じて相互の親睦友好を図り、協調的精神を涵養し、学生
生活を豊かで有意義なものとし、健全なる学風の建設
の一翼を担うものとして設立された体育系クラブを主
体とした組織体です。
　応援団を含めて体育会に所属するクラブは、三大学
体育大会、東京都立大学総合競技大会、関西六公立大学
総合競技大会の定期戦はもとより、各種リーグ戦及び
定期戦等、積極的な活動を行っています。また、合宿で
は、心身の鍛練と技術の向上はもとより、人間的なふ 
れ合いや友情が生まれ、クラブの大きな力になってい
ます。
③文化系委員会（文化系員会所属公認団体含む）
文化系クラブの連合体です。学生の自主的民主的活

動の発展に務め、その活動を通じて学生相互及び教職
員との友好と連携を図り、他大学等との交流を深めよ
り良い学生生活の実現を目指しています。大学祭では
多くのクラブが様々な企画で参加します。

④音楽系委員会（音楽系団体所属公認団体含む）
音楽系クラブの連合体です。様々な音楽との関わり

を通じ、仲間と積み重ねる経験の中、自主性やコミュニ
ケーション能力を育み、学生生活を豊かにしています。
また、各クラブの他、音響大学内外における行事、音楽
発表等のイベント、ミキシング操作及び企画運営面で
もかかわる組織をもち、あらゆる学生団体のイベント
企画相談にあたっています。
⑤大学祭実行委員会
キャンパスの学生が所属できます。
杉本キャンパス開催の「ふたば祭」・「銀杏祭」、中百舌鳥
キャンパス開催の「友好祭」・「白鷺祭」、羽曳野キャンパ
ス開催の「杏樹祭」で、各担当に分かれ企画、運営を行
い、大学イベントを支えています。
⑥その他の団体（公認団体（その他）・登録団体）
体育会・文化系委員会、音楽系委員会に所属する公認
団体の他に、所属していない公認団体（公認団体（その
他））及び登録団体があります。登録団体は、活動実績が
少なく公認団体に昇格するに至っていない団体や公認
団体として活動を希望しない団体です。

（2）課外活動団体一覧
大学Webサイトよりご確認ください。
https://www.omu.ac.jp/campus-life/activities/

課外活動
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4. 課外活動のための施設
（1）学内の課外活動関係施設
　各キャンパス内の課外活動施設に関しては、学生課
課外活動ポータルサイトよりご確認ください。

（2） 学外の課外活動関係施設 
I-siteなんば

I-siteなんばの利用条件は学生ポータル（UNIPA）＞
学生Naviでご確認ください。
2F 貸会議室
　 予約制・有料の貸会議室です。定員14名から最大
252名。
①利用可能時間
月曜日～土曜日　　　　　9:00～21:00
日曜日/土曜日（祝日）　　 9:00～17:00
※平日が祝日にあたる場合は休館

②利用料
 本学の承認を得て行う行事で利用する場合は料金
が免除になります。それ以外の用途で利用する場
合は料金が必要です。
③利用方法
学生課（各キャンパス）にお問い合わせください。
※ 申込方法は学生ポータル（UNIPA）＞学生Navi
に掲載しています。

I-siteなんば
2F

南海電鉄線路側

ZEPP　NAMBA側

ZEPP　NAMBA側

南海電鉄線路側

S3

S4

S5

S1

S2

A1
C3 C2 C1

A2

EV トイレ 事務室
控室

自販機

3F 経済学
研究科
サテライト
教室

M2

3Fエリアの学生利用（課外活動）は出来ません

校友サロン

コモンズ
経済学研究科サテライト教室

教授室
R2

教授室R4
事務室

EV トイレ
R6

R5

自
販
機

扉
扉

扉

扉

扉

扉

扉

扉

扉 扉

扉 扉 扉
扉

扉

ホ
ワ
イ
エ
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5. 課外活動のための貸出物品

　各キャンパス内の課外活動施設に関しては、学生課課外活動ポータルサイトよりご確認ください。

（1）課外活動団体用貸出備品

　学生会館事務室（中百舌鳥キャンパス）では、大学祭等の催しやクラブやサークル活動など学内外の健全なレク
リエーションの普及のために次のような物品を貸し出しています。
　貸出物品はみんなで使用するものです。貸出し期間や使用のルールをしっかり守って、丁寧に使用するように心
がけてください。

（2） 一般学生用貸出備品（課外活動団体含む）

物　　品　　名 個　数
バット 11
グローブ 18
ベース 1式
ソフトボール 10
サッカーボール 1
バレーボール 1
バスケットボール 1
バドミントンラケット 8
キャンピングテント 8
火ばさみ 4
BBQコンロ一式 4
BBQ網 5
鉄板 1
ブルーシート 7
電子ピアノ（76鍵・61鍵） 各1
パワーアンプ（P2500） 2
スピーカー 6
マイク 9
講演用マイクスタンド 5
ほうき 4
ちりとり 2
ワイヤレスアンプ（マイク付） 1
トランシーバー 7

物　　品　　名 個　数
プロジェクター 1
スクリーン 3
MDデッキ・CDデッキ 各1
暗幕 5
投光器 12
延長コード（50m・30m） 12
スポットライト 2
フットライト 2
ミラーボール 1
ビデオデッキ 1
拡声器 7
虫取り網 2
くわ 3
シャベル 4
リヤカー 5
脚立 5
屋外テント 95
空気入れ 1
巻尺（50m） 2
発電機 1
草刈機 1
台車 13
長机 213
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連絡先
杉本キャンパス 学生課 06-6605-2103

本館地区守衛室 06-6605-2090

旧教養地区守衛室 06-6605-2092

中百舌鳥キャンパス 学生課 072-254-8390

白鷺門守衛室 072-254-9106

西門守衛室 072-254-9123

東門守衛室 072-254-9865

阿倍野キャンパス 学務課 06-6645-3611

学舎防災センター 06-6645-3660

羽曳野キャンパス 事務所学生グループ 072-950-2960

警備員室 072-950-2111

りんくうキャンパス 事務所　学生・教務担当 072-463-5091

警備員室 072-463-5081

6. 課外活動時の事故被災直後の対応フロー図

3. 団体代表・顧問等に連絡する。
　顧問がいる場合は顧問に連絡する。

1. 安全を確保した後、警察・消防・海上保安本部に連絡する。

4. 状況を確認し、報告する。   
後刻、報告書を作成し、提出する。

参考： 警察 110、消防 119、海上保安部 118   
顧問がいる場合は、連絡先を記載のこと（電話　　　　　　）

1～4．課外活動団体の連絡手順

2. 大学へ連絡する。

事故・災害発生

発見者・当事者

各キャンパス課外活動担当・守衛室等（下記参照）

課外活動団体 代表・顧問 等

警察・消防 等
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1.就職・キャリア支援
2.インターンシップ

Ⅳ
進　　路
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1. 就職・キャリア支援
　本学の就職・キャリア支援は、各キャンパスで担当部門スタッフが教員と連携、協力して取り組んでおり、杉本�
キャンパスと中百舌鳥キャンパスにある学生課キャリア支援室が、全学の就職・キャリア支援業務を総括してい�
ます。
　進路・就職について、何か困ったことがあればいつでもキャリア支援室を利用してください。
　キャリア支援室からの情報は、学生ポータル（UNIPA）で『キャリア』を付けて発信しています。また、就職支援ナ
ビでは、学内のイベント案内だけでなく、大学に届くインターンシップ情報、求人・説明会情報など、進路・就職に関
する情報を多数掲載しています。皆さんの進路選択や就職活動をするうえで大切な情報を発信しています。定期的
に確認するようにしてください。

■キャリア支援室

■サービス内容
気軽にキャリア支援室を利用しよう！
①個別相談
　様々な企業で社会経験を積んだ国家資格キャリアコンサルタントが常駐して、就職はもとよりすべての学生の
キャリアづくりの相談に応じています。どんなことでも構いません。気軽に相談してください。
　事前予約制ですが、空いている場合は当日申込みも可能です。オンラインでも対応可能ですので、どのキャンパ
スの学生も利用できます。

杉本キャンパス 中百舌鳥キャンパス
相談受付時間 平日9:00～16:00（最終受付時間） 平日9:30～16:30（最終受付時間）
申込方法 電話、窓口または、就職支援ナビから

【相談内容一例】
　大学生活の過ごし方、進むべき方向、就職活動の進め方、自己理解、インターンシップ、履歴書／エントリーシー
トの作成、面接対策、就職先の最終決定、各種資格、各業界・業種・仕事内容研究　など

②就職支援ナビ
　就職支援ナビは、次のことができる就職支援システムです。

●本学に届く求人票がいつでも検索・閲覧
●「インターンシップ情報」の閲覧
●「マイ求人管理」で志望企業・スケジュール管理
●�「就職活動体験記検索」で先輩方の活動体験記を検索・閲覧
●「支援行事」や「個人面談」予約
●「進路希望」の登録
●「進路報告」の登録
●「就職活動体験記」の登録

　この他にも、学内の就職支援イベントのお知らせや学外のイベント案内など、進路・就職に関する情報を多数掲
載しています。ぜひ、アクセスしてください。

キャンパス 開室時間 電話番号
杉本キャンパス（高原記念館）

平日9:00～17:15
06-6605-2104

中百舌鳥キャンパス（A3棟1階） 072-254-9119

「就職支援ナビ」
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③キャリア教育支援ツール“SUZAKU＆HQ Profile” 
SUZAKUは記録やHQ�Profileの履歴を記録できるシステムの名称で、“HQ�Profile”とは、組織心理学に基づき

開発された3,000社以上の企業に活用されている自己分析ツールです。
自身の学習やサークル活動、ボランティア経験、アルバイト経験など大学での経験と学びを記録することで、自

分の持っている性格や特性、考え方の傾向や行動特性を定量的・客観的に確認することができたり、思い描くキャ
リア形成を実現するために活かすことができる強みやこれから伸ばすと良い要素を知ることができます。
全学生が利用でき、在学期間を通して18回の受診が可能です。例えば1年で前期に１回、後期に1回受診する

など、一定期間を開けて受診することにより自身の変化や成長を可視化することができます。ぜひ、利用してくだ
さい。

④書架配置物
進路・就職に関する書籍や、各種説明会・イベントの案内チラシ、公務員・教職員の採用募集要項、都道府県別就職

情報案内など、様々な情報を配置しています。キャリア支援室の開室時間中はいつでも閲覧でき、書籍は一部を除
き2週間の貸出しが可能です。
【書籍等一例】
●新聞（日本経済新聞、日経産業新聞）　●ビジネス雑誌　●「キャリア」や「働く」をテーマにしたビジネス書
●就職四季報　●業界地図　●業界研究本　●各種筆記試験や面接などの対策本　●マナー本
●中小優良企業紹介本　●地方企業紹介本　など

⑤就職支援パートナーシップ制度
Uターン・Iターンを希望する学生向けの就職支援強化の一つとして加入している制度で、国公立大学を中心と

したパートナー大学で下記の就職支援が受けることができます。希望者は、キャリア支援室までお問い合わせくだ
さい。

パートナー大学
国際教養大学、東京都立大学、横浜市立大学、福井県立大学、山梨大学、山梨県立大学、
都留文科大学、長野県立大学、静岡県立大学、名古屋市立大学、兵庫県立大学、
広島市立大学、北九州市立大学、大阪公立大学（大阪市立大学・大阪府立大学）

支援内容

・大学に提出された地元企業の求人や会社説明会の情報提供
・就職相談
・就職支援部門の書籍等、関連資料の閲覧
・インターネットや書類作成時のデスクの利用

⑥各種ガイダンス、合同企業研究会・セミナー等のイベントの実施
皆さんのキャリア形成や進路選択、就職活動に必要な各種ガイダンスを実施しています。また、多くの企業や官

公庁、団体等の担当者にご参加いただく合同研究会やセミナーは、業界や企業、職種、仕事理解を深め、職業観の啓
発や将来のキャリア選択の参考にすることを目的として実施しています。
　その他にも、各分野で活躍している卒業生との交流会や、特に就職活動に関連して学生の皆さんから多く寄せら
れる質問や必要なスキルを習得する機会として常設就活トレーニングを開催し、就活本では得られない採用現場
のリアルな情報やスキルを提供しています。
　全てのイベントは、低学年からも参加可能ですので、積極的に参加してください。
※�キャリア支援室が実施するイベントについては、学生ポータル（UNIPA）や就職支援ナビで、開催案内や予約方
法を発信しています。定期的にチェックする習慣をつけておきましょう。

利用登録はこちらから

※�登録に必要な「団体ID」「登録認証コード」
「受診コード」は、前述の就職支援ナビのト
ピックスに掲載しています。
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（イベント例）

⑦キャリア支援室からのお願い
学域・学部3年次、前期博士課程1年次の春には進路希望登録をお願いします
　キャリア支援室で就職指導や職業紹介を受けるには、職業安定法により、就職登録が義務付けられています。本
学では、就職支援ナビによる進路希望登録を義務付けていますので、卒業を予定している前年次には必ず登録手続
きを行うようにしてください。

進路が決まったら、進路報告をしてください
　卒業（修了）後の進路が決定したら、就職支援ナビから登録、またはキャリア支援室まで進路を報告に来てくださ
い。就職だけでなく、進学・留学・受験準備など、卒業（修了）生全員の報告をお願いします。

⑧その他
　各キャンパスの担当窓口は次のとおりです。進路・就職に関する相談、質問があれば、気軽に相談してください。

キャンパス 担当窓口 電話番号
杉本キャンパス 学生課キャリア支援室 06-6605-2104
中百舌鳥キャンパス 学生課キャリア支援室 072-254-9119

阿倍野キャンパス
医学部学務課 06-6645-3611
看護学部学務課 06-6645-3511

羽曳野キャンパス 学生グループ就職支援担当 072-950-2940
りんくうキャンパス 学生・教務担当 072-463-5091

⑨キャリア支援室公式Twitter
　各種イベントの案内は、公式Twitterでも案内しています。ぜひフォローしてください。
　https://twitter.com/OMUcareer
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2. インターンシップ
　インターンシップとは、学生が企業・官公庁・学校などにおいて就業体験ができる制度です。ビジネスマナー、企
業の仕組み、仕事の流れなどを理解することにより、将来の職業選択に役立つ貴重な経験ができます。
　インターンシップで大切なことは、「インターンシップでどんなことを経験したいのか」「何を得たいのか」を明確
にし、目的意識をもって臨むこと、就業体験中に日々の振り返りをすること、そして体験後の行動に繋ぐことです。

インターンシップに参加する目的
　◆多様な価値観に触れることで自己理解を深め、自分のやりがいを発見できる。
　◆自分の能力や専門性を社会で試す経験を通じて、社会が求める基本的な態度・能力を知ることができる。
　◆漠然とイメージしていた仕事内容・職場環境を体験することで、自分の将来像を描くことができる。
　◆企業・他大学の学生との交流を通じて、ネットワークを構築し情報収集できる。
　　※3年次・修士1年次の夏期からの参加が一般的ですが、低学年の皆さんの参加もお勧めしています。

参加するインターンシップを探す

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
種
類

キャリア支援室
を経由し応募

学生ポータル（UNIPA）に「キャリア」を付けて下記（※）のインターンシップ情報を掲
載しています。
（※）�国や自治体、企業・団体、経営者協会、大学コンソーシアム、留学生対象ビジネスイ

ンターンシップ（大阪外国人雇用サービスセンター）など
自由応募

（自分で探す）
学卒求人情報会社（例えば、マイナビ、リクナビ、キャリタス等）、企業・団体などのWeb
サイトに掲載されています。

学域・学部・研究
科の授業科目

学域・学部・研究科の授業科目として単位認定されているものもありますので、詳しく
は学域・学部・研究科の担当教職員、または教育推進課教務担当に問い合わせください。

期
　
間

・1DAYまたは2日程度のインターンシップ（説明会型＝座学が多い）
・1週間（5日間）、2週間（10日間）のインターンシップ　
・中長期型のインターンシップ

プ
ロ
グ
ラ
ム

・インターンシップのカリキュラムの構成は国や自治体、企業・団体などによって異なります。
　講義、グループワーク、職場見学・職場体験、
　プロジェクト（課題解決のためのグループワーク/グループディスカッション等）

参加したいインターンシップが見つかったら応募する

応
募
方
法

・募集要項に従って応募をします。

　※①履歴書・小論文・推薦書の提出を求められることがあります。
　※②誓約書・保険（学研災・学研賠など）加入の証明が求められることがあります。
　※③一部の企業ではインターシップ参加前に事前課題が出ることがあります。

参
加
心
得

・�インターンシップ参加前に下記QRコードから「インターンシップ承認願」をキャリア支援室に提出すること。�
※学研災・学研賠の保険に加入の方は、未提出の場合、保険が適用されませんので、必ず提出してください。

・就労現場を体験するので、時間厳守、挨拶・敬語・丁寧語での対応や身だしなみに配慮しましょう。
・実習中は目的意識を持つとともに、組織の一員としての自覚を持ち、積極的な姿勢で臨みます。
・インターンシップ終了後は、受入れ機関にお礼状を出しましょう。

応募書類を
作成 審　査応募書類

送付

①

受入先提出

②

書類提出 実習開始前�
準備

③

59

Ⅰ
学
生
生
活
の
は
じ
め
に
Ⅱ
学
生
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
Ⅲ
課
外
活
動

Ⅳ
進
路

Ⅴ
留
学
生
支
援

Ⅵ
学
生
生
活
で
の
諸
注
意
Ⅶ
資
料
編



60



1.大学からの連絡・通知
2.日本での生活について
（1）市役所・区役所関連手続き
（2）在留資格及び手続き
（3）宿舎等について

3.経済支援制度
（1）授業料減免制度
（2）奨学金

4.留学生支援・相談体制
学生課
キャリア支援室
教育推進課　基幹教育担当
国際交流課
メンタルヘルスセンター

5.安全保障貿易管理について
6.名古屋議定書（ABS）について

Ⅴ
留学生支援
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1. 大学からの連絡・通知
　学内外で催される諸行事の通知、奨学生の募集など大学から留学生への連絡・通知は、学生ポータル（UNIPA）へ
の掲示又は本学から貸与する「@st.omu.ac.jp」で終わるアドレスへの電子メールで行います。
　ここで連絡した事項は周知されたものとみなし、見なかったことにより生じる不利益は、学生自身の責任となり
ますので、常に確認してください。

　この章では、大阪公立大学で学ぶ留学生の皆さんが、快適に学習や研究活動に励めるよう、本学での修学や日本
での生活に必要な情報を紹介しています。
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2. 日本での生活について

①住民登録
　定住する住所が定まってからすみやかに行う必要が
あります。在留カードを持って、居住地の市（区）役所で
住所を届け出てください。
　日本国内で転居、転入など住所変更を行った場合は、
旧居住地での転居・転出の届出を行った後、新居住地で
転入の届出を行ってください。
　住所の届出を行ったら、必ず学生ポータル（UNIPA）
に在留カードのコピー（表裏両面）をアップロードして
ください。

②国民年金への加入
　日本国内に住んでいる20歳から60歳までの人は、
国民年金に加入することになっています。保険料につ
いては、所得が基準額以下の場合には保険料の納付猶
予がされますので、市区町役所の窓口で相談してくだ
さい。年金保険の保険料を6か月以上支払った日本国
籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保
険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本の住所を
有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求す
ることができます。詳細は、住居地の市区町村の国民年
金担当窓口へお問い合わせください。

③社会保障・税番号（マイナンバー）
　住民票を有する市民（3か月以上日本に滞在する外
国人を含め）一人ひとりに12桁のマイナンバー（個人
番号）が付与されます。この12桁の番号は、在留カード
に記載のものとは異なります。番号通知カードに同封
の申請書で申請すれば、個人番号カードが交付されま
す。この番号は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生
活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税
の手続きなど、法律や条例で定められた行政手続きに
おいて利用されています。そのため、役所で手続きをす
るときなどに提出を求められることがあります。

④国民健康保険と医療費
　国民健康保険制度は、医療費の負担を軽くするため
に、加入者が掛け金を出し合い、医療費にあてる相互扶
助を目的とした全国的な制度で、各地方自治体がその
事務を取り扱っています。3か月以上日本に滞在する
留学生は、すべて（同伴家族も含む）国民健康保険への
加入が義務付けられています。
　加入者は、保険料を支払わなければなりませんが、こ
の保険によって治療費や入院費の30％を負担するだ
けで済みます。医療機関にいく時には必ず国民健康保
険被保険者証を持って行き、窓口で提示してください。
この保険は、通常、海外旅行傷害保険では対象外とされ
る歯科疾病・慢性疾患や出産費にも適用される部分が
あります。
　加入手続きは、在住の市（区）町村の国民健康保険担

当課で行いますが､この時には「パスポート」、「在留カ
ード｣、「印鑑」（お持ちの方）の提示が必要です。また、前
年の収入が基準額以下の場合には、保険料の減額申請
もできますので、在住の市（区）町村の国民健康保険担
当課の窓口でお問い合わせください。
　（1）�在留期間3か月以上の留学生は、「国民健康保険」

に加入しなければなりません。
　（2）�加入手続は、居住している区役所（大阪市内・堺

市内など）、市区町村の国民健康保険課で行って
ください。

　（3）�国民健康保険に加入するには、保険料を払う必
要があります。� �
ただし、留学生の場合「所得」が無いことを申告
すれば、保険料が減額されます。窓口で相談して
ください。

　（4）�入院等で医療費が高額になった場合、「国民健康
保険」から「高額療養費」として、払い戻しの制度
があります。窓口で相談してください。

（1）市役所・区役所関連手続き

【在留資格】
　出入国管理及び難民認定法第22条の2で定められて
いる在留資格をいいます。留学生の場合は、原則、｢留
学」になります。
①在留資格の取得
　到着した空港（海港）では、入国審査官が旅券は有効
か、有効な査証を取得しているか、その他入国目的、滞
在予定期間などについて審査を行います。その結果、入
国（上陸）が許可されると、在留資格と在留期間が決定
され、｢上陸許可」の印が旅券面に押されます。
②在留資格の変更
　現在認定されている在留資格を変更する場合は、最
寄りの出入国在留管理庁で在留資格の変更許可を受け
なければなりません。ただし、変更は、申請すれば必ず
許可されるというものではありません。
　大学の留学生の在留資格は原則として「留学」になっ
ています。（授業料減免の申請、奨学金応募などには、在
留資格「留学」が必要です。）

【在留手続き】
①住所の届出
　届出の手続きは、定住する住所が定まってからすみ
やかに行う必要があります。在留カードを持って、住居
地の区役所で住所を届け出てください。
　日本国内で転居、転入など住所変更を行った場合は、
旧住居地での転居・転出の届出を行った後、新住居地で
転入の届出を行ってください。住所の届出を行ったら、
必ず学生ポータル（UNIPA）に在留カードの表裏両面
をアップロードしてください。

（2）在留資格及び手続き
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②在留カードと在留期間の更新
　在留カードは、日本に中長期間滞在できる在留資格
及び在留期間をもって適法に在留する者であることを
証明する「証明書」としての役割を持つ重要な書類です
ので、常に携帯してください。進学、進級などで当初の
在留期間を超えて引き続き日本に滞在する時は、在留
期間更新の手続きが必要です。出入国在留管理庁は、在
留期限の日の3か月前から更新許可申請を受け付けま
すので、在留期間の満了する当日までに、下記の〔必要

書類〕を提出し、必ず手続きを行ってください。以下の
必要書類のうち①の「所属機関等作成用」については中
百舌鳥キャンパスは学生課、杉本キャンパスでは教育
推進課証明書窓口で発行します。⑤の奨学金受給証明
書は学生課で発行します。⑥成績証明書は教育推進課
で発行します。申請を受けてから書類の発行までに1
週間程度かかりますので、時間に余裕を持って申請し
てください。

〔必要書類〕 在留資格「留学」の場合
① 在留期間更新許可申請書 用紙は出入国在留管理庁で入手、または法務省のWebサイトからダウンロー

ドできます。
法務省申請書様式：� �
　http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
　・「申請人等作成用1.2.3」は、本人が作成します。
　・�「所属機関等作成用1.2」については、学生課（杉本キャンパスは教育推進
課）で発行します。

② パスポート

③ 在留カード

④ 在学証明書 証明書自動発行機で発行できます。

⑤ 日本での生活経費支弁能力
を証明する書類 奨学金受給証明書は学生課で発行します。

⑥ 成績証明書
※研究生の場合は研究生証明書

証明書自動発行機で発行できます。研究生証明書は教育推進課で発行します。

⑦ 手数料 4000円

⑧ 写真 １枚 縦4cm×横3cm、最近3か月以内に撮影されたもの
（注）�1．日本語学校を修了して本学に入学し、在留期間の延長をする場合には、日本語学校での在籍日数が記載された修了証明書が必要です。��

2．他大学を卒業して本学に入学し、在留期間の延長をする場合には、前在籍校の卒業証明書が必要です。� �
3．その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。� �
4．在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。� �
5．特に入学・進学、長期休暇の時期は、出入国在留管理庁が大変混雑します。早めに手続きをしましょう。

は、あらかじめ、住居地を管轄する地方出入国在
留管理官署において再入国許可を受けるように
してください。� �
※「みなし再入国許可」に手数料はかかりません。

　なお、特別な事情により1年以上出国する場合は、�
これまで通り、「再入国許可書」を申請する必要があり
ます。
　一時出国する時は、必ず前もって所属する学域・学
部、研究科（教務担当）に連絡し、一時出国届をフォーム
ズで申請してください。特に、国費留学生は、奨学金受
給のためのサインなど大切な手続きがあるので、一時
出国するときは、必ず届けてください。
　学生Navi＞学生生活＞一時出国届（留学生用）
　https://portal.omu.ac.jp/stu_information/
Lists/seikatsu/AllItems.aspx

④在留資格外活動とアルバイト
　在留資格が「留学」の場合は、働いて収入を得ること

③一時出国及び再入国
　1年以内に再入国する場合、有効な旅券（パスポー
ト）及び在留カードを持参すれば、原則として再入国許
可を受ける必要がなくなりました。（この制度を「みな
し再入国許可」といいます。）
▼�「みなし再入国許可」で出国するときは次の点に注意
してください。

　（1）�出国する際には、みなし再入国許可で出国する
ことを再入国出国記録（再入国EDカード）の所
定の欄に記載し、出国審査で旅券と同出国記録
とともに必ず在留カードを提示してください。

　（2）�みなし再入国許可で出国した方は、出国後1年が
経過する日又はまたは在留期間の満了する日の
いずれかの早い日までに再入国しないと、在留
資格が失われることになります。

　（3）�みなし再入国許可で出国した方は、その有効期
限を海外で延長することはできません。したが
って、1年を超えて出国する可能性がある場合
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は認められていません。しかし、学費や生活費を補う必
要があってアルバイトをする場合には、出入国在留管
理局の資格外活動許可を得て働くことができます。た
だし、許可を受けずにアルバイトをすると罰則や強制
退去の対象となってしまうので、注意してください。
　許可される労働時間の基準は、正規生及び研究生で
は1週間に28時間以内、聴講生では1週間に14時間以
内とされています。ただし、長期休暇期間中は、1日に
つき8時間以内の労働が認められています。
　資格外活動（アルバイト）を行うにあたっては、次の
事項を遵守してください。
　○�許可された範囲内でアルバイトを行うこと。
　○�風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所でのア

ルバイトは行わないこと。
　（注）
　�　長期休業期間中とは、本学の学則で定めている夏
季、冬季、春季休業の期間を指します。ただし、夏季、
春季に設けられている研修期間は、長期休業には含
まれません。

　�　なお、卒業後にアルバイトを行うことは許可され
ていません。卒業後は直ぐにアルバイトを終了して
ください。

⑤ 卒業後も継続して就職活動を行う場合の手続きにつ
いて

　在学中から行っている就職活動を、卒業後も継続す
る場合には、在留資格「特定活動」へ資格変更をするこ
とができます。在留期間は6か月で1回のみ更新が認め
られ最長1年の滞在が認められます。申請のためには、
大学からの推薦状が必要ですので学生課キャリア支援
室に申請してください。
※�この制度は、正規生のみに適用されます。研究生、科
目等履修生等の非正規生には適用されません。

　留学生向けの宿舎等には、本学が所有する宿舎と、留
学生支援財団等が運営する宿舎等があります。入居希
望者が入居定員を上回った場合、審査を行う場合があ
ります。現在、留学生が入居している宿舎は次のとおり
です。

①留学生用宿舎
大阪公立大学の宿舎
　募集については、Webサイト等を通じて行います。
原則として入居資格は留学生のみ、入居期間は1年間
です。

（3）宿舎等について

⑥在留カードの返納について
　母国に帰国（一時帰国を除く）する場合、在留カードの
有効期間が満了した等の場合、失効した日から14日以
内に在留カードを返納しなければなりません。返納方
法については、住居地を管轄する地方出入国在留管理
官署に直接持参していただくか、東京出入国在留管理
局おだいば分室宛に送付して返納してください。期限
内に返納しないと罰金に処せられることがあります。

⑦その他
　家族の呼び寄せなどは、出入国在留管理庁のWebサ
イトをご覧ください。
　https://www.moj.go.jp/isa/index.html

充実した留学生活のために在留資格の更新・
資格外活動許可の申請は忘れずに!!
　在留資格の更新を忘れたり、資格外活動の許可
を得ずにアルバイトをしたりすると、本人が法律
等に基づいて処分されるだけでなく、大阪公立大
学で学ぶ留学生全員に悪影響が出るおそれがあり
ます。

宿舎名 居室数 入居資格 家賃（月額） 所在地・最寄駅

国際交流宿舎 単身用：29室
世帯用：2室

外国人留学生
（�私費留学生、正規学生、
新入生優先）

単身：15,000円
世帯向：32,400円
（水道代・Wi-Fi使用料含む）

堺市北区東上野芝町2-438
JR線上野芝駅 徒歩７分

国際交流会館
I-wingなかもず 単身用：80室 外国人留学生

（交換留学生優先）
37,800円
（電気・水道料含む）

堺市中区学園町1番1号
（中百舌鳥キャンパス内）
地下鉄・南海線中百舌鳥駅
徒歩25分
南海線白鷺駅 徒歩15分

白鷺留学生
宿舎 家族用：3室 外国人留学生

（正規学生、新入生優先）
48,000円
（電気・水道・ガス料含む）

堺市東区白鷺町1丁24番
（UR白鷺団地内借上）
南海線白鷺駅 徒歩10分

りんくう留学生
宿舎

単身用：8室
世帯用：3室

外国人留学生
（正規学生、新入生優先）

単身：36,000円
世帯：48,000円
（電気・水道・ガス料含む）

泉佐野市各所
（民間アパート借上）
JR・南海線りんくうタウン駅
徒歩10～40分
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②民間住宅
　民間の住宅を借りるときは、不動産業者を通じて契
約するのが一般的です。また、連帯保証人、敷金及び礼
金など日本独自の取引習慣があります。
　部屋を決めるときは実際に物件を見て、入居条件に
ついてよく話し合ってください。契約内容をしっかり
と把握しておかないと、入居後にトラブルが起きるこ
とになります。
　また、火災や階下への水漏れ事故に備えて損害保険
に加入するようにしてください。

留学生を支援する財団が所有する宿舎
宿舎名

（運営先） 募集時期 入居資格 入居期間 家賃（月額） 所在地

大阪府堺留学生会館
オリオン寮
（大阪府国際交流財団）

1月中旬
（空室は随時）

単身の私費留学生
（在留資格｢留学」）

2年以内
（延長可）

33,000円
（水道・ガス・�
インターネット
使用料含む）

堺市北区
東上野芝町
2-226

上野芝女子学生寮
（小野奨学会）

2月～3月
（三次募集まで有） 単身の女子留学生 － 5,500円

堺市西区
上野芝向ヶ丘町
6-2-3

（注）家賃については2023年4月現在のものであり、今後改定されることがあります。
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3. 経済支援制度

　経済的な理由により授業料納付が困難であり、学力
基準を満たす私費留学生（正規課程に在籍する者）は、
本人の申請に基づき、学内選考のうえ、授業料が減額又
は免除される制度があります。

①対象：�正規課程に在籍する私費外国人留学生（外
国政府派遣留学生は除く）� �
在留資格が「留学」の者

②申請：�4月中旬（3月に詳細を学生ポータル
（UNIPA）及び掲示板でお知らせします。）

③減免額：授業料の全額、3分の2、3分の1
④問い合わせ先：学生課

　必ず申請者が所定の期日に提出してください。
　期限を守らなかった場合は申請を受理できません。
提出書類や学業成績などを厳正に審査し、選考の結果、
減免又は免除される者が決定されます。なお、本制度は
予算の範囲内で実施のため、必ずしも全員に減免が認
められるわけではありません。

（1）授業料減免制度
①日本政府国費外国人留学生制度
　日本政府（文部科学省）の奨学金を受けている国費�
留学生の場合は、月額143,000円（研究生）、月額
144,000円（前期博士課程）、145,000円（後期博士課
程）が給付されます。また地域加算として、月額2,000
円または3,000円が月額単価に加算されます。（金額に
ついては2023年3月現在のものであり、今後改訂され
ることがあります。）

②私費留学生各種奨学金
　奨学金には大学が推薦するものと本人が直接財団に
応募するものがあります。
　大学推薦のものは、学内選考を経て学生課から募集
先の財団等に推薦します。大学推薦の奨学金の募集要
項と応募手続きは、学生ポータル（UNIPA）でお知らせ
します。（また、応募条件によっては学生課から直接本
人にお知らせする場合もあります。）見落としの無いよ
う注意して、必ず定められた期限内に手続きを行って
ください。奨学金の受給は競争が激しく、現実は大変厳
しいことを承知しておいてください。

（2）奨学金
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4. 留学生支援・相談体制

学生課
　－授業料減免に関すること
　－奨学金に関すること
　－�留学生宿舎及びその他の宿舎に関するこ

と
　－�外国人留学生チューター・サポーターに

関すること
　－�メンタルヘルスセンターの予約サポート

◦チューター・サポーター制度
留学生にとって日本人学生と同じように勉学するのは大変
なことです。本学では外国人留学生に日本語能力や基礎学力
を補充して、学習上の援助をおこなうとともに、日常生活の
助言などをおこなうため、チューター制度を設けています。
内部進学の大学院生を除き、希望に応じて在学中に１年間チ
ューターによるサポートを受けることができます。新入生に
ついて、中百舌鳥キャンパスでは指導教員を通じて希望を確
認します。杉本キャンパスでは学生本人より希望確認を行い
ます。チューターが配置されるまでの期間、入国・入学直後に
必要な手続きのサポートが必要な人には、サポーターを配置
します。

キャリア支援室
　－日本での就職活動について

◦日本での就職活動について
キャリア支援室では専門のキャリアコンサルタントが日本
での就職活動についての相談に応じています。相談は日本語
での対応です。相談希望の方は、予約が必要です。TEL、就職
支援ナビから予約してください。

教育推進課　基幹教育担当
　－「日本語」・日本事情の開講
　　（対象：学域・学部学生）

◦「日本語」・日本事情の開講
留学生の日本語能力の向上や日本理解の促進に役立つよう、
「日本語」・「日本事情」を開講しています。単位の修得が可能
です。

国際交流課
　－留学生の日本語学習支援に関すること
　－留学生のための各種行事

◦留学生の日本語学習支援
日本語能力の向上を目指す留学生を対象として、日本語学習
支援を実施しています。（ただし、正規科目ではありませんの
で、受講しても単位の取得はできません。）また、無料で教材
の貸出も行っています。
◦留学生のための各種行事
日本文化・歴史・自然等に触れる機会や留学生と学内関係者
等との交流親睦をはかるため、様々なイベントを開催してい
ます。留学生が日本や大阪の文化に触れられるよう、「日帰り
研修」や「日本語弁論大会」をはじめ、地域の小中高校と留学
生の交流等、大学や学外留学生団体主催の行事がありますの
で、積極的にご参加ください。各種行事の募集や通知は､その
都度学生ポータル（UNIPA）に掲載します。

メンタルヘルスセンター
　－専門のカウンセラーによる相談

大阪公立大学メンタルヘルスセンター
https://www.omu.ac.jp/mhc/

（参考）学外相談窓口
◇大阪府　外国人情報コーナー

�大阪府国際交流財団では、府内に居住している外国人に外国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ス
ペイン語、ベトナム語、フィリピン語、タイ語、日本語）による情報提供や相談受付を行うコーナーを開設して
います。
URL：http://www.pref.osaka.lg.jp/kokusai/soudan/

◇大阪外国人雇用サービスセンター
日本国が外国人の方の就職相談サービスを開設しています。留学生の方も就職相談することができます。
所在地：〒530-0017　大阪市北区角田町8-47阪急グランドビル16階　TEL：06-7709-9465
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5. 安全保障貿易管理について
　安全保障貿易管理とは、我が国を含む国際的な平和
及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な
技術や貨物が、我が国及び国際的な平和と安全を脅か
すおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行う
おそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や
貨物の輸出の管理を行うことです。日本では「外国為替
及び外国貿易法（外為法）」を根拠法としています。規制
の対象となっている貨物の輸出、技術の提供等を行う
には経済産業大臣の許可が必要で、無許可で輸出・提供
すると法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されること
があります。
　大学においても、国際交流活動や研究活動を通じて、
機微な貨物・技術が大量破壊兵器の開発やテロリスト
集団等に渡らないよう十分に管理する必要があり、本
学では、外為法に加えて、「大阪公立大学及び大阪公立
大学工業高等専門学校安全保障輸出管理規程」及び「安
全保障輸出管理取扱要項」に基づき対応しています。
　武器・兵器開発の研究等とは関係ないと思われる場
合でも極めて広範囲にわたる物資・機材・技術が軍民両
用であり、意に反し、大量破壊兵器等に転用利用される
恐れがあります。

　こうした事態を招かないために、留学生の皆さんは、
特に次の点に留意してください。
◦�日本から他国へ外為法で規制されている貨物を絶対
に輸出しないでください。（送付・持出禁止）
◦�いかなる国に対しても、外為法で規制されている技
術を絶対に提供しないでください。� �
（例：口頭伝達、E-mail、紙媒体、CD-ROM、記憶媒体、
見学や国際会議の際のプライベートな伝達）
◦�大学の所有物である貨物の輸出又は大学に入学して
から指導を受けた技術の提供をする場合は、必ず事
前に指導教員に相談してください。（在学中の一時帰
国時や卒業後など）

安全保障貿易管理に関するリーフレット
（経済産業省Webサイトより）
　�https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/
shiryo/handbook.pdf

【安全保障輸出管理に関する問い合わせ先】
研究推進課　�安全保障輸出管理担当� �

gr-knky-gaitame@omu.ac.jp

69

Ⅰ
学
生
生
活
の
は
じ
め
に
Ⅱ
学
生
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
Ⅲ
課
外
活
動

Ⅳ
進
路

Ⅴ
留
学
生
支
援

Ⅵ
学
生
生
活
で
の
諸
注
意
Ⅶ
資
料
編



6. 名古屋議定書（ABS）について
　2017年8月20日、日本は名古屋議定書の締結国と
なりました。この結果、生物多様性条約に対して、より
一層の注意が必要になりました。海外の遺伝資源（生物
サンプル）を研究目的で使用する場合や持ち出しを行
う場合、提供国の法令が定める手続きに従って遺伝資
源を取得する必要があります。もし提供国に無断で持
ち帰った遺伝資源で研究開発を行った場合、逮捕され
るなど、あなたや大学にとって、重大なリスクを抱える
ことになります。
　こうした事態を招かないために、留学生の皆さんは、
特に次の点に留意してください。
（※遺伝資源例：生物の生体・死体、DNA、RNA、標本、
販売されている生物、伝統的知識（薬草の効果）等）
◦�許可を得ずに、自ら外国の遺伝資源を採取し、日本国
内に持ち込まないでください。

◦�許可を得ずに、外国の研究機関が入手した遺伝資源
を日本国内に送付しないでください。

◦�遺伝資源を日本国内に持ち込む又は送付する場合
は、必ず事前に指導教員に相談してください。

CBD事務局Webサイト（国際クリアリングハウス）
https://absch.cbd.int/

環境省ＡＢＳWebサイト
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/index.html

国立遺伝学研究所ABS学術対策チーム
https://idenshigen.jp/

留学生用ABSガイドブック（英語）
https://idenshigen.jp/abs_tft/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / a b s _ g u i d e B o o k _
english_20211021.pdf

【ABSに関する問い合わせ先】
研究推進課　ABS担当　gr-knky-abs@omu.ac.jp
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1.  Information / Announcements
from the University

2. Life in Japan
(1) �Procedures�at�a�Municipal�Office
(2) �Status�of�Residence�and�Procedures
(3) Dormitories,�etc.

3. Financial Support Programs
(1) �Tuition�Fee�Reduction�/�Exemption
(2) Scholarships

4.  International Student Support /
Consultation
Student�Affairs�Division
Career�Center
Academic�Affairs�Division
International�Relations�Division
Mental�Health�Center

5. Security Export Control
6.  Nagoya Protocol on Access and Benefit-

sharing (ABS)

V.  Support for
International Students
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� This�chapter�introduces�information�necessary�to�study�at�our�university�and�live�in�Japan�so�that�
international� students� studying�at�Osaka�Metropolitan�University�can�comfortably�engage� in�
learning�and�research�activities.

1.  Information / Announcements   
from the University

� Information�and�announcements� from� the�university� to� international� students,� including�
notification�of�various�events�held�inside�and�outside�the�university�and�recruitment�of�scholarship�
students,�are�provided�through�OMU�UNIPA�and/or�emails�sent�to�addresses�ending�with�“@st.
omu.ac.jp”�lent�by�the�university.
� The� information�and�announcements�provided�here�are�considered� to�be�publicized,�and�
students�shall�be�responsible�for�any�disadvantages�caused�by�not�checking�them.�So�please�always�
check�them.
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2. Life in Japan

① Resident registration
� Resident� registration�must�be� conducted�
soon�after� your� address�has�been�decided.�
Please�take�your�residence�card�to�the�municipal�
office� in�your�place�of�residence�and�submit�a�
notification�of�address.
� If� you� change� your� address� in� Japan�by�
moving,�please�submit�a�notification�of�change�
of�address�or�moving�out�to�the�municipal�office�
in�your�old�place�of�residence,�and�then�submit�
a�notification�of�moving� in� to� the�municipal�
office�in�your�new�place�of�residence.
� After�submitting�a�notification�of�address,�
please� be� sure� to� upload� a� copy� of� your�
residence�card�(both�front�and�back�sides)� to�
OMU�UNIPA.

② Participation in the National Pension Plan
� All� residents� in�Japan�between�the�ages�of�
20�and�60�are�supposed�to� join� the�National�
Pension� Plan.� If� your� income� is� below� the�
standard�amount,�you�can�defer�payment�of�
the�pension�premiums.�So�please�consult�with�
the�municipal�office.� If�those�who�do�not�have�
Japanese�nationality�and�have�paid�pension�
premiums� for� six�months�or�more� lose� their�
insured�status�under� the�National�Pension�or�
Employee’s�Pension�and�leave�Japan,�they�can�
claim�a� lump-sum�withdrawal�payment�within�
two�years�from�the�date�they�no�longer�have�an�
address�in�Japan.�For�details,�please�contact�the�
National�Pension�counter�at�the�municipal�office�
in�your�place�of�residence.

③ Social security / tax number (My Number)
� A�My�Number� (Individual� Number)� is� a�
12-digit� identification�number� given� to� all�
individuals� registered�as� residents� in� Japan�
(including�foreigners�staying�in�Japan�for�three�
months� or�more).� This� 12-digit� number� is�
different�from�the�one�on�your�residence�card.�
If�you�apply�with�the�application�form�enclosed�
with�the� Individual�Number�Notification�Card,�
you�will�be� issued�an� Individual�Number� (My�
Number) � Card. � Th is � number � i s � used� in�

administrative�procedures� stipulated�by� laws�
and�ordinances,�such�as�procedures�related�to�
pensions,�employment� insurance,�and�medical�
insurance,�procedures�for�livelihood�protection,�
children’s� allowance,� and� other�welfare�
benefits,�and�procedures� for� final� tax� returns�
and�other� tax-related�processes.�Accordingly,�
you�may�be�required�to�submit�your�Individual�
Number�when�you�follow�the�procedures�at�the�
municipal�office.

④  National Health Insurance and medical 
expenses 

� National�Health� Insurance� is�a�nationwide�
mutual�aid�program,�whereby�subscribers�share�
their� premiums� to� reduce� their� burden� of�
medical� expenses.� Procedures� for�National�
Health� Insurance�are�handled�by�each� local�
government.�All� international�students�staying�
in�Japan�for�three�months�or�more�are�obliged�
to� join�National�Health� Insurance� (including�
accompanying�family�members).
� Although�subscribers�have�to�pay� insurance�
premiums,�they�only�have�to�pay�30%�of�their�
medical�treatment�and�hospitalization�expenses�
i f � they� are� enrol led� in � Nat ional � Health�
Insurance . � When� you � go � to � a � med ica l�
institution,�please�be�sure�to�take�your�National�
Health� Insurance� card� and� show� it� at� the�
reception.� This� insurance�also� covers� some�
dental�and�chronic�diseases�and�childbirth�costs,�
which�are�not�normally� covered�by�overseas�
travel�accident�insurance.
� Procedures� to� join� the�National� Health�
Insurance�are�carried�out�at�the�National�Health�
Insurance�Section�of�the�municipal�office�in�your�
place�of� residence.� For� the�procedures,� you�
need�to�present�your�passport,�residence�card,�
and�seal�(if�you�have�one).�If�your�income�in�the�
previous�year�is�less�than�the�standard�amount,�
you� can�apply� for� a� reduction� in� insurance�
premiums,� so�please� inquire�at� the�National�
Health�Insurance�Section�of�the�municipal�office�
in�your�place�of�residence.
� (1)��International� students�with�a�period�of�

stay�of�three�months�or�more�must� join�
the�National�Health�Insurance.

� (2)��Please� follow�the�procedures� to� join� the�

(1)  Procedures   
at a Municipal Office
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【Procedures related to the status of residence】
① Notification of address
� You�need�to�submit�a�notification�of�address�
soon�after� your� address�has�been�decided.��
Please�take�your�residence�card�to�the�municipal�
office�in�your�place�of�residence�and�follow�the�
necessary�procedures.
� If� you� change� your� address� in� Japan�by�
moving,�please�submit�a�notification�of�change�
of�address�or�moving�out�to�the�municipal�office�
in�your�old�place�of�residence�and�then�submit�
a�notification�of�moving� in� to� the�municipal�
office� in� your�new�place�of� residence.�After�
submitting�a�notification�of�address,�please�be�
sure�to�upload�a�copy�of�your� residence�card�
(both�front�and�back�sides)�to�OMU�UNIPA.

②  Renewal of the residence card and period 
of stay

� The�residence�card�is�an�important�document�
that�serves�as�a�certificate�to�prove�that�you�are�
legally� staying� in� Japan�with� a� status� of�
residence� and�period�of� stay� that� allows� a�
medium-� to� long-term�stay.�So�please�always�
carry� it�with� you.� If� you�want� to� continue�
staying� in�Japan�beyond�your� initial�period�of�
stay�due� to�going�on� to�higher�education�or�
moving�up�to�a�higher�grade,�you�need�to�apply�
for�an�extension�of�your�period�of� stay.�The�
Immig ra t ion � Se rv i ce s � Agency � accept s�
applications�for�the�extension�of�period�of�stay�
from�three�months�before�the�expiration�date�
of�the�period�of�stay.�Please�be�sure�to�submit�
the�following�required�documents�and�follow�
the�procedures�by�the�expiration�date�of�your�
period� of� stay.�Of� the� following� required�
documents,�①�Application� for� Extension�of�
Period�of�Stay� (for�organization)� is� issued�by�
Student�Affairs�Division�on�Nakamozu�campus,�
and�by�Academic�Affairs�Division�on�Sugimoto�
campus.�⑤�Certificate�of�Receipt�of�Scholarship�
is�issued�by�the�Student�Affairs�Division.�Since�it�
takes� approximately� a�week� to� issue� these�
documents�after�we�receive�your�application,�
please�allow�plenty�of�time�when�you�apply.

【Status of residence】
� The�status�of�residence�is�given�according�to�
the�provisions�of�Article�22-2�of�the�Immigration�
Control� and� Refugee� Recognition�Act.� In�
principle,� international�students�are�given�the�
status�of�residence�of�“Student.”
① Acquisition of the status of residence
� At�the�airport�(seaport)�where�you�arrive,�an�
immigration� inspector� checks�whether� your�
passport�is�valid,�whether�you�have�a�valid�visa,�
what�is�the�purpose�of�your�visit,�how�long�you�
plan�to�stay� in�Japan,�and�other�matters.�As�a�
result,� if�you�are�permitted� to�enter� (land� in)�
Japan,�your�status�of� residence�and�period�of�
stay�are�determined,�and�landing�permission� is�
stamped�in�your�passport.
②  Change in status of residence
� If � you�want� to� change� your� currently�
authorized�status�of�residence,�you�must�apply�
for� permission� to� change� your� status� of�
residence�at� the�nearest� immigration�services�
bureau�/�office.�However,�please�note�that�even�
if�you�apply,�you�will�not�always�be�permitted�
to�change�your�status�of�residence.
� The� status�of� residence� for� international�
students�at�a�university�is�“Student,”�in�principle.�
(When�you�apply� for� tuition� fee� reduction�or�
exemption�and�scholarships�etc,�you�must�have�
the�status�of�residence�of�“Student.”)

(2)  Status of Residence   
and Procedures

National�Health�Insurance�at�the�National�
Health�Insurance�Section�of�the�ward�office��
(if�you�live�in�Osaka�City,�Sakai�City,�etc.)�
or�of�municipal�office� in�your�place�of�
residence.

� (3)��To� join� the�National�Health� Insurance,�
you�need�to�pay�insurance�premiums.� �
However,�international�students�can�have�
their�insurance�premiums�reduced�if�they�
declare� they� have� no� income.� Please�
consult�with�the�staff.

� (4)��If�your�medical�expenses�are�high�due�to�
hospitalization�or�other�reasons,�there� is�
a�refund�system,�whereby�you�can�receive�
High-Cost�Medical�Expense�Benefits�from�
the�National�Health� Insurance� system.�
Please�consult�with�the�staff.
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〔Required Documents〕 If your status of residence is “Student”:

① Application for 
Extension of Period of 
Stay 

The�application� forms�are�available�at� the� Immigration�Services�
Agency�or�can�be�downloaded�from�the�website�of�the�Ministry�of�
Justice.
Ministry�of�Justice�Application�Forms:� �
　http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
　・�The�Application�for�Extension�of�Period�of�Stay�“For�applicant,�
part�1,�part�2,�and�part�3”�should�be�filled�out�by�the�applicant.

　・�The�Application�for�Extension�of�Period�of�Stay�“For�organization,�
part�1�and�part�2”�are�issued�by�the�Student�Affairs�Division.

② Passport
③ Residence Card
④ Certificate of 

Enrollment
A�Certificate�of�Enrollment�can�be�issued�by�an�automatic�certificate�
machine.

⑤ Document showing 
the economic ability 
to live in Japan

A�Certificate�of�Receipt�of�Scholarship� is� issued�by� the�Student�
Affairs�Division.�

⑥ Transcript
* a certificate of research 
student if you are a research 
student

A�transcript�can�be�issued�by�an�automatic�certificate�machine.
A�certificate�of� research� student� is� issued�by�Academic�Affairs�
Division.

⑦ Handling charge: 
4,000 yen

⑧  ID photo (one piece) 4�cm�long�x�3�cm�wide,�taken�within�the�last�three�months

(Notes)�1.��If�you�want�to�extend�your�period�of�stay�period�after�completing�studies�at�a�Japanese� language�school�and�
entering�our�university,�you�need�a�certificate�of�completion�stating�the�number�of�days�you�have�been�enrolled�in�
the�Japanese�language�school.

� �2.��If�you�want�to�extend�your�period�of�stay�after�graduating�from�another�university�and�entering�our�university,�
you�will�need�a�graduation�certificate�from�your�previous�university.

� �3.��You�may�be�required�to�submit�other�certificates�at�the�discretion�of�the�Immigration�Services�Agency.
� �4.��If�you�miss�the�expiration�date�of�your�period�of�stay�by�even�one�day,�you�will�be�considered�to�be�staying� in�

Japan�illegally.�Please�be�careful�to�follow�the�procedures�to�extend�your�period�of�stay�as�soon�as�possible.
� �5.��The�Immigration�Services�Agency�is�very�crowded,�in�particular,�at�the�time�when�students�enter�a�school�or�go�on�

to�higher�education�and�during�long�holidays.�You�are�advised�to�follow�the�procedures�as�early�as�possible.

③ Temporary departure and re-entry
� If�you�re-enter�Japan�within�one�year�after�
leaving�Japan�temporarily,�you�no�longer�need�
to�obtain�a�re-entry�permit,� in�principle,� if�you�
bring�a�valid�passport�and�residence�card�with�
you.�(This�system�is�called�the�“special�re-entry�
permit�system.”)
▼�Please�note�the�following�points�when�leaving�
Japan�with�a�special�re-entry�permit.

� (1)��When�you�leave�Japan,�please�state�that�
you�are� leaving�Japan�with�a�special� re-
entry�permit�in�the�designated�column�of�
the� Embarkation�and�Disembarkation�
Card�for�Reentrant�(ED�card),�and�be�sure�
to�show�this�card�as�well�as�your�passport�
and�residence�card�at�immigration.

� (2)��Those�who�have�left�Japan�with�a�special�
re-entry�permit�will� lose� their� status�of�
residence�unless�they�re-enter�Japan�by�
the�day�when�one�year�has�passed�since�
they� left� Japan�or� the�day�when� their�
period�of�stay�expires,�whichever�comes�
first.

� (3)��Those�who�have�left�Japan�with�a�special�
re -entry � permit � cannot � extend� i ts�
expiration�date�overseas.�Accordingly,� if�
you�have�the�possibility�of�staying�outside�
of�Japan�for�more�than�one�year,�please�
obtain�a�re-entry�permit�in�advance�at�the�
regional� immigration� services�bureau�/�
district�immigration�services�office�that�has�
jurisdiction�over�your�place�of�residence.� �
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*�There� is�no�fee�to�obtain�a�special� re-
entry�permit.�

� If�you�stay�outside�of�Japan�for�more�than�
one�year�due�to�special�circumstances,�you�need�
to�apply�for�a�re-entry�permit�as�in�the�past.
� If�you�will� leave�Japan�temporarily,�please�be�
sure�to�contact�the�college�/�faculty�or�graduate�
school�(Academic�Affairs�Section)� to�which�you�
belong�and�submit�Temporary�Leave�Notice�Form�
online.�Moreover,�there�are�important�procedures�
that�must�be�followed,�in�particular,�by�government-
sponsored�international�students,�including�signing�
to�receive�a�scholarship.�So�please�be�sure�to�submit�
the�notice�form�if�you�will�leave�Japan�temporarily.
Online�Temporary�Leave�Notice�Form:�
� 学生Navi＞学生生活＞一時出国届（留学生用）
� https://portal.omu.ac.jp/stu_information/
Lists/seikatsu/AllItems.aspx

④  Activities other than those permitted under 
the status of residence and part-time jobs

� If�your�status�of�residence�is�“Student,”�you�
are� not� allowed� to�work� to� earn� income.�
However,� if� you�need� to�work�part-time� to�
cover�your�tuition�fees�and�living�expenses,�you�
may�work�after�obtaining�a�permit�to�engage�in�
activities�other�than�those�permitted�under�the�
status�of�residence�at�the� immigration�services�
bureau�/�office.�However,�please�note�that� if�
you�work�part-time�without�permission,�you�will�
be�subject�to�penalties�or�deportation.
� The�standard�working�hours�allowed�are�28�
hours�or�less�per�week�for�regular�students�and�
research� students� and�14�hours�or� less�per�
week�for�auditing�students.�However,�you�are�
allowed�to�work�for�eight�hours�per�day�during�
the�long�holiday�period.
� Please�observe� the� following� items� if� you�
engage�in�activities�other�than�those�permitted�
under�the�status�of�residence�(work�part-time).
� ○��Work�part-time�within�the�permitted�range.
� ○��Do�not�work�part-time�at�establishments�

involved�in�adult�entertainment�businesses.
� (Note)� �
� �� Long�holiday�periods� refer� to� summer�
holidays,�winter�holidays,�and�spring�holidays�
stipulated�by�the�university’s�rules.�However,�the�
training�period�provided�in�summer�and�spring�
holidays�is�not�included�in�long�holiday�periods.

� �� It�is�not�permitted�to�work�part-time�after�

graduation.�Please�stop�your�part-time� job�
immediately�after�graduation.

⑤  Procedures to continue job hunting after 
graduation

� If� you�want� to� continue� your� job�hunting�
activities� that�you�have�been�engaged� in�since�
before� you�graduated,� you�can�change�your�
status�of�residence� to�“Designated�Activities.”�
The�extension�of�your�period�of�stay�is�permitted�
only� once� every� six�months,� and� you� are�
permitted�to�stay� in� Japan�up�to�one�year.�To�
apply,�you�need�a�letter�of�recommendation�from�
the�university,�which�you�can�apply� for�at� the�
Student�Affairs�Division,�Career�Center.

*��This�system�applies�only�to�regular�students.�It�
does�not�apply�to�non-regular�students,�such�
as�research�students�and�credited�auditors.

⑥ Return of residence card
� If�you�return�to�your�home�country�or�your�
residence�card�has�expired,� you�must� return�
your� residence� card�within� 14�days� of� the�
expiration�date.�For�the�return�method,�please�
take� it�directly�to�the�that�has� jurisdiction�over�
your�place�of�residence,�or�return� it�by�mail�to�
the�Odaiba�Branch�Office�of�the�Tokyo�Regional�
Immigration�Services�Bureau.� If� you�do�not�
return�it�within�the�deadline,�you�may�be�fined.

⑦ Other
� Please�see�the�website�of� the� Immigration�
Services�Agency� for� information�on�bringing�
your�family�members�to�Japan.
� https://www.moj.go.jp/isa/index.html

Don’t forget to renew your status of 
residence and apply for permission to 
engage in activities other than those 
permitted under the status of residence in 
order to live a fulfilling study abroad life!!
� If� you� forget� to� renew� your� status� of�
res idence� or � work� part - t ime� without�
obtaining�a�permit� to�engage� in�activities�
other�than�those�permitted�under�the�status�
of�residence,�not�only�will�you�be�punished�in�
accordance�with�the�law,�but�all�international�
students� studying�at�Osaka�Metropolitan�
University�may�be�adversely�affected.
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① Dormitories for international students
Dormitories�of�Osaka�Metropolitan�University
� Recruitment�will�be�conducted�through�the�
university’s�website.� In�principle,�eligibility� for�
residence� is� limited�to� international�students,�
and�the�maximum�allowed�residence�period� is�
one�year.

� Accommodations�for� international�students�
include�dormitories�owned�by�the�university�and�
accommodations�operated�by� international�
student�support�foundations.�If�the�number�of�
applicants� exceeds� the� capacity� of� each�
accommodation,� they�may� be� subject� to�
screening.� The� following� dormitories� are�
currently�available�for�international�students.

(3) Dormitories, etc.

Dormitory 
name

Number of 
rooms

Eligibility for 
residence Rent (monthly) Location / Nearest 

station

International 
Residence

For�single�
students:��
29�rooms
For�families:��
2�rooms

International�students�
(Priority�is�given�to�
privately�financed�
students,�regular�
students,�and�new�
students.)

Single:�15,000�yen
Family:�32,400�yen
(including�water�and�
wi-fi�fees)

2-438�Higashi�
Uenoshiba-cho,�
Kita-ku,�Sakai�City
7-min�walk�from�
Uenoshiba�Station�on�
the�JR�Hanwa�Line

International 
House
I-wing 

Nakamozu

For�single:��
80�rooms

International�students
(Priority�is�given�to�
exchange�students.)

37,800�yen
(including�electricity�
and�water�fees)

1-1�Gakuen-cho,�
Naka-ku,�Sakai�City
(on�the�Nakamozu�
Campus)
25-min�walk�from�
Nakamozu�Station�
on�the�Subway�
Midosuji�Line�and�the�
Nankai�Koya�Line
15-min�walk�from�
Shirasagi�Station�on�
the�Nankai�Koya�Line

Shirasagi 
Dormitory

For�families:��
3�rooms

International�students
(Priority�is�given�to�
regular�students�and�
new�students.)

48,000�yen
(including�electricity,�
water�and�gas�fees)

1-24�Shirasagi-cho,�
Higashi-ku,�Sakai�City
(Rented�dormitory�in�
the�UR�Shirasagi�
housing�complex)
10-min�walk�from�
Shirasagi�Station�on�
the�Nankai�Koya�Line

Rinku 
International 

Student 
Dormitory

For�single�
students:��
8�rooms
For�families:��
3�rooms

International�students
(Priority�is�given�to�
regular�students�and�
new�students.)

Single:
36,000�yen
Family:
48,000�yen
(including�electricity,�
water�and�gas�fees)

Various�locations�in�
Izumisano�City
(Private�apartments�
rented�as�dormitories�
by�the�university)
10-�to�40-min�walk�
from�Rinku�Town�
Station�on�the�JR�
Hanwa�Line�and�the�
Nankai�Airport�Line
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Accommodations owned by international student support foundations
Dormitory name

(Operating 
organization)

Recruitment 
period

Eligibility for 
residence

Period of 
residence

Rent 
(monthly) Location

Sakai�International�
Hall�(Orion�
International�House)
(Osaka�Foundation�
of�International�
Exchange)

Mid�January
(Available�at�
any�time�if�
there�is�a�
vacancy)

Single�privately�
financed�
international�
students�(The�
status�of�
residence�must�
be�“Student.”)

Up�to�two�
years

(The�period�
may�be�
extended.)

33,000�yen
(including�
water,�gas�
and�Internet�
usage�fees)

2-226�Higashi�
Uenoshiba-cho,�
Kita-ku,�Sakai�
City

Uenoshiba�
Student�Dormitory�
for�Women
(Ono�Shogakukai)

February�to�
March

(Up�to�the�third�
round�of�
recruitment)

Single�female�
international�
students

－ 5,500�yen

6-2-3�Uenoshiba-
mukogaoka-cho,
Nishi-ku,�Sakai�
City

*�The�rent�fees�are�as�of�April�2023�and�may�be�revised�in�the�future.

② Private housing
� When�you�rent�a�private�house,�it�is�common�
to�sign�a�contract�through�a�real�estate�agent.�
In�addition,�there�are�business�practices�unique�
to� Japan,� including�getting� a� cosigner� and�
paying�a�deposit�and�key�money.
� When�deciding�on�a� room,�please� take�a�
closer�look�at�the�room�and�discuss�thoroughly�
about� the�moving-in� requirements.� If� you�do�
not�understand�the�contract�details,�you�may�
have�trouble�after�moving�in.
� In�addition,�please�be�sure�to� join�property�
insurance� in� the�case�of� fire�or�a�water� leak�
downstairs.
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3. Financial Support Programs

� We� offer� a� tuit ion� fee� reduction� and�
exemption� program� for� privately� financed�
international� students�who�are�enrolled� in�a�
regular�course�of�study�and�who�have�difficulty�
paying�tuition�fees�due�to�financial�reasons�and�
meet�the�required�academic�standards.�To�use�
the� program,� they�must� pass� the� internal�
selection�after�applying�for�the�program.

①��Eligible�students:�� �
Privately�financed�international�students�
enrolled� in� a� regular� course�of� study�
( e x c l u d i ng � f o r e i g n � go v e r nmen t�
scholarship�students)� �
International�students�whose�status�of�
resident�is�“Student.”

②��Application:�� �
Mid-April� (Details�will�be�announced�on�
OMU�UNIPA� and� bulletin� boards� in�
March.)

③��Exemption�amount:�� �
Fu l l � exempt ion� of � tu i t ion� fees � or�
reduction�of� two-thirds�or�one-third�of�
tuition�fees

④�Inquiries:�Student�Affairs�Division

� Applicants�must� submit� the� necessary�
documents�themselves�by�the�due�date.
If � they� do� not� meet� the� deadl ine,� their�
application�will�not�be�accepted.
� The�documents� to�be� submitted�and� the�
academic�performance�of�applicants�will� be�
strictly�examined,�and�those�who�can�receive�
tuition� fee� reduction� or� exemption�will� be�
determined�based�on�the�examination�results.�
Since�this�program�is� implemented�within�the�
budget,�not�all�applicants�can�receive�tuition�fee�
reduction�or�exemption.

(1)  Tuition Fee Reduction /   
Exemption ①  Japanese government scholarship student 

program
� Government-sponsored� internat ional�
students�who�receive�a� scholarship� from�the�
Japanese�government� (Ministry�of�Education,�
Culture,�Sports,�Science�and�Technology)�are�
paid�a�monthly�fee�of�143,000�yen�(for�research�
students),� 144,000� yen� (for� students� in� a�
master’s� program),� or� 145,000� yen� (for�
students� in�a�doctoral�program).�Moreover,�a�
monthly�fee�of�3,000�yen�or�2,000�yen�is�added�
as�a� regional�addition.� (The�amount� is�as�of�
March�2023�and�may�be�revised�in�the�future.)

②  Various scholarships for privately financed 
international students

� Some� scholarships� can� be� applied� for�
through� recommendation�by� the�university,�
while�others�must�be�applied� for�directly� to�
international� student�support� foundations�by�
the�students�themselves.
� F o r � s c h o l a r s h i p s � o f f e r e d � t h r o ugh�
recommendation�by� the�university,� students�
who�are�selected�through�internal�selection�are�
recommended�to�the�relevant�foundations�by�
the�Student�Affairs�Division.�The�application�
guide�and�procedures�for�scholarships�offered�
through�recommendation�by�the�university�will�
be�announced�on�OMU�UNIPA.�(Depending�on�
the�application�conditions,�the�Student�Affairs�
Division�may� notify� the� relevant� students�
directly.)�Please�be�careful�not�to�overlook�the�
notification�and�follow�the�procedures�within�
the�deadline.�Please�note�that�competition�for�
scholarships� is� very� fierce�and� that� reality� is�
often�harsh.

(2) Scholarships
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4. International Student Support / Consultation

Student Affairs Division
　－�Matters� related� to� tuit ion� fee�

reduction�and�exemption
　－Matters�related�to�scholarships
　－�Matters�related�to�dormitories�and�

o t h e r � a c c ommoda t i o n s � f o r�
international�students

　－�Matters� related� to�a� tutor�system�
for�international�students

　－�Support� for� reservation�of�Mental�
Health�Center

◦Tutor / Supporter System
It�requires�a�lot�of�effort�for�international�students�to�
study� in� the�same�way�as� Japanese�students.�The�
university�has�established�a�tutor�system�to�provide�
learning�support�to�international�students�by�helping�
them� improve� their� Japanese� language� skills�and�
basic�academic� skills�and� to�offer� them�advice�on�
daily�life.
International�students,�excluding�graduate�students�
who�have�completed�their�undergraduate�studies�at�
the�university,�can�receive�tutor�support�for�one�year�
while�in�university�if�they�wish.�For�new�students,�we�
will� confirm� their�wishes� through� their� academic�
advisor�on�Nakamozu�campus,�and�confirm� their�
wishes�by�contacting�students�onSugimoto�campus.
Temporary�supporters�can�offer�support�with�daily�
life�until�tutors�are�arranged.

Career Center
　－�Matters� related� to� job� hunting�
activities�in�Japan

◦Job hunting activities in Japan
At�the�Career�Center,�a�professional�career�consultant�
provides� consultation�on� job�hunting�activities� in�
Japan.
Consultation� is�provided� in�Japanese.� If�you�would�
like� to� seek� consultation,� you� need� to�make� a�
reservation.�Please�make�a� reservation�via�phone,�
Career�Support�Navi.

Academic Affairs Division
Nakamozu Campus Education 
Bu i ld ing  /  Sug imoto Campus 
General Education Building

　－�Opening�of�“Japanese�Language”�
and�“Japanese�Culture”�Courses

　　(Target:�Undergraduate�Students)

◦ Opening of “Japanese Language” and “Japanese 
Culture” Courses
We�offer�“Japanese� Language”� and�“Japanese�
Culture”�Courses� to� international�students� to�help�
them�improve�their�Japanese�skills�and�promote�their�
understanding�of� Japan.�Credits� can�be�obtained�
from�these�courses.
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International Relations 
Division
　－�Matte r s � re la ted � to � Japanese�

language� learning� support� for�
international�students

　－�Matters� related� to�various�events�
for�international�students

◦ Japanese language learning support for 
international students
We�provide�Japanese� language�learning�support�for�
international� students�who�aim� to� improve� their�
Japanese�language�skills.�(However,�since�this�is�not�a�
regular�course,�you�cannot�earn�credits�even� if�you�
take�it.)
We� also� lend�out� educational�materials� free� of�
charge.�
◦Various Events for International Students
We�hold�various�events� for� international� students,�
including�day� trip� training� as� an�opportunity� to�
experience�Japanese�culture,�history�and�nature,�and�
the� International� Student� Festival� to� promote�
communication�and�friendship�between�international�
students�and�faculty�and�staff�members�/�supporters�
for�international�students.�In�addition�to�these�events�
hosted�by� the�university�and�various� international�
student� support�groups,� the�Osaka� International�
House�Foundation� invites� international�students� to�
various�cultural�programs�so�that�they�can�experience�
the�culture�of� Japan�and�Osaka.�Recruitment�and�
notification�for�various�events�will�be�posted�on�OMU�
UNIPA.

Mental Health Center
　－�A�professional�counselor�is�available�

for�your�consultation

Osaka�Metropolitan�University,�Mental�Health�Center
https://www.omu.ac.jp/mhc/

Off-Campus Counseling Institution
◇Osaka�Information�Service�for�Foreign�Residents

�The�Osaka�Foundation�of�International�Exchange�provides�information�and�consultation�services�
in�foreign�languages�(English,�Chinese,�Korean,�Portuguese,�Spanish,�Vietnamese,�Filipino,�Thai�
and�Japanese)�to�foreigners�residing�in�the�prefecture.
URL：http://www.pref.osaka.lg.jp/kokusai/soudan/

◇Osaka�Employment�Service�Center�for�Foreigners:
The�Japanese�government�has�established�an�employment�consultation�service�for�foreigners.�
International�students�can�seek�employment�consultation.
Hankyu�Grand�Building�16F,�8-47�Kakuda-cho,�Kita-ku,�Osaka�530-0017�TEL:�06-7709-9465
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5. Security Export Control
� Security�Export�Control�refers�to�regulations�
concerning� the�export�of� technologies� and�
goods� that� could�be�potentially�diverted� to�
weapons� or�military� use.� Its� purpose� is� to�
prevent� such� technologies� and�goods� from�
being�passed�on� to� those�who�are� likely� to�
conduct�activities�of�concern,�such�as�nations�or�
terrorists� that�may� threaten� the�peace�and�
secur ity� of� Japan� and� the� internat ional�
community,�and�to�maintain�peace�and�security�
in� Japan�and�the� international�community.� In�
Japan,� it� is�conducted� in�accordance�with�the�
Foreign� Exchange� and� Foreign� Trade� Act�
(FEFTA).� The�permission�of� the�Minister� of�
Economy,�Trade�and� Industry� is� required� to�
export�regulated�goods�and�technologies,�and�
if�such� items�are�exported�without�permission,�
criminal�penalties�and�administrative�sanctions�
may�be�imposed�in�accordance�with�the�law.
� Universities�also�need�to�adequately�control�
goods�and�technologies�that�can�be�diverted�to�
weapons�or�military�use�so�that�they�will�not�be�
used�for�the�development�of�weapons�of�mass�
destruction,�or�passed�on� to� terrorist�groups�
through� international�exchange�activities�and�
research� activities.�We� take�measures� in�
accordance�with�FEFTA�as�well�as� the�Osaka�
Me t r o p o l i t a n � U n i v e r s i t y � a n d � O s a k a�
Metropolitan�University�College�of�Technology�
Security�Export�Control�Regulations�and� the�
Security�Export�Control�Guidelines.
� An� extremely�wide� range� of� supplies,�
equipment,�and�technologies�can�be�used�for�
both�military�and�civilian�purposes�even�if�they�

seem�to�have�nothing�to�do�with�research�on�
weapons�development.�There�is�a�risk�that�they�
will�be�diverted�to�weapons�of�mass�destruction�
contrary�to�our�will.
� T o � p r e v e n t � t h i s � f r om � h a p p e n i n g ,�
international� students� should�pay�particular�
attention�to�the�following�points.
◦�Never�export�goods�regulated�by�FEFTA�from�
Japan�to�other�countries.�(Never�send�or�take�
them�out.)
◦�Never� transfer� technologies� regulated�by�
FEFTA�to�any�country.� �
( E x amp l e s : � t r a n s f e r � t h r o u g h � o r a l�
communication,� email,� paper�media,�CD-
ROMs,�storage�media,�private�communication�
during�tours�and�international�conferences)

◦�If�you�want�to�export�goods�that�are�owned�
by�the�university�or�transfer�technologies�that�
you�have�acquired�under� the�guidance�of�
instructors� after� entering� the� university,�
please�be�sure�to�consult�with�your�academic�
advisor�in�advance.�(At�the�time�of�temporary�
return�to�your�country�while�at�university�or�
after�graduation)

Security�Export�Control�Handbook�
(from� the�website�of�Ministry� of� Economy,�
Trade�and�Industry)
　�https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/
shiryo/handbook.pdf

【Inquiries regarding Security Export Control】
Security� Export� Control� Section,� Research�
Promotion�Division� gr-knky-gaitame@omu.ac.jp
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6.  Nagoya Protocol on Access   
and Benefit-sharing (ABS)

� Japan�became�a�party�to�the�Nagoya�Protocol�
on�August�20,�2017.�As�a�result,�it�has�become�
necessary� to� pay� closer� attention� to� the�
Convention�on�Biological�Diversity.　When�we�
use� foreign� genetic� resources� (biological�
samples)� or� take� them� out� for� research�
purposes,�we� need� to� obtain� the� genetic�
resources�according�to�the�procedures�stipulated�
by�the�laws�and�regulations�in�the�country�that�
provided� them.� If� you�conduct� research�and�
development�using�genetic�resources�that�you�
have�brought�back� from� the�donor� country�
without�permission,�you�and�those� involved�at�
the�university�will� be� at� serious� risk�of,� for�
instance,�being�arrested.
� To�prevent�this�from�happening,�international�
students�should�pay�particular�attention�to�the�
following�points.
(*� Examples� of� genetic� resources:� l iving�
organisms;�their�dead�bodies,�DNA,�RNA,�and�
specimens;� organisms� for� sale;� traditional�
knowledge�(effects�of�medicinal�herbs);�etc.)
◦�Do�not� collect� foreign� genetic� resources�
yourself�and�bring�them�into�Japan�without�
permission.

◦�Do�not�send�genetic� resources�obtained�by�

foreign�research� institutes�to�Japan�without�
permission.
◦�If� you�bring�or� send�genetic� resources� to�
Japan,�please�be�sure� to�consult�with�your�
academic�advisor�in�advance.

Website�of�the�CBD�Secretariat�(ABS�Clearing-
House)
https://absch.cbd.int/

Ministry�of�the�Environment’s�website�on�ABS
http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/index.html

ABS�Support� Team� for�Academia,�National�
Institute�of�Genetics�
https://idenshigen.jp/

ABS�Guidebook�for� international� students� (in�
English)�
https://idenshigen.jp/abs_tft/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / a b s _ g u i d e B o o k _
english_20211021.pdf

【Inquiries regarding ABS】
ABS�Section,�Research�Promotion�Division
gr-knky-abs@omu.ac.jp
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Ⅵ
学生生活での諸注意
1.学生生活のルール・マナー
（1）自転車の利用・交通マナーについて
（2）�自動車・自動二輪車通学の禁止について
（3）喫煙のルール・マナーについて
（4）パスワード・学生証の管理
（5）OMUメールの利用上の注意
（6）「環境」への取組み
（7）学内での盗難について
（8）ローンやクレジットについて
（9）危険なカルトに注意
（10）悪徳商法に注意
（11）キャンパスマナー
（12）�PCやインターネット等を利用する際の注意
（13）�薬物乱用防止について� �

Stop!! ダメ。ゼッタイ。～薬物乱用のな
い社会と学生生活～

（14）�学生の飲酒について� �
イッキ飲み　要注意!!

（15）�学生による掲示、印刷物配布及び寄附募集
活動等について
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1. 学生生活のルール・マナー

【キャンパス共通事項】
■自転車の利用には登録が必要です

杉本、中百舌鳥、阿倍野、りんくうの各キャンパスで
自転車を利用する場合はキャンパスごとに登録申請
の手続きが必要です。所定の手続きの上、必ず「登録
証（ステッカー）」を自転車の見やすい場所に貼付け
てください。登録証（ステッカー）を貼っていない自
転車は、強制的に撤去します。

■ 構内では決められたスペースにきちんと駐輪してく
ださい
　自転車は所定の駐輪場に停め、歩行者や車いす利
用者、車両等の通行の妨げにならないよう枠内にき
ちんと駐輪してください。キャンパスによって自転
車乗入禁止区域などが定められていますので必ず確
認しましょう。なお、決められた駐輪スペースに駐輪
していない自転車は、移動や撤去、登録取消を行う場
合があります。

■駅や大学周辺に自転車を放置しない
　周辺住民の方などに大変な迷惑となりますので、
駅前の道路に放置したり、マンションなどに無断で
駐輪せずに、駅駐輪場及び各キャンパスの駐輪場を
利用してください。

■交通ルール・マナーを守りましょう 
　車道にまで広がって歩くなどの行為は大変危険で
す。交通事故の原因となりますので、車道は歩かない
でください。また、他の方の通行の妨げになります�
ので、歩道であっても広がって歩かないようにしま
しょう。
　また、学内ではたくさんの人が自転車を利用して
います。お互いにルール・マナーを守って他の人に迷
惑をかけることのないよう心がけてください。
　近年、自転車利用者による事故が多発しています。
事故を起こすと、民事、刑事の責任を問われ、高額の
賠償責任を負う事例もあります。
大阪府では2016年7月1日より自転車損害賠償
責任保険の加入が義務化されました。
　自転車は軽車両であり、自動車と同様に、違反に対
して厳しい罰則があります。大学のキャンパス内外
に関わらず、交通ルールを遵守して自転車を利用し
ましょう。
①�自転車は、原則、車道を通行
する（「自転車及び歩行者専
用」の標識がある歩道では、
自転車も通行することがで
きます）

②�歩道を走る場合は、歩行者
優先で車道寄りを徐行して
通行する

（1）自転車の利用・交通マナーについて ③�安全ルールを遵守する
　◦�飲酒運転や二人乗り、横に並んで通行しない
　◦�夜間はライトを点灯する
　◦�交差点では信号を遵守し、一時停止等の安全確

認を行う
　◦�携帯電話等を使用しながら通行しない

【杉本キャンパスでは】
　杉本キャンパスの構内交通規制の詳細は、P.87の
「杉本キャンパス構内指定駐輪マップ」を参照してくだ
さい。
　杉本キャンパス内の自転車の乗り入れは、指定の出
入口から最寄の駐輪場までです。構内移動を目的とす
る自転車の利用は禁止されています。
　自転車の利用には登録料1000円が必要です。登録
証は発行された年度内に限り有効です。�
　学生は通学に利用する場合にのみ登録できます。登
録後でも通学に利用していないことが判明した場合は
登録を取り消します。（登録料の払戻しはありません。）

【中百舌鳥キャンパスでは】
　中百舌鳥キャンパスの構内交通規制の詳細は、�
P.88の「中百舌鳥キャンパス構内交通規制図」を参照
してください。
　学生会館周辺は、歩行者・車椅子利用者等の安全・通
行確保のため、「ノー自転車ゾーン」となっていますの
で、ご協力をお願いします。
　南海中百舌鳥駅、Osaka�Metroなかもず駅周辺は自
転車等の放置禁止区域です。
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杉本キャンパス構内指定駐輪場マップ

2023年4月1日現在

   

  

 

 …駐輪場     …学情（杉本図書館）利用者専用駐輪場【学生は駐輪できません】 
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2023 年 4 月 1 日現在 
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中百舌鳥キャンパス構内交通規制図

2023年4月1日現在
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　構内における交通安全の確保と、教育・研究の良好な
環境を保持するため、自動車及び自動二輪車での通学
は原則禁止しています。通学には電車・バス等の公共交
通機関、自転車を利用してください。自動車や自動二輪
車での通学が必要な場合は、事前の申請が必要となり
ます。（阿倍野・羽曳野キャンパスは自動車の入構不可）
　やむを得ず、自動車・自動二輪車で入構する場合は、
必ず所定の駐車場・自動二輪車駐輪場に駐車し、構内の
交通規制に従ってください。
　ルールの守られていない自動車・自動二輪車は、入構
許可の取消し、強制的に移動・処分する等の措置を行う
場合があります。
　また、近隣への迷惑駐車はしないでください。
■入構が認められる事例について
入構を認められるのは、
　◦�障がいや疾病等により歩行困難な者の通学に利用

する場合
　◦�早朝や深夜に実験や研究を行う必要があり、公共

交通機関を利用できない場合
　◦�重量物等を運搬する場合　
などに限られています。
■問合せ窓口
杉本・中百舌鳥キャンパス：
　通学や研究に関する事由の場合→所属する学部
　行事や課外活動に関する事由の場合→学生課
阿倍野キャンパス：医学部地下1階警備・防災センター
羽曳野キャンパス：事務所学生グループ
りんくうキャンパス：事務所学生・教務担当
■自動車・自動二輪車の入出構について
下記の出入口を利用してください。
　杉本キャンパス：各窓口にお問合わせください。
　中百舌鳥キャンパス：�自動車は西門又は東門、自動二

輪車は西門横の専用出入口
　阿倍野キャンパス：各窓口にお問合わせください。
　羽曳野キャンパス：正門（自動二輪車のみ）
　りんくうキャンパス：車両出入口

（2） 自動車・自動二輪車通学の禁止に
ついて 　「OMUID」及び、自身で変更した「パスワード」は大

切に管理してください。
● 「OMUID」「パスワード」は、学内の情報システムを

利用する上で、利用者本人であることを証する重要
な個人情報となります。履修科目の登録や成績確認
の際に必要ですので、忘れないよう大切に管理して
ください（OMUIDに設定された仮パスワードは、す
ぐに自身で変更してください）。 

● 学生証は大切に取扱ってください。強く圧力をかけ
たり、磁気を近づけたりすると壊れる恐れがありま
す。この場合、紛失と同様、有料（1,000円）による再
発行となりますので、注意してください。なお、再発
行には約１週間かかりますのでご注意ください。

● 学生証は身分を証明する大切なものです。特に構
内では授業などの出席管理をはじめ、安全確認や
防犯上、教職員あるいは守衛等から提示を求めら
れる場合がありますので、必ず携帯してください。

（4）パスワード・学生証の管理

　「健康増進法」及び「大阪府受動喫煙防止条例」によ 
り全キャンパスにおいて敷地内全面禁煙です。違反
者には罰則が科されます。

　また、学外（大学周辺の道路等）においても、以下の�
ルール・マナーを遵守してください。
●�歩きタバコや、タバコのポイ捨ては、絶対にやめまし
ょう。

●�灰皿に火をつけたまま、タバコ
を放置しないでください。

●�周囲の人に煙がかからないよう
に気を配り、受動喫煙防止に努
めましょう。

（3）喫煙のルール・マナーについて

　大学からの重要な連絡、緊急の連絡等は、一人ひとり
に貸与されるOMUメール（OMUID＠st.omu.ac.jp）
に配信します。
　メールの読み逃しがないよう、スマートフォンやタ
ブレット等のモバイル端末やPCで受信できるように
設定しておいてください（設定方法は情報環境利用ガ
イド（Webサイト）参照）。

（5）OMUメールの利用上の注意
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　持続可能な社会の実現のために、廃棄物の減量や省
エネの推進など、環境にやさしいキャンパスづくりに
取り組んでいます。
○ ごみの減量に努めましょう
　ごみになるものを増やさないことが一番大切で
す。マイバッグ・マイボトルの活用や不要なもの（割
りばし・スプーンなど）はもらわないようにしてくだ
さい。また私物は大学へ持ち込まず、自宅で処分して
ください。

〇 リユースを心掛けましょう
　捨てる前にもう一度使えないか、別のことに使え
ないか考えて下さい。自分には不要でも必要な人が
いるかもしれません。

〇 分別収集に協力しましょう
　紙類、缶、瓶、ペットボトル等は貴重な資源です。分
別を徹底することで原料として再生することができ
ます。
※�大学は一般家庭と分別方法が異なります。キャン
パスごとのルールに従いゴミ箱などを利用し分
別回収を行ってください。詳しくは学生ポータル
（UNIPA）＞学生Naviをご確認ください。

〇 粗大ごみ、その他のごみは指定された場所へ
　実験や研究あるいは課外活動によって生じた粗大
ごみなどは、処分方法や廃棄場所など学内の分別ル
ールを確認して捨てるようにしてください。

〇 節電への取り組み
　講義室などの最終退室者は、必ず電気、空調のス�
イッチを切ってください。

（6）「環境」への取組み

　学内において、カバンや財布等の盗難が発生してい
ます。ほとんどの場合において、講義室等で座席を確保
するために荷物を置いたまま、その場を離れたわずか
な時間に発生しています。たとえ短時間であっても、貴
重品は必ず携帯し、絶対に荷物を放置しないようにし
ましょう。
○盗難に遭ってしまったら
　最寄りの警察に「被害届」を提出し、学生課にも「盗
難届」を提出してください。

○クレジットカードやキャッシュカード
　盗難又は紛失した際は、直ちにカード会社や金融
機関に連絡しましょう。

（7）学内での盗難について

○多重債務に陥らないために注意すること。
①それは本当に必要なお金（もの）ですか？
②いま利用して大丈夫ですか？
③利用しすぎていませんか？
④金利はどのくらいかかりますか？
⑤借金返済のための借金ではないですか？

○多重債務に陥ってしまったら
　万が一、努力しても借金を返済できない状況にな
ってしまった場合、返済のために新たな借金をして
はいけません。問題を悪化させるだけです。多重債務
問題の相談窓口に速やかに相談し、解決策を立てま
しょう。
　窓口としては、次のような団体があります。
◦大阪府再チャレンジ支援プラザ（お金の悩み相談室）
� 電話 06-6210-9512
◦大阪弁護士会（総合法律相談センター）
� 電話 06-6364-1248
◦㈶日本クレジットカウンセリング協会
� 電話 0570-031640

（8）ローンやクレジットについて

　キャンパス内外で「サークル」を装って、カルト（過激
な新興宗教）集団が学生をターゲットに勧誘している
という情報が寄せられております。最初のうちは、宗教
等であることを言わずに「スポーツサークル」等の名目
で勧誘し、知らず知らずのうちにマインドコントロー
ルされていくケースがあります。
　一旦加入すると、経済的な負担だけでなく、精神的、
肉体的にも大変な影響を受けてしまうこともある等、
楽しいはずの学生生活が台無しになってしまいます。
くれぐれも注意し、個人情報を安易に教えないように
してください。
　万一、そのような団体と感じたときは、勧誘には一切
応じないようにしてください。また、そのような団体か
ら勧誘された場合、あるいはそういう学生をご存知の
場合は、学生課までお知らせください。

（9）危険なカルトに注意
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　キャンパスの快適さを保つにはみんなでルールを守
ることが大切です。以下の事項について、マナーやモラ
ルの向上を心がけましょう。
○携帯電話のマナー
　携帯電話の使用は、他人を不愉快にさせないため
にも利用時の基本マナーを守りましょう。電車内で
の通話、授業中の使用はやめましょう。授業中は携�
帯電話の電源はOFFまたはマナーモードにしてくだ
さい。

○大学構内の火気厳禁
　火気の使用は、特別に許可された行事以外は禁止
です。火災等の危険から焚火等を禁止しています。

○地域住民への配慮
　駅周辺の路上、店舗をはじめ、周辺に配慮し、大声
での会話等、迷惑をかける行為は慎んでください。
　また通学路において道いっぱいに広がって歩いた
り、歩きスマホなどは迷惑行為となるので通学時の
マナーを守ってください。

（11）キャンパスマナー

　ICT（情報通信技術）の発達により、情報の検索や入
手、発信がとても容易になりました。これに伴い、思い
もよらないトラブルに巻き込まれる危険も格段に大き
くなっています。以下では、ぜひ皆さんに知っておいて
欲しい事柄を述べます。十分理解した上で、PCやイン
ターネットを活用するようにしてください。
■ 大学のキャンパスネットワーク（OMUNET）利用に

ついて
　本学のキャンパスネットワーク（OMUNET）は、本
学の教育研究活動、大学運営、法人運営及びこれらを�
支援する業務を目的とした利用のみが認められてい�
ます。
　また、以下の行為は禁止されておりますので、ルール
を守った上で利用してください。
　◦�他人のID�やパスワードを使用すること（他人にパ

スワードを教えることも含む）
　◦�セキュリティ的に脆弱な端末を接続すること
　◦�情報システムやソフトウェアを無断で改造や損

傷、複写する行為
　◦�公序良俗に反する行為や他人の権利を侵害する�

行為
　◦�法令及び本学規程や規則等に違反する行為
　◦�情報システムの安全かつ円滑な運用を阻害する�

行為　など
■違法ダウンロードの刑事罰強化について
　2021年の著作権法の改正により、違法ダウンロー
ドの規制対象が拡大され、従来の音楽や映像作品だけ
に限らず、漫画や書籍、雑誌などの著作物全般に適用さ
れるようになりました。また、著作物を違法にアップロ
ードする行為や違法にアップロードされた著作物をダ

（12） PCやインターネット等を  
利用する際の注意

　「自分だけは大丈夫」と思っていませんか？消費者取
引きに関する苦情相談が年々増加傾向しています。キ
ャンパスにおけるマルチ商法等による被害事例があり
ますので、安易な気持ちで手を出さないように注意し
ましょう。
●悪徳商法の例
○「キャッチセールス」
　駅前や路上で呼び止めて営業所などに連れて行
き、商品やサービス等を販売する。

○「デート（恋人）商法」
　携帯電話等の「出会い系」で知り合った異性から
デートに誘われ、アクセサリー等を買うよう頼ま
れる。

○「マルチ商法」
　友人から連絡があり、「友達を誘って入会させ商
品を売ればマージンが入る。」と誘われる。

○「資格商法を中心とした電話勧誘販売」
　自宅や職場に電話をかけてきて、資格取得のた
めに講座の受講や教材の購入を持ちかける。他に
も「ネット販売」「訪問販売」「不当請求」等の被害が
あります。

○「ぼったくり」
　飲食店で法外な料金を請求されて強引に支払わ
されたり、物を高く売りつけられたりする。

●クーリングオフ制度
　特定商取引法では、一定期間内（8日間、20日間）であ
れば無条件に契約の解除ができます。困ったときは迷
わず窓口へ相談しましょう。

消費生活相談の消費者ホットライン
消費生活上の問題で困ったときは、一人で悩まず、
まずは相談してください
消費者ホットライン１８８番（いやや！）へ
（局番なしの３桁番号です。）
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内
します。

主な相談専用窓口
大阪府消費者生活センター� 06-6616-0888
大阪市消費者センター� 06-6614-0999
堺市立消費生活センター� 072-221-7146
羽曳野市消費生活センター� 072-947-3715
泉佐野市消費生活センター� 072-469-2240

（10）悪徳商法に注意
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ウンロードする行為だけでなく、違法に公開された著
作物へのリンク先に関する情報を提供しただけでも刑
事罰が科せられるようになりました。
　著作権に関する正しい知識を身に着け、安易に著作
物をアップロード・ダウンロードしないように気を付
けましょう。
■ソーシャルメディアリテラシーについて
　SNS等のソーシャルメディアは便利なコミュニ�
ケーションツールである一方で、使い方を誤ると意図
しない大きなトラブルを引き起こす危険性もありま
す。ソーシャルメディアに記載したことは瞬時に全世
界に拡散されるリスクがあることを踏まえ、記載して
良いことかどうかを冷静に判断した上で記載するよう
にしましょう。
　◦�怒りなどの感情に任せて記載しないようにしま�

しょう。
　◦�事実に反する不正確な情報や他者への誹謗中傷を

書いてはいけません。
　◦�他者の著作権や肖像権、プライバシーを侵害する

情報を掲載してはいけません。
　◦�自身の個人情報など守るべきプライベートな情報

も掲載しないようにしましょう。
　◦�アルバイト先で得た情報など、守秘義務が求めら

れる情報も記載してはいけません。
　◦�アカウントの乗っ取りを防ぐため、アカウントと

パスワードはしっかり管理しましょう。
■マルウエア感染の防止について
　メールやインターネットなどの利用に際しては、常
にマルウエア（コンピュータウイルス）に感染する危険
性が潜んでいます。OSやソフトウエアのアップデート
を行い、常に最新の状態にしておくだけでなく、必ずウ
イルス対策ソフトを導入し有効にしておきましょう。
　また、メールに添付されたファイルを安易に開いた
り、メールに記載されたURLを安易にクリックした
りせず、メールの送信元と送信されてきた内容に不審
な点がないかよく確認した上で対応するようにしま�
しょう。
■フィッシングメールへの注意
　ショッピングサイトやカード会社、銀行、大学などか
らのメールを装い、巧妙にIDやパスワードを盗み取る
メールが増えています。普段から利用している会社か
らのメールに対してはついつい信用してしまいがちで
すが、本当にその会社からのメールが本物であるかど
うかをよく確認するようにしましょう。
　特に、メール本文に記載されたURLは安易にクリッ
クしないように気を付けるとともに、IDやパスワード
の入力を求められた場合は特に注意が必要です。
■サポートを名乗る詐欺行為への注意
　パソコンやスマートフォンの画面上に「コンピュー
ターウイルスに感染した」などの警告画面を表示させ、
マイクロソフトやウイルス対策ソフトの会社等を名乗
る偽のサポート窓口へ電話させた上でサポート料金を
請求する詐欺行為が増えています。通常、ウイルス感染
した際に電話連絡を求めるようなサポートサービスは

ありませんので、画面上で電話連絡を求められた場合
でも、絶対に安易に電話してはいけません。

　その他、情報サービスの利用や情報セキュリティに
関する注意点は【情報環境利用ガイド（Webサイト）】
にも掲載していますので、よく確認するようにしてく
ださい。

　薬物乱用のおそろしさは、単に乱用
者自身の精神や身体上の問題にとど
まらず、家庭内暴力などによる家庭の
崩壊、さらには、殺人、放火等悲惨な事
件の原因にもなり、社会全体への問題
と発展します。
　麻薬や覚せい剤・危険ドラッグなどの薬物は、使用し
ているうちにやめられなくなるという“依存性”、以前
より多くの量が必要となる“耐性”と、乱用による“幻
覚”、“妄想”に伴う自傷、他害の危険性があるという大
きな特徴があります。また、治療をしていても記憶が大
脳に残り、突然薬物使用時を思い出す「フラッシュバッ
ク」が一生続きます。
　一度薬物依存症になった脳は、Reward�Pathway
（報酬経路）に変化が生じ、薬物がないと、満足感・幸福
感・快感が得られなくなり、正常な日常生活が送れなく
なります。
　「一回だけなら平気さ。」「少しならくせにならない
よ。」「眠気がとれて勉強がはかどるよ。」「痩せられ�
るよ。」といった間違った誘いに惑わされないでくだ�
さい。一度だけのつもりがいつの間にか中毒となり、 
一度しかない人生が取り返しのつかないものとなるの
です。
　親しい友人に誘われても断固として拒否する勇気を
持ちましょう。

（13） 薬物乱用防止について  
Stop!! ダメ。ゼッタイ。～薬物
乱用のない社会と学生生活～
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（14） 学生の飲酒について  
イッキ飲み　要注意!!

　大学生の飲酒事故は、新入生歓迎会
や大学祭のシーズンなどに多く発生し
ています。無理強い、イッキ飲みなど
で、多量のアルコールを短時間で飲み、
急性アルコール中毒を発症することが
原因で死亡する事件が報道されてい�
ます。
　大学生といっても、20歳未満の場合、飲酒は法律で
禁止されています。
○ こんな人は、飲酒を勧められません
　◦�現在もしくは過去に大病をした。
　◦�体調が悪い。
　◦�遺伝的にアルコール分解酵素がない人。
○ 急性アルコール中毒にならないために
　◦�空腹時や過労時には飲まないようにしましょう。
　◦�強い濃度のアルコール飲料を急ピッチで飲むのは

避け、談笑しながらスローペースで飲みましょう。
　◦�さまざまな種類のアルコール飲料を、次々に飲ま

ないようにしましょう。
　◦�自分の意思で飲み、他人には絶対に強要しないよ

うにしましょう。無理強いは「アルコールハラスメ
ント」となります。

○ こんなときは要注意！！
　自分一人で立てない時、声をか
けても反応が少なく吐き続けてい
る時、短時間で酔いつぶれる時は
要注意！！
処置方法
　◦�絶対に一人にしない。
　◦�衣類を緩めて呼吸が楽にできるようにする。
　◦�意識障害がある場合は、窒息の可能性があるので、

吐物が気管に�詰まらないように注意する。
　◦�顔面蒼白のときは保温につとめる。顔が赤いとき

は冷たいタオルで冷やす。
○こんなときは医療機関へ！！
　◦�大きないびきをかいて倒れ、

呼んでも反応がない。
　◦�顔色が悪く、意識も朦朧とし

て手足が冷たい。
　◦�呼吸状態がおかしい。
　直ちに救急車を要請してください！！

（15） 学生による掲示、印刷物配布及び
寄附募集活動等について

　学生による掲示、印刷物配布及び寄附募集活動等の
行為を行うことができるのは、本学の公認団体、登録団
体および本学の承認を得ている学生団体に限ります。
なお、承認願（指定様式）については課外活動ポータル
サイトを確認してください。
○ 学内掲示について
１．�公認団体、登録団体および本学の承認を得ている学
生団体が、学内で掲示物、立看板等（以下「掲示等」と
いう。）を掲示し、又は掲出しようとするときは、責
任者名・連絡先を記した掲示等を承認願（指定様式）
とともにあらかじめ学生課に呈示し、学生課長の承
認を受ける必要があります。

２．�掲示場所は学生課が管轄する掲示板のみとし、１団
体につき原則として１箇所１枚とします。

３．�掲示又は掲出承認期間（最長３ヶ月）を経過した�
掲示等は、責任者において速やかに撤去してくだ�
さい。

４．�上記のルールに従わない掲示等は、これを撤去する
ことがあります。

○ 学内での印刷物配布について
　公認団体、登録団体および本学の承認を得ている学
生団体が、学内において印刷物の配布をしようとする
ときは、学生課に承認願（指定様式）を提出し、学生課長
の承認を受ける必要があります。
○ 学内での寄附募集活動等について
　公認団体、登録団体および本学の承認を得ている学
生団体が、学内において寄附募集、署名運動、集会又は
これに類する行為（ホームページの公開を含む。）をし
ようとするときは、学生課に承認願（指定様式）を提出
し、学生担当副学長の承認を受ける必要があります。
○ 学外での行為について
　公認団体、登録団体および本学の承認を得ている学
生団体が、大阪公立大学の名を冠し又はそれを意味す
る名義をもって学外で上記の行為をしようとするとき
は、承認願（指定様式）を学生課へ提出し、学生担当副学
長の承認を受ける必要があります。また警察や敷地・建
物管理者等に必要に応じて許可を得るようにしてくだ
さい。
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Ⅶ
資 料 編

1.各種案内
（1）キャンパスマップ
� ◦杉本キャンパスマップ
� ◦中百舌鳥キャンパスマップ
� ◦阿倍野キャンパスマップ
� ◦羽曳野キャンパスマップ
� ◦りんくうキャンパスマップ
� ◦I-siteなんば
（2）各種連絡先一覧
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・URA センター （ステークホルダー連携推進室）

・都市経営研究科
・創造都市研究科
・人権問題研究センター
・証券研究センター

生活科学部B棟
・心理臨床室

監査室、企画課
安全衛生課
教育推進課、学生課
入試課、広報課、大学計理担当
国際交流課、教務システム担当

本部棟

（総務課）

五代友厚像
戦没学友の碑

・地域連携センター
・キャリア支援室

・生産技術センター
　( ガラス工作部門（1 階）)

・高等教育研究開発センター
・教育学修支援室
　（OMU ラーニングセンター）
・Global Village
・事務室

（共通教育支援室（教育推進課））

（情報戦略課、学術情報課）

・杉本図書館
・大学史資料室
・事務室

施設課、社会連携課、
研究推進課

（機械工作部門）
生産技術センター

健康管理センター／
メンタルヘルスセンター

●杉本キャンパスマップ

〒558-8585 大阪市住吉区杉本３丁目3番138号

杉本キャンパス

1. 各種案内
（1）キャンパスマップ
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●中百舌鳥キャンパスマップ

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1番1号

中百舌鳥キャンパス
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●阿倍野キャンパスマップ

〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町１丁目４番３号

阿倍野キャンパス

1 医学部学舎
2 附属病院
3 医学部南館
4 阿倍野医学図書館（８～９F）
5 看護学部学舎
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●羽曳野キャンパスマップ

〒583-8555 大阪府羽曳野市はびきの3丁目7番30号

羽曳野キャンパス
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●りんくうキャンパスマップ

〒598-8531 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地の58

りんくうキャンパス
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●I-siteなんば

I-site なんばまでのアクセス
南海電鉄「なんば駅（中央出口）」下車、南海線東側の道を南へ約800m、徒歩約12分
Osaka Metro 御堂筋線「なんば駅（5号出口）」下車、南へ約1,000m、徒歩約15分
Osaka Metro 御堂筋線・四つ橋線「大国町駅（1番出口）」下車、東へ約450m、徒歩約7分
Osaka Metro 堺筋線「恵美須町駅（1-B出口）」下車、西へ約450m、徒歩約7分
南海電鉄高野線「今宮戎駅」下車、北へ約420m、徒歩約6分

（注）建物北側の大阪公立大学専用入口からお入りください。
（注）来館は徒歩又は公共交通機関をご利用ください（駐車場、駐輪場はございません）。

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号

南海なんば第1ビル2階・3階

Tel 06-7656-0441（代表）

I-site なんば
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（2）各種連絡先一覧

所属
連絡先

主な業務内容
杉本キャンパス 中百舌鳥キャンパス

学生課

06-6605-2054
gr-gks-gakuhi@omu.ac.jp 授業料納付

06-6605-2102
gr-gks-shogakukin@omu.ac.jp 授業料減免・奨学金

06-6605-3608 072-254-6243 留学生宿舎・奨学金・授業料減免
留学生チューター・サポーター等

06-6605-2103 072-254-8390 課外活動（クラブ等）

�所属学部・研究科�
（下記参照） 072-254-8390 トラブル事案

（事故、事件等）

06-6605-2103 072-254-8390 落とし物等

06-6605-3650 072-254-9867 障がい等のある学生の支援

06-6605-3039 072-254-8390 学生なんでも相談窓口

学生課　キャリア支援室 06-6605-2104 072-254-9119 就職・キャリア相談

教
育
推
進
課

各学部等担当

履修相談

履修登録

時間割

定期試験

欠席

休講・補講

成績

各種資格等

　国際基幹教育機構 06-6605-2935 072-254-9600

　現代システム科学域 ー 072-254-7514

　現代システム科学研究科 ー 072-254-9552

　文学部・研究科 06-6605-2351 ー
　法学部・法学研究科
　（法学政治学専攻） 06-6605-2303 ー

　法学研究科
　（法曹養成専攻） 06-6605-2301 ー

　経済学部・研究科 06-6605-2251 ー

　商学部・経営学研究科 06-6605-2201 ー

　理学部・研究科 06-6605-2504 072-254-8396

　工学部・研究科 06-6605-2651 072-254-7511

　農学部・研究科 ー 072-254-9401

　獣医学部 ー 072-254-9401

　看護学部 ー 072-254-8396

　生活科学部・研究科 06-6605-2803 ー

　都市経営研究科 06-6605-3508 ー

　情報学研究科 06-6605-2651 072-254-9552

各種手続担当 上記各学部・�
研究科連絡先参照 072-252-6369 休学・復学・退学

住所・連絡先変更等

学生証担当 06-6605-2960 072-252-6369 学生証再発行等

証明書担当 06-6605-2960 072-254-9770 証明書発行等

教職担当 06-6605-2936 072-254-7246 教員免許

安全衛生課 06-6605-2108 072-254-9985 学生の健康管理
（健康管理センター）

国際交流課 06-6605-3558 072-254-9962 海外留学の相談
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阿倍野キャンパス
学務課

医学部医学科・研究科 06-6645-3611
休学・復学・退学、住所・連絡先変更
等、履修・授業関係、各種資格、授業
料、奨学金、課外活動、トラブル事
案、落とし物、就職支援、学生の健
康管理、学生証再発行、証明書発行
等

看護学部・研究科 06-6645-3511

羽曳野キャンパス
学生グループ

医学部リハビリテーション
学科・研究科
看護学部・研究科

072-950-2940
授業料、奨学金、課外活動、トラブ
ル事案、落とし物、就職支援等、�
休退学、連絡先変更等

072-950-2978 履修・授業関係、各種資格、証明書
発行等、教員免許

072-950-2120 学生の健康管理（保健室）

りんくうキャンパス 獣医学部・研究科
072-463-5091 履修・授業関係等

072-463-5748 学生の健康管理（保健室）

梅田サテライト 都市経営研究科 06-4799-3700

履修・授業関係等
※窓口・電話対応時間
　（平日）14：00～21：45
　（土曜）� 9：15～17：45

105

Ⅰ 

学
生
生
活
の
は
じ
め
に
Ⅱ 

学
生
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
Ⅲ 

課
外
活
動

Ⅳ 

進
路

Ⅴ 

留
学
生
支
援

Ⅵ 

学
生
生
活
で
の
諸
注
意
Ⅶ 

資
料
編



クラブ・サークル支援

就職ガイダンス

勉学・研究
活動支援

就職活動
支援

教育環境
整備支援

国際交流

支援

保護者交流

支援

福利厚
生支援

課外活動
支援

教育後援会 

学生の皆さんの社会性や人間性を育むため、 

保護者の皆さんと大学の交流を深めるため、 

教育後援会はさまざまな支援事業を行っています。 

 

大大阪阪公公立立大大学学教教育育後後援援会会事事務務局局    

杉杉本本キキャャンンパパスス        TTEELL::0066--66660055--33442200  

中中百百舌舌鳥鳥キキャャンンパパスス  TTEELL::007722--225544--99220055  

https://www.omu-esa.org 

大阪公立大学 

保護者交流会風景

学生選書




